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１．計画作成の背景と目的 

豊川市は、愛知県南東部の東三河地域に位置する人口 18 万人余りのまちです。市域の北部に

は標高 789ｍの本宮山
ほんぐうさん

から連なる山々がそびえ、南東部には一級河川の豊川
とよがわ

が貫流し、南西部

は三河湾最奥部の海岸線に接し、地理的な変化に富んでいます。そのため、古来より陸路・海

路・河川交通の盛んな土地で、古代には国府
こ く ふ

や国分寺
こくぶんじ

・国分
こくぶん

尼寺
に じ

が置かれ三河国の政治・経済・

文化の中心地として栄え、近世以降は東海道
とうかいどう

・本坂通
ほんざかどおり

（姫
ひめ

街道
かいどう

）・伊那
い な

街道
かいどう

などの街道沿いの町、

また豊川稲荷の門前町として発展してきました。 

本市は、かつて東洋一と称された豊川
とよかわ

海軍
かいぐん

工廠
こうしょう

の開廠を契機として、昭和 18（1943）年 6 月

1 日に宝飯
ほ い

郡豊川
とよかわ

町・牛
うし

久保
く ぼ

町・国府
こ う

町・八幡
や わ た

村の 3 町 1 村が合併し、愛知県下で 8 番目に市

制を施行しました。 

その後、昭和 30 年代に八名
や な

郡三上
み か み

村・宝飯郡御油
ご ゆ

町、平成になって宝飯郡一宮
いちのみや

町・音羽
お と わ

町・

御津
み と

町・小坂井
こ ざ か い

町との合併を経て、現在の市域に至りました。これに伴い旧市町ごとに指定さ

れていた文化財を合わせ、本市に所在する指定文化財件数は、国 16 件、県 32 件、市 212 件の

計 260 件、国登録文化財が 17 件となりました。また、これら指定文化財以外にも、埋蔵文化財

包蔵地や各時代にわたる先人の活動の痕跡、暮らしの記録・記憶や祭礼・風習、特徴的な動植

物といった「地域の宝」と言える文化財が数多くみられます。 

国指定記念物の御油のマツ並木（御油町）や三河国分寺・国分尼寺跡（八幡町）については、

個別に保存管理計画を策定し、公有地化や整備を進めてきました。しかし、それ以外の文化財

は、合併後も旧市町で行われてきた保存・活用の継承にとどまっています。 

本市では、三河国分尼寺跡史跡公園を始め、豊川海軍工廠平和公園、大橋屋
おおはしや

（旧旅
きゅうはた

籠
ご

鯉屋
こ い や

）、

菟
う

足
たり

神社貝塚公園などを保存整備し、今後は三河国分寺跡・三河国府跡・船山
ふなやま

古墳（船山第 1 号

墳）の整備を予定しています。これらを戦略的に活用するためには、本市の文化財行政の指針

となる保存活用地域計画の策定が急務になっています。 

また、近年では全国的な問題である少子高齢化や価値観の多様化、世界中に蔓延
まんえん

した新型コ

ロナウイルス感染症拡大による祭礼行事の縮小化など、文化財を取り巻く周辺環境が大きく変

わりました。その結果、先人たちから受け継いできた地域の文化財を未来に伝えていくための

担い手不足が懸念されます。 

こうした背景を踏まえ、地域社会総がかりによる文化財の次世代への継承に向けた取組を促

進するため、平成 31（2019）年 4 月に改正文化財保護法が施行されました。今回策定する「豊

川市文化財保存活用地域計画」は、この改正文化財保護法の施行に基づく法定計画に位置付け

られます。本計画は、地域の文化財の価値や大切さを知ることで市民一人ひとりが豊川市に誇

りや愛着を感じ、様々な活動主体が手を取り合い、文化財を次世代へ継承していくためのマス

タープランであり、アクションプランを示したものです。 

なお、取組の実施にあたっては、本市の様々な行政計画や施策との連携を図り、文化財の保

存と活用を進めていきます。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、文化財保護法第 183 条の 3 に規定される「文化財保存活用地域計画」として作成

するもので、「愛知県文化財保存活用大綱」を勘案し、本市のまちづくりの指針であり上位計画

である「第 6 次豊川市総合計画」のほか、本市の教育の指針である「第 3 期豊川市教育振興基

本計画」との整合性を取ります。 

また、本市の各種計画のうち文化財の保存活用に関連している主なものとして、「第 3次豊川

市生涯学習推進計画」、「第 3 次豊川市都市計画マスタープラン」、「豊川市シティセールス戦略

プラン」、「豊川市観光振興推進計画」、「第 2 次とよかわ文化芸術創造プラン」が挙げられ、こ

れらと連携する計画とします。 

さらに、「国指定天然記念物御油のマツ並木保存管理計画」、「史跡三河国分寺跡・三河国分尼

寺跡保存管理計画」、「史跡三河国分尼寺跡保存整備基本計画」、「史跡三河国分寺跡整備基本構

想」など、これまでに策定した個別計画との整合性を取ります。また、将来的に策定を予定し

ている「国史跡三河国分寺跡保存活用計画」などの個別計画は、本計画を踏まえて策定します。 

 

 

図 序-1 豊川市文化財保存活用地域計画の位置付け概念図 
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関連計画の概要 

 

●第 6 次豊川市総合計画 

策定年月：平成 28（2016）年 3月、令和 3（2021）年 3月改訂 

計画期間：平成 28（2016）～令和 7（2025）年度 

まちの未来像を「光・緑・人 輝くとよかわ」と定め、【安全・安心】、【健康・福祉】、【建設・整

備】、【教育・文化】、【産業・雇用】、【地域・行政】の 6つの政策分野を設定しています。 

このうち、【教育・文化】のまちづくりの目標に「あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいるまち」

を掲げ、「文化芸術の振興」の将来目標として「文化芸術が身近にあふれ、市民が生き生きと心豊か

に暮らしているまち」を明記し、この目標を実現するための主な手段の 1 つに「文化財の保護、保

存と活用」を挙げています。 
   

●第 3 期豊川市教育振興基本計画 

策定年月：令和 4（2022）年 3月 

計画期間：令和 4（2022）～令和 8（2026）年度 

基本理念に「ともに学び 生きる力を育み 未来を拓く豊川の人づくり」を定めています。 

4 つの基本目標のうち、3「豊かな人生を自らが築く学習社会を確立します」において、施策⑤「文

化遺産の継承と新たな文化の創造」を掲げ、主な取組に「文化遺産の保護・活用の環境づくり」、「文

化遺産継承の取組の推進」、「平和学習の推進」、「文化芸術の独自性の確立」を設定しています。 

このうち、「文化遺産継承の取組の推進」では、文化財保存活用地域計画の策定を目指すとともに、

文化遺産継承の担い手である子どもたちのふるさと意識の醸成や、官民が協働して文化遺産を保護・

継承するための意識の向上に取り組むことを挙げています。 
   

●第 3 次豊川市生涯学習推進計画 

策定年月：平成 28（2016）年 3月、令和 3（2021）年 3月改訂 

計画期間：平成 28（2016）～令和 7（2025）年度 

基本理念に「学びが創る ひと・まち・未来 －心に彩り 体に潤い 絆で結ぶ とよかわの生

涯学習－」を定め、基本目標として「豊かな人生を自らが築く学習社会を確立します」を設定してい

ます。3つの施策の方向性のうち、「学びを生かしたまちづくり」では、「学習成果が生きるまちづく

りの支援」を掲げ、「市内に数多く存在する地域特有の祭礼や伝統文化を地域住民が相互に協力し、

教え合う中で、多世代が交流する機会が生まれます。こうした地域住民の触れ合いの場を大切にし

ながら、将来にわたり継承していくための支援を行います」としています。 
   

●豊川市地域防災計画 

策定年月：令和 6（2024）年 2月修正  

計画期間：－  

災害予防として風水害、地震・津波への文化財保護対策を定め、市民や管理者への防災知識等の

普及、文化財レスキュー台帳の作成と保存（保管）状況の掌握、防災・防火設備の設置促進、重要文

化財（建造物）の耐震対策などを明記しています。 
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●第 2 期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

策定年月：令和 2（2020）年 3月、令和 3（2021）年 3月改訂 

計画期間：令和 2（2020）～令和 7（2025）年度 

目指すべき将来の方向に①「定住・交流・関係人口の増加を図る」、③「本市の特徴を生かして時

代にあった元気な地域をつくる」を定め、歴史、文化や自然などの地域資源の魅力化を図り、観光・

交流の促進、関係人口の創出・拡大につなげるための施策の推進や、緑豊かで歴史・文化が豊富な市

の特徴を生かした地域づくりのための施策の推進を掲げています。 
   

●豊川市シティセールス戦略プラン 

策定年月：平成 28（2016）年 3月 

計画期間：平成 28（2016）～令和 7（2025）年度 

「きらっと☆とよかわっ！」をキャッチフレーズに定め、3つの基本方針のうち「わがまちのブラ

ンド力を高めます」では、文化財に関連したものとして「歴史・文化芸術のバリューアップ」、「祭

り・イベントのショウアップ」、「環境・自然のウェイクアップ」を掲げ、各種文化財の利活用を通じ

たシティセールスに取り組むことを挙げています。 
   

●とよかわ市民協働推進計画 

策定年月：平成 30（2018）年 3月 

計画期間：平成 30（2018）～令和 7（2025）年度 

「地域と行政がしっかりと支えているまち」を目標に掲げ、4つの基本方針のうち、文化財保存活

用に関して、方針②「人材育成と協働意識の醸成」において若者ボランティア体験講座を実施し、若

者の地域活動への参加促進と意識啓発を図ることを挙げています。また、方針③「市民活動団体の

支援」において、活動団体に公共施設の利用料金減免などを行い、活動拠点の充実を図るとともに、

市民活動総合補償制度などによる財政的支援の充実を図ることを挙げています。 
   

●第 2 次とよかわ文化芸術創造プラン 

策定年月：令和 4（2022）年 3月 

計画期間：令和 4（2022）～令和 13（2031）年度 

基本理念として「ハートをつなぎアートで育む未来、とよかわ」を定めるとともに、将来像に「文

化芸術が身近にあふれ、市民が生き生きと心豊かに暮らしているまち」を設定しています。 

5 つの基本方針のうち、「つなぐ」では文化芸術の継承支援として「本市で取り組まれている芸術

や伝統文化・民俗芸能などの文化芸術活動について、次世代へ継承していくための活動支援に取り

組みます」、また、「そだてる」では子どもが文化芸術に触れる機会の拡充として、「小学校・中学校・

高校における授業やクラブ活動、アウトリーチ活動について、学校と地域が連携した文化活動を展

開します」と挙げています。 
   

●豊川市観光振興推進計画 

策定年月：令和 4（2022）年 3月 

計画期間：令和 4（2022）～令和 8（2026）年度 

「きて みて 感じて いいね！ とよかわ」をキャッチコピーとして、基本方針を「新たなラ

イフスタイルに対応した豊川観光イメージの創出・確立」・「観光産業の持続化・発展」・「誰もが安

全・安心・快適に観光ができる環境の整備」・「観光振興施策の推進に向けた体制構築」と定めていま

す。この 4つの基本方針において、神社仏閣・自然・景観・歴史・文化などを観光資源とした取組を

挙げています。 
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●豊川市環境基本計画 2020 

策定年月：令和 2（2020）年 3月 

計画期間：令和 2（2020）～令和 11（2029）年度 

目指す将来像を「環境行動都市 とよかわ～一人ひとりが環境にも人にも優しくできるまちを目

指して～」とし、環境目標 2「豊かな自然と共存するまち」を掲げています。特に山から海まである

本市の特性を鑑み取組方針⑤自然環境を保全するにおいて、水循環の保全を図ることや、取組方針

⑦自然とふれあいの場・機会を創出するとしています。 
   

●第 3 次豊川市都市計画マスタープラン 

策定年月：令和 3（2021）年 3月 

計画期間：令和 3（2021）～令和 12（2030）年度 

将来都市像に「歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能な都市(まち)」を定

め、都市づくりの 5つの目標のうち文化財に関連したものに、「多様な産業が集積、連携し、歴史・

文化を活かした多彩な交流が育まれる都市づくり」、「山並みや田園風景、海や川を守り、都市の個

性が輝き、地球環境にもやさしい都市づくり」を設定しています。 

分野別の方針「自然環境などの保全及び景観形成の方針」では「歴史・文化的な資源の保全と活

用」を掲げ、「市内各所に残る、地域固有の歴史的景観や伝統文化の保全・継承を進めます。特に本

市が誇る歴史的景観である御油のマツ並木や豊川稲荷周辺と門前町では、歴史性や風格を感じられ

る良好な景観形成を図ります」、「三河国分寺跡・三河国分尼寺跡史跡公園・三河国府跡の適切な保

全及び活用のための整備、これら歴史・文化的資源の連携強化や周知・PR などを進めます」として

います。 
   

●豊川市立地適正化計画 

策定年月：平成 29（2017）年 2月、令和 3（2021）年 3月改定 

計画期間：令和 3（2021）年度～令和 22（2040）年度 

都市の将来像を「歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能な都市
ま ち

」とし、4つ

のまちづくりの方針のうち活力とにぎわいの創出に向けた方針では「豊川らしさの発揮による活力

とにぎわいのあるまち」を掲げ、「歴史・文化資源などを活用した新たな交流の拡大」などを挙げて

います。 
   

●豊川市緑の基本計画 

策定年月：令和 3（2021）年 3月 

計画期間：令和 3（2021）～令和 12（2030）年度 

基本理念を「『うるおい』と『にぎわい』にあふれる 緑のまち とよかわ」とし、基本方針 1「守

る」～豊川らしい緑を守ります～において今日まで守り継がれてきた本市の特徴的な緑を、次世代

へ良好な状況で継承するために、適切な保全措置と維持管理により質を維持・向上させ、地域のシ

ンボルとなる歴史の緑を守ることを掲げています。 
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３．計画期間 

本計画の計画期間を令和 6（2024）年度から令和 15（2033）年度までの 10 年間に設定しま

す。ただし、改訂の必要が生じた場合は、令和 10（2028）年度に中間見直しを行います。 

なお、計画期間の変更、文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更、本計画の実施に支

障が生じるおそれのある変更をする場合は、改めて文化庁長官の認定を受けます。 

また、軽微な変更を行った場合は、当該変更の内容について愛知県及び文化庁へ情報提供し

ます。 

 

文化庁長官の認定を受ける変更 

・本計画期間の変更 

・市域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 

・本計画の実施に支障が生じるおそれのある変更 

 
 

表 序-1 計画期間 

令和６年度          令和 10 年度             令和 15 年度 

（2024）            （2028）               （2033） 

 
 

 

 

 

４．計画の進捗管理と自己評価の方法 

本計画に示した各種措置については、毎年度自己評価を実施し、計画の進捗状況の把握に努

めます。加えて、市文化財保護審議会での確認・評価を受け、PDCA サイクルによる業務改善

につなげ、必要に応じて本計画を変更します。 

 

（中間見直し） 
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５．用語の定義 

本計画でいう「歴史文化資源」とは、文化財保護法に「文化財」として規定される有形文化

財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の 6つの類型を基本とし、

土地に埋蔵される文化財（埋蔵文化財）や文化財を次世代へ継承する上で欠かせない文化財の

材料製作・修理などの伝統的な保存技術のほか、未指定（選定・登録）のものを含みます。ま

た、本市にとって重要であり、次世代に継承していくべき史話と伝承、明治以降の近代化遺産

なども「歴史文化資源」として位置付け、それら全体を広義の文化財として扱います。 

 

表 序-2 本計画で扱う歴史文化資源（広義の文化財） 

文
化
財 

有 形 文 化 財 建造物、美術工芸品（絵画、彫刻、工芸品、書籍・典籍、古文書、

考古資料、歴史資料） 

無 形 文 化 財 演劇、音楽伝統芸能（歌舞伎、文学、能楽など）、伝統工芸技術（染

織、漆芸など）、工芸技術など 

民 俗 文 化 財 有形の民俗文化財（無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家

屋など） 

無形の民俗文化財（風俗習慣、民俗芸能、民俗技術、生活文化など） 

記 念 物 遺跡（史跡）、名勝地、動物、植物、地質鉱物 

文 化 的 景 観 景観地（棚田、里山、用水路など） 

伝統的建造物群 宿場町、城下町、町並み、農漁村など 

そ
の
他 

文化財の保存技術 文化財を次世代へ継承する上で欠かせない文化財の材料製作・修理

などの伝統的な保存技術 

埋 蔵 文 化 財 土地に埋蔵されている文化財 

上 記 以 外 史話と伝承、近代化遺産など 

太字：文化財保護法に規定される 6 類型、文化財の保存技術及び埋蔵文化財には該当しないが、本計画では

歴史文化資源として扱うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定等文化財 

指定や登録を受けたもの 

未指定等文化財 

指定等はされていないものの、 

地域にとって重要なもの 

その他 

文化財保護法に定義のないもの 

史話と伝承、近代化遺産など 

本計画で扱う歴史文化資源（広義の文化財） 

文化財保護法で定義された文化財等 

図 序-２ 本計画で扱う文化財の概念図 
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６．ＳＤＧｓとの関係 

SDGs とは、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」の略であり、平成 27

（2015）年 9 月の国連サミットにおいて採択された国際社会の共通目標を指します。17 のゴー

ルと 169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」を基本理

念としています。 

採択から 8 年が経過した現在において、経済・社会・環境の三側面から統合的に取り組み、

持続可能な世界の実現を目指す SDGs が果たす役割はますます大きくなっています。そのため、

本計画においても 17 のゴールを関連づけることで、SDGs を一体的に推進します。 

本計画においては、SDGs の「4.質の高い教育をみんなに」、「6.安全な水とトイレを世界中に」、

「8.働きがいも経済成長も」、「11.住み続けられるまちづくりを」、「15.陸の豊かさも守ろう」、

「17.パートナーシップで目標を達成しよう」の 6 つのゴールを重視し、これらの達成も意識し

ながら取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保護法 （抜粋） 

第 2 条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

 一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が

国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を

形成している土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高

い歴史資料（以下「有形文化財」という。） 

 二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上

価値の高いもの（以下「無形文化財」という。） 

 三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれら

に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠く

ことのできないもの（以下「民俗文化財」という。） 

 四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上

価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術

上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自

生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我が国に

とって学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我

が国民の生活又は生業の理解に欠くことのできないもの（以下「文化的景観」という。） 

六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高

いもの（以下「伝統的建造物群」という。） 

図 序-3 SDGs の 17 のゴール 
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4.質の高い教育をみんなに 

本市に所在する豊富な文化財を通

じて地域の歴史を学ぶ、質の高い

教育振興を図ります。 

６.安全な水とトイレを世界中に 

文化財の保存活用を通じて、地域の

生態系の保護・回復を図ります。 

８.働きがいも経済成長も 

文化財の保存活用を通じて、地域

の文化振興と持続可能な観光振興

を図ります。 

11.住み続けられるまちづくりを 

文化財の保存活用を通じて、魅力あ

ふれる持続可能なまちづくりの形成

を図ります。 

15.陸の豊かさも守ろう 

文化財とともに周辺環境の整備な

どに努めることで、地域の自然環

境の保全を図ります。 

17.パートナーシップで目標を達成しよう 

市民・行政・所有者・関係団体・近

隣市などの主体間の協力・連携体制

を構築し、目標の達成を図ります。 

図 序-４ 本計画で位置付けるゴール  
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第１章 豊川市の概要 

 

第１章 

豊川市の概要 
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１．自然的・地理的環境 

(1)位置と沿革 

豊川市は、愛知県の行政区分上の東三河に属し、市域面積 161.14 ㎢で、北に岡崎市、東に新

城市、南に豊橋市、西に蒲郡市と接しています。このうち、岡崎市は西三河の行政区分に属し

ていることから、市域北側の市境は東西三河の境界線にあたります。市域南西部には海岸線が

あり、ここは三河湾の最奥部に位置しています。 

本市は昭和 14（1939）年の豊川海軍工廠の開廠を契機として、昭和 18（1943）年 6 月 1 日

に宝飯郡豊川町・牛久保町・国府町・八幡村が合併し、愛知県下 8 番目の市として市制施行し

ました。その後、昭和 30 年代に八名郡三上村と宝飯郡御油町、平成 18（2006）年から平成 22

（2010）年にかけて宝飯郡一宮町・音羽町・御津町・小坂井町との合併を経て現在に至ります。 

 

(2)地形 

標高 789mの本宮山は本市の最高峰で

あり、同時に最北端でもあります。この

本宮山から連なる尾根は北部山地と通

称され市域の北辺を形成していますが、

市域西部を流れる音羽
お と わ

川
がわ

を境に途切れ、

この川に沿う小規模な断層
だんそう

谷
こく

が狭小な

平坦部をもって岡崎市へ続きます。 

市の中央部には市域北東から南西へ

緩やかな傾斜をもつ台地が広がり、三河

湾に至る前に沖積地
ちゅうせきち

に一体化していき

ます。この台地下には豊川が形成した

氾濫
はんらん

原
げん

が広がり、豊橋平野の一角をなし

ています。 

豊川の流れは、山地から平野部に移る

と蛇行し、豊橋市との境界線となってい

ますが、過去の流路などの変動により一

部で左岸側にも市域があります。 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「国土数値情報」を基に作成 

図 1-2 豊川市の地形 

図 1-1 豊川市の位置 
国土交通省「国土数値情報」を基に作成 

▲本宮山 

三河湾 

 音羽川 

 豊川市役所  豊川 
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第１章 豊川市の概要 

(3)地質 

本市の地質は、豊川に沿って走る日本最長の断層帯である「中央構造線」によって二分され

ます。面積的には圧倒的に広い右岸側（内帯
ないたい

）は領家
りょうけ

変成岩類
へんせいがんるい

の珪
けい

質片
しつへん

麻岩
ま が ん

や砂質片
さしつへん

麻岩
ま が ん

から

なり、対する左岸側（外帯
がいたい

）は三波
さ ん ば

川
がわ

変成岩類の変
へん

輝
き

緑岩
りょくがん

などがみられます。 

 

 

 

 

 

 

出典：20 万分の 1 地質図幅「豊橋及び伊良湖岬」（牧本ほか,2004）を簡略化 

図 1-3 豊川市の地質 

 

(4)気候 

本市の気候は、太平洋岸式の気候区に属し夏は高温となりますが、冬は比較的暖かく、月別

平均気温では最高が 8 月の 28.8℃、最低が 1 月の 6.3℃となっています。年間の平均気温は

17.3℃で、温暖な気候と言えます。 

年間降雨量は 1,928 ㎜で、7 月が最も多くなっています。また、降雪はほとんどありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-4 豊川市の気候 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

降雨量（月積算） 47.1 50.4 147.4 153.6 196.5 154.5 436.9 247.6 206.8 168.5 65.6 53.5

平均気温 6.3 7.3 11.4 15.1 20.0 23.6 26.5 28.8 25.6 19.6 14.4 8.4
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出典：豊川市消防本部提供資料を基に作成 
 
 

 
 

図 1-4 豊川市の気候 
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(5)土地利用 

本市の土地利用状況は、市街地を取り巻くように良好な環境を有する山並みや田園風景、海

や川があり、市街地と自然環境が調和した魅力的な都市構造となっています。市域中央部には、

かつての豊川海軍工廠の跡地を活用した工業用地があり、それを取り囲む形で住宅用地、さら

に外側に農業用地が広がります。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

出典：「都市計画基礎調査」 
 

図 1-5 豊川市の土地利用状況（平成 30 年） 

 

 

本市の土地利用方針について

は、第 3 次豊川市都市計画マスタ

ープランにおいて、「現在の区域区

分を基本とし、無秩序な市街地の

拡大を抑制することにより、市街

地と自然環境や農業環境が調和し

た土地利用を図ること」としてい

ます。 

 

 

  

 

出典：「第 3 次豊川市都市計画マスタープラン」 

図 1-6 土地利用方針図 
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第１章 豊川市の概要 

(6)交通 

本市の主要道路として、近世の東海道に沿う国道 1 号、小坂井町で分岐して長野県へ通じる

近世の伊那街道に沿う国道 151 号のほか、三重県へ通じる国道 23 号があります。また、国道 1

号から御油町で分岐して静岡県へ通じ、近世の本坂通にあたる通称「姫街道」の名で親しまれ

ている主要地方道国府馬場線及び国道 362 号や豊橋平野をほぼ一周し、国道 1 号、国道 151 号、

東名高速道路豊川 IC、重要港湾三河港などを結ぶ主要地方道東三河環状線があります。 

高速道路は、昭和 44（1969）年に開通した東名高速道路が概ね市の中央を東西に貫通し、市

域には豊川 IC と音羽蒲郡 IC が設置されています。また、豊橋市と名古屋市を結ぶ国道 23 号

名豊
めいほう

道路には、小坂井御津 IC・豊川為
ため

当
とう

IC・金野
か ね の

IC（仮称）が設置され、令和 6（2024）年度

に予定される全線開通に大きな期待が寄せられています。 

鉄道では、JR 東海道本線が市の南西辺を、JR 飯田線が国道 151 号に沿うように市の南東辺

を通ります。名鉄名古屋本線は国道 1 号に沿うように市の西部を通り、その国府駅から分岐し

て豊川稲荷駅に至る名鉄豊川線は JR飯田線と名鉄名古屋本線をつなぐ役割を果たすとともに、

豊川稲荷（豊川町）への参拝アクセスにも大きく寄与しています。 

バス路線は、豊橋駅を起点として市の南側から中心部を経由します。豊川駅より新城方面へ

は JR 飯田線に沿う豊鉄バス経路を基本としています。また、ほかにも市コミュニティバスが

あり、交通結節点において市域の鉄道や豊鉄バスに接続しています。 

このように、本市は多様な交通体系が形成され、名古屋・東京・大阪といった大都市圏への

交通は至便であると言えます。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

出典：「国土数値情報」などを基に作成 

図 1-7 豊川市の交通体系 

豊川 IC 

音羽蒲郡 IC 

新東名高速道路（Ｅ１Ａ） 

東名高速道路（Ｅ１） 

豊川為当 IC 

金野 IC（仮称） 

JR東海道線 

小坂井 

御津 IC 

国道 362 号 

（姫街道） 

※未開通区間を含む 

国道 23号 

名豊道路 

 

（主）東三河環状線 
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２．社会的環境 

(1)人口動態 

令和 2（2020）年の国勢調査によると、本市の人口は 184,661 人で、前回調査から約 2,000

人増加しており、東三河の市町村では唯一の増加となっています。 

人口の構成では、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）の割合が低下傾向に

ある一方で、老年人口（65 歳以上）の割合が高まっており、少子高齢化が進行しています。 

人口増の要因は、転入が転出を上回る社会増によるもので、特に平成 24（2012）年以降は 10

年連続で増加しており、転入者の中には外国人も多く含まれます。これに対して出生と死亡の

自然増減では、出生者数が死亡者数を下回り自然減となっています。 

 

 

 

 

 

出典：「豊川市人口ビジョン（令和元年度改訂版）」 

図 1-8 年齢 3 階級別人口（実績値・推計値） 
 

   
             ※2012 年までは年度データ、2013 年以降は年次データ。 

2011 年までは日本人のみ、2012 年以降は外国人を含む。 
 

出典：RESAS「総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」再編加工」 

図 1-9 豊川市の自然増減と社会増減 
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第１章 豊川市の概要 

(2)産業別人口 

令和 2（2020）年の国勢調査が示す産業別の就業者数では、第 3 次産業への従事者数が 55.6%

と最も多く、次いで第 2 次産業が 37.4%、第 1 次産業が 4.9％となっています。経年の傾向で

は、第 1 次産業の就業者数は減少、第 2・3 次産業の就業者数は増加しています。 

 
 

 

 

 

 

                   ※カッコ内は総数に対する割合を示している。 
 

出典：令和 2 年 国勢調査 

図 1-10 産業別割合と就業者割合 

 

(3)農業 

渥美半島を含む東三河南部地域の農業は、豊川
とよがわ

用水
ようすい

の通水など、水利用の環境変化に伴う生

産性の向上により、急速に進展してきました。愛知県における農業産出額 1 位は田原市、2 位

は豊橋市で、豊川市は 3 位となっています。市域では大葉、いちご、トマト、スプレーマム、

バラなどの施設園芸が盛んで、特にバラの出荷量は国内 1 位を

誇ります。このほかにも、稲作、露地野菜、畜産などの多様な

農業がバランスよく行われています。しかし、農業従事者の高

齢化や後継者不足により農家数は減少傾向にあり、有害鳥獣の

被害も深刻化しているなど、農業を取りまく環境は厳しさを増

しています。 

 

 

 

 
 
 
 

                              出典：豊川市の統計 

図 1-12 農家数の推移  

 

 

 

平成12年
就業者数（人）

令和２年
就業者数（人）

20年間の
増減率（％）

第１次産業 5,531（5.9％） 4,701（4.9％） ▲ 15.0

第２次産業 34,593（37％） 36,129（37.4％） 4.4

第３次産業 50,262（53.7％） 53,731（55.6％） 6.9

分類不能 3,157（3.4％） 2,045（2.1％） ▲ 35.2

総数 93,543 96,606 3.3

製造業

30.8%

卸売業，小売業

12.9%
医療，福祉

11.5%

建設業

6.5%
農業，林業

4.8%

サービス業

（他に分類されないもの）

4.7%

運輸業，郵便業

4.5%

宿泊業，飲食サービス業

4.4%

教育，学習支援業

3.7%

生活関連サービス業，娯楽業

3.4%

学術研究，専門・技術サービス業

2.0%

金融業，保険業

1.5%

不動産業，物品賃貸業

1.1%

複合サービス事業

0.9%
情報通信業

0.9%

電気・ガス・熱供給・

水道業

0.4%

漁業

0.1%

鉱業，採石業，砂利採取業

0.0% 公務（他に分類され

るものを除く）

3.7%

分類不能の産業

2.1%

就業者総数

96,606人

図 1-11 バラ栽培の風景 
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(4)工業 

本市は、東京・名古屋・大阪の三大都市圏を繋ぐ高速道路や国道が通じ、交通アクセスも至

便であるため、原材料や製品の輸送が重要な工業にとって立地の好条件を満たしています。 

市域中央に位置する豊川海軍工廠跡地を利用した穂
ほ

ノ
の

原
はら

工業団地への工場進出は、昭和 32

（1957）年から始まり、以来、本市の工業の中心地となっています。また、内陸、臨海部とも

に工業団地が展開し、輸送機器・一般機器・電気機器を中心に生産されています。 
 

(5)商業 

商業の中心地として諏訪
す わ

地区と豊川稲荷周辺があり、諏訪地区には複合商業施設「プリオ・

プリオⅡ」を整備し、豊川稲荷周辺では魅力的な商店街づくりを行ってきました。また、豊川

商工会議所を始め、一宮・音羽・御津町・小坂井の各商工会の賑わい創出事業などにより、市

内各所で賑わい溢れるまちづくりに取り組んでいます。 

さらに、令和 5（2023）年 4 月には、名鉄豊川線の八幡駅が立地する八幡地区に東三河最大

級のイオンモール豊川が開業しています。 
 

(6)観光 

本市は鉄道や高速道路などの交通網に恵まれ、名古屋から 1 時間圏に立地しています。加え

て、原始から近代までの歴史文化資源や海・山・川のある自然環境と温暖な気候の中で、バラ

を始めとする豊富な農水産資源、四季折々の花や樹木を有し、多様な祭礼やイベントを楽しむ

ことができます。しかし、豊川稲荷以外の観光イメージが希薄と言え、初詣の時期に観光客が

集中する傾向があります。 

観光協会が平成 28（2016）年

度から取り組んでいる「とよかわ

ブランド」の認定事業は、本市の

優れた地域資源を抽出し、広く豊

川市そのものの価値を高め、産業

振興、観光推進と地域活性化を図

ることを目的とするものです。令

和 5（2023）年 3 月末現在、26

件が認定されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 1-13 豊川市の観光入込客数の推移 

※愛知県「観光レクリエーション利用者統計」 
平成 26（2014）年～令和 2（2020）年を基に作成 
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第１章 豊川市の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-14 

 

 

 

 

 

 

図 1-14 とよかわブランド一覧（令和 5 年 3 月末現在） 
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３．歴史的環境 

(1)原始 

旧石器・縄文・弥生時代 
 

本市における人々の営みは、今から 2万年以上前の旧石器時代にさかのぼることがわかっ

ています。この時代は全体を通して寒冷な気候で、海水面は現在よりも 100ｍほど低く、日

本列島とユーラシア大陸は陸でつながっていました。 

市域で旧石器時代の遺物が出土した遺跡は 10 箇所以上

を数え、これらの遺跡は本宮山に連なる北部山地の山麓に

広がる台地上に立地しています。生業
せいぎょう

の中心はニホンジカ

やイノシシといった陸上の獣類を対象とした狩猟であり、

駒場
こまんば

遺跡（平尾
ひ ら お

町）では狩りや肉の解体に用いるナイフ形

石器、槍の先に装着する尖頭器
せんとうき

、皮なめしに用いる掻器
そ う き

な

ど、様々な種類の石器が出土しています。また、駒場遺跡

の近くを流れる西古瀬川
さ い こ せ が わ

流域の台地上には旧石器時代の

石器が出土した遺跡がいくつか所在し、当時の人々の生活

域をうかがい知ることができます。 

寒冷な旧石器時代が過ぎ、気候の温暖化が進むと縄文時

代を迎えます。縄文時代は 1万 5千年から 2千 9百年前に

あたり、土器や弓矢の使用とともにムラを営む定住生活が

始まります。縄文時代早期にムラが営まれた天井
てんじょう

平
びら

遺跡

（東上
とうじょう

町）の発掘調査では、竪穴
たてあな

建物
たてもの

のほか、落とし穴

とみられる遺構
い こ う

も見つかっています。市域において縄文時

代の遺跡の状況が判明するのは縄文時代晩期に属するもの

が多く、大正 11（1922）年の発掘で多くの人骨が出土した

ことで知られる平井
ひ ら い

稲荷山
いなりやま

貝塚（平井町）や、弥生時代の初

めまで継続し多数の土器
ど き

棺
かん

墓
ぼ

（土器を棺として用いた墓）と

土偶
ど ぐ う

が出土した麻生
あ そ う

田
だ

大橋
おおばし

遺跡（大橋
おおはし

町）はその典型例で

す。 

次の弥生時代は水田稲作の開始を契機として始まります

が、市域で稲作が始められたのは約 2 千年前のことです。

弥生時代の遺跡は市域に多く確認し、しかも全時期に及び

ます。弥生時代前期の遺跡では三河地域や東日本に特徴的

な土器が多く出土し、西日本系の土器は限られることから、

東日本の影響を受けた地域であったようです。弥生時代中

期になると豊川右岸の沖積低地に集落が営まれるようにな

り、豊富な木製農具が出土した篠束
しのづか

遺跡（篠束町）では炭化
た ん か

図 1-15 駒場遺跡の石器製作イメージ 

（出典『歴史の風景－遺跡からのメッセージ－』） 

図 1-16 麻生田大橋遺跡の土偶 

図 1-17 伊奈銅鐸発見時の写真 
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第１章 豊川市の概要 

米
まい

（炭化した稲）が見つかっています。弥生時代後期にはムラごとの戦いが多くなり、市域の欠山
かけやま

遺跡（小坂井町）や山
やま

ノ
の

奥
おく

遺跡（大木
お お ぎ

町）では環濠
かんごう

と呼ばれる防御施設としての大きな溝が集

落を囲むように掘られています。 

弥生時代にはまつりに用いられた銅鐸
どうたく

という青銅器
せいどうき

があり、小型の「鳴らす銅鐸」から大型

の「見る銅鐸」へと時期により変化がみられます。市域ではこれまでに 8 点の銅鐸の出土があ

り、大正 13（1924）年に伊奈町で出土した伊奈銅鐸は 3点がまとまって出土し、現在は東京国

立博物館に収蔵されています。 

 

古墳時代 

3 世紀中頃になると現在の奈良県に大型の

前方後円墳が築造されるようになり、古墳時代

が始まります。前方後円墳自体は 6 世紀後半に

は造られなくなりますが、円墳や方墳の築造が

終わる７世紀末ころまでを古墳時代といいま

す。市域の古墳は一宮地区を中心に分布し、そ

の総数は既に滅失したものを含めると 430 基

以上ありますが、その中でもほかと隔絶する規

模を有するのは船山第１号墳（八幡町）です。

船山第 1 号墳は 5 世紀後半に築造された前方

後円墳で全長は約 95ｍを測り、市域にとどま

らず三河地域でも最大級の前方後円墳に位置

付けられます。 

市域において 30ｍ程度の規模の墳丘を持つ

古墳はいくつかみられますが、圧倒的多数を占

めるのは古墳時代後期から終末期に築造され

た径 10ｍ前後の小規模な古墳で、総数は 300

基以上にのぼります。これらはいくつかのまと

まりとして群集墳
ぐんしゅうふん

を形成していますが、多く

の古墳が造られた背景には死者を埋葬する行

為の普及が考えられます。市域の群集墳は本宮

山麓の緩やかな斜面やそれに続く扇状地
せんじょうち

に多く造られ、豊川左岸の旗頭山
はたがしらやま

（金沢
かなざわ

町）には同時

期の群集墳で県内において東三河に限って分布する積
つみ

石塚
いしづか

古墳（石を積み上げて造られた古墳）の

旗頭山尾根古墳群があります。このほか、市域には三河湾を臨む丘陵や段丘上にもいくつかの

古墳が築造されています。そして、これら市域の古墳の発掘調査ではヤマト王権や東海地域、

さらには朝鮮半島といった様々な地域との交流を物語る遺構や遺物
い ぶ つ

が見つかっています。 

 

 

 

図 1-18 船山第 1 号墳前方部調査写真 

図 1-19 豊川流域の主要古墳などの分布 

（出典『愛知県史通史編 1 原始・古代』） 
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(2)古代 

飛鳥時代 

古墳時代終末期の 6 世紀末から和銅
わ ど う

3（710）年の平城京遷都までを飛鳥時代といいます。こ

の頃の市域の状況に関する史料は限られますが、国 造
くにのみやつこ

（地方の統治を担った豪族）を中心とした

地方統治体制においては「穂
ほの

国 造
くにみのやつこ

」が存在したと考えられ、また後の宝飯郡は奈良時代の直

前には「穂評
ほのこほり

」と称される時期があったことが都のあ

った飛鳥の遺跡で出土した木簡
もっかん

から判明しています。 

大宝
たいほう

2（702）年には持
じ

統
とう

太上
だじょう

天皇が三河行幸
ぎょうこう

に際し

て市域に滞在したとされ、これに随行した歌人の歌に詠

まれた「引
ひく

馬野
ま の

」・「安礼
あ れ

の崎
さき

」・「二見
ふたみの

道
みち

」の名称は現在

の市域に属する可能性が高いと考えられています。ま

た、この行幸に関連する持統太上天皇ゆかりの伝承地と

して、持統上皇行
あん

在所
ざいしょ

伝承地（御津町下
しも

佐脇
さ わ き

）がありま

す。 

 

奈良時代 

和銅 3（710）年の平城京遷都を契機に奈良時代を迎

えます。当時の日本は、大宝元（701）年に制定された

法体系である大宝
たいほう

律令
りつりょう

に基づき天皇を中心とした政治

体制を確立させますが、その過程で全国を国・郡・里（郷
ごう

）

という行政単位に分け、それぞれに役人を置いて地方を

管理しました。国々には地方行政を執り行う機関として

国府が整備され、国司と呼ばれる役人が中央から派遣さ

れました。本市が属した三河国の国府は従来、所在地が

定まっていませんでしたが、近年の白鳥
しろとり

遺跡における継

続的な発掘調査の結果、総社
そうしゃ

（白鳥町）周辺に平安時代

前半に存続した国庁
こくちょう

の存在が明らかとなりました。ま

た、総社周辺では奈良時代の国庁の存在を示唆する

羊形
ひつじがた

硯
すずり

などの様々な遺物も見つかっています。 

天平 13（741）年の聖武天皇の発願
ほつがん

により、各国に国

分寺・国分尼寺が建てられました。三河国の国分寺・国

分尼寺は国府に近い現在の八幡町に建てられことで、

本市は三河国の政治・経済・文化・宗教の中心となり

ました。 

図 1-20 持統上皇行在所伝承地 

図 1-21 白鳥遺跡出土の羊形硯 

図 1-22 史跡三河国分尼寺跡 
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第１章 豊川市の概要 

ところで、現在の市域は奈良時代から平安時代の国府所在郡であった宝飯郡の領域に多くが

重なります。市域の地名で現在でも続く

とみられるものは平城 宮
へいじょうきゅう

などから出土

した木簡により判明する例もあり、市の

名称の由来である「豊川」のほか、「宮道」、

「篠束」、「望
も

理
り

（森）」という郷名も確認

できます。また、奈良時代にはわが国最

初の私設の公開図書館「芸亭
うんてい

」を設けた

石上宅嗣
いそのかみのやかつぐ

や、漢詩集「懐風
かいふう

藻
そう

」の編者と

目される淡
おう

海
みの

三船
み ふ ね

などの文人国司が三河
み か わ

守
のかみ

としてこの地に赴任していました。 

 

 
 

平安時代 

延暦
えんりゃく

13（794）年の平安京遷都を迎え平安時代に入ります。奈良時代に設置された三河国府

や国分寺・国分尼寺は平安時代中頃には廃絶し、律令制に基づく地方統治制度が徐々に機能し

なくなりました。 

平安時代の市域に関する事柄は正史
せ い し

にはほとんど記載がありませんが、歌枕や説話集から当

時のようすをうかがうことができます。例えば、「宮路山
みやじさん

」や「しかすがの渡
わたり

」は歌枕として知

られ、『今昔
こんじゃく

物語 集
ものがたりしゅう

』には犬頭
けんとう

神社（千両
ち ぎ り

町）を思わせ

る犬頭糸や菟足神社の風
かざ

祭
まつ

り（小坂井町）の説話が掲載

されています。このほか、『今昔物語集』には三河国司で

あった大江
おおえの

定基
さだもと

に関する記述もあり、後世に様々な脚色

が加えられ、市内の赤坂町や財賀
ざ い か

町には愛妾
あいしょう

「力
りき

寿
じゅ

」と

ともに語り継がれる伝承が複数残ります。 

平安時代前半に編さんされた『延喜式
えんぎしき

』に掲載された

神社を式内社
しきないしゃ

と呼び、市域で御津神社・菟
う

足
たり

神社・砥
と

鹿
が

神社の 3 社の名をみることができます。このうち、砥鹿

神社については三河国内で筆頭格の扱いを受けており、

千年以上前からこの地域の中心的な神社であったと言

えます。 

また、鎌倉時代以降に山岳寺院として隆盛を極める

財賀寺
ざ い か じ

（財賀町）が、平安時代にはすでに開山していた

ことが出土した土器や伝世された仏像からわかります。 

 

 

 

図 1-23 宝飯郡内の郷名（蒲郡市域も含む） 

（出典『小坂井町史通史編』） 

図 1-25 砥鹿神社の里宮 

図 1-24 しかすがの渡（柏木浜） 
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(3)中世 

鎌倉時代 

源平の争乱を経て鎌倉幕府が成立し、国内には京と鎌倉の 2 つの拠点ができたことで双方の

往来が活発になりました。源頼朝は上洛
じょうらく

からの帰路において宮路に一泊し、承 久
じょうきゅう

の乱では「音

羽川」での戦いが起きるなど、市域は多様な人々が通過する場所となりました。その中には紀

行文を残した人物も多く、赤坂（赤坂町）や豊川（豊川町）が宿として利用されていたことや、

豊川の渡河地点が時代によって変わっていたことなどがわかります。 

源頼朝は諸国に守護を置き、三河国の初代守護は安達
あ だ ち

盛
もり

長
なが

が務めています。盛長が建立した

寺の１つが財賀寺観音堂であるとされ、史料上でも財賀寺の名は嘉
か

禄
ろく

元（1225）年には確認で

きます。また、中世の史料によると財賀寺には西谷・東谷と呼ばれる山内
さんない

組織
そ し き

があり、多数の

坊院群
ぼういんぐん

を擁していたことが知られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室町時代 

三河守護の足利尊氏が後醍醐天皇方と敵対し、市

域の八幡宮（八幡町）周辺でも戦いがありました。尊

氏は、室町幕府を樹立すると引き続き守護に地方の

統轄を行わせました。三河の守護は足利一門が務め、

中でも一色
いっしき

氏は範光
のりみつ

・詮
あき

範
のり

・満範
みつのり

・義
よし

範
のり

（義貫）の 4

代 60 年間在任し、御津神社や菟足神社の造営にも関

与しています。義範が将軍足利義教
よしのり

の命で殺される

と、細川
ほそかわ

持
もち

常
つね

が三河守護となり、甥の成之
しげゆき

が後を継ぎ

ました。 

市域での鎌倉新仏教の浸透は、室町時代になってからでした。後の大恩寺
だいおんじ

（御津町広
ひろ

石
いし

）と

なる浄土宗鎮西派
ちんぜいは

の大運寺
だいうんじ

が了
りょう

暁
ぎょう

によって開かれたのは、文明
ぶんめい

11（1479）年です。また、曹

洞宗の地方拠点として嘉
か

吉
きつ

元（1441）年に東海
とうかい

義
ぎ

易
えき

が円
えん

福山
ぷくざん

妙
みょう

厳寺
ご ん じ

を開創しています。 

 

 

図 1-26 中世東海道のルートと宿駅 

（出典『新編豊川市史 第１巻』） 

図 1-27 財賀寺仁王門 

図 1-28 八幡宮本殿 
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第１章 豊川市の概要 

戦国時代 

市域周辺では牧野
ま き の

城・瀬
せ

木
ぎ

城・今橋
いまはし

城・牛久保城を築

きながら豊川流域に足場を広げた牧野氏、伊奈城を本拠

地とした本田（多）氏、長沢
ながさわ

を抑えた松平
まつだいら

氏などが台頭

しましたが、やがて今川氏に従い市域は今川氏の支配下

に入りました。そのような中、牛久保に拠点を構えた牧

野氏は領地内の社寺を庇護
ひ ご

し、鋳物師
い も じ

などの商工業を保

護しました。 

しかし、永
えい

禄
ろく

3（1560）年桶
おけ

狭間
は ざ ま

の戦いで今川義元が

討死すると松平元
もと

康
やす

（家康
いえやす

）の東三河への侵攻が始まり

ます。最後まで今川方として戦った牧野成定
なりさだ

が永禄 9

（1566）年に臣従
しんじゅう

したことにより、家康の三河統一が

完了しました。 

三河を領した家康は吉田城に酒井
さ か い

忠次
ただつぐ

を入れ、東三河

の支配に当たらせました。永禄 10（1567）年、忠次が

豊川右岸の干害対策として橋尾
は し お

村（橋尾町）から取水す

る用水路を整備したことが松原
まつばら

用水の起源といわれて

います。 

 

 

安土桃山時代 

家康が関東に移封
い ほ う

されると、市域は豊臣
とよとみ

家臣の吉田

城主池田
い け だ

照
てる

政
まさ

（輝
てる

政
まさ

）の領地となりました。 

照政は、領域の豊川沿いの低地における水害の影響

を抑えるために、不連続堤防である霞堤（鎧堤）を築い

たとされています。 

 

 

  
図 1-31 霞堤（鎧堤） 

図 1-29 伊奈城趾公園 

図 1-30 牛久保城下の古図 
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(4)近世 

江戸時代 

慶長
けいちょう

5（1600）年の関ヶ原
せきがはら

の戦いを制した徳川家康は、翌年から全国支配のために五街道に

宿場を設け、街道沿いには一里塚や並木の整備を命じました。市域を貫通する東海道には、近

接した位置に御油・赤坂宿が設けられ、両宿場間に松並木（天然記念物御油のマツ並木）が整

備されました。江戸時代後期になると、人や物の往来が盛んになり、古代から東海道の脇
わき

往還
おうかん

として利用されていた御油の追分
おいわけ

から嵩山
す せ

（豊橋市）を経て見付
み つ け

（静岡県磐田市）に至る本坂

通（姫街道）が東海道の付属街道として幕府の管理となりました。そのほかにもこれらの街道

と交差して、海と内陸を結ぶ幾筋もの道がありました。江戸時代の終わり頃には秋葉山
あきはさん

・鳳来
ほうらい

寺山
じ さ ん

・豊川稲荷（妙厳寺）へ向かう庶民の参詣の道としても使われるようになりました。市域

を通る数々の道は近隣のマチやムラ、さらにその先へとつながり、人の交流は文化を育み、物

流が富をもたらしました。現在行われている祭礼行事の形式には、この頃に定着したものが多

くあります。 

また、豊川の舟運
しゅううん

も幕府の管轄下に置かれ、川を上下する船荷
ふ な に

に課税するための東上分
とうじょうぶ

一番所
いちばんしょ

（東上町）が置かれ、御馬
お ん ま

湊
みなと

（御津町御馬）は幕府の三河五箇
ご か

湊
みなと

の１つとして陸路や舟

運で運ばれてきた年貢米などの積み出し湊となりました。 

江戸時代の市域は大名領国地域とは異なり、複数の中・小規模の譜代大名や旗本の領地と幕

府領が入り組んだ非領国地域となっていました。東三河の幕府領を治めた代官所は当初牛久保

と長沢に置かれましたが、天和
て ん な

2（1682）年に赤坂に移転し、赤坂代官が三河国内の幕府領の大

半を支配するようになりました。その後、幕府領の再編にともない寛政
かんせい

12（1800）年には遠江
とおとうみ

中泉
なかいずみ

代官所（磐田市）配下の赤坂出張陣屋となり、幕末まで存続しました。 

 

 

 

 

 

 

 
                              

図 1-32 御油のマツ並木 図 1-33 御油の追分 
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第１章 豊川市の概要 

(5)近代 

明治・大正 

明治維新を迎え、市域は三河県、伊那県（一部豊橋県・静岡県）、額田
ぬ か た

県を経て愛知県に編入

され、宝飯郡の役所は御油村に設けられました。明治 5（1872）年に学制が発布され教育の制

度が整えられると、明治 14（1881）年には全国的にも先駆となる郡立宝飯中学校が国府村に設

立されました。 

交通面では、東海道線の新橋から神戸間の開通に伴い明治 21 年（1888）に御油停車場（愛知

御津駅）が開業し、明治 30（1897）年には吉田（豊橋駅）から一ノ宮（三河一宮駅）間に豊川

鉄道（JR 飯田線）が、大正 15（1926）年には愛知電気鉄道（名古屋鉄道）の東岡崎から小坂

井（伊奈駅）間が開通しました。鉄道の開通は、多くの人々の移動を促し、御油海岸（御津町御

馬）は海水浴避暑地として知られ、豊川稲荷の参詣者も増加しました。 

明治 22（1889）年の町村制に伴う大規模な合併を経て、市域は 25 の村となりました。その

後、合併を繰り返し、明治 39（1906）年には 5 町 11 村、大正時代には 6 町 9 村と変遷しまし

た。 

従来から市域の産業は、農業が主であり、その中心に行われていたのは米麦作でしたが、政

府の殖産
しょくさん

興業
こうぎょう

などにより、養蚕
ようさん

や海苔
の り

養殖が行われるようになりました。 
  

昭和（戦前） 

明治 41（1908）年に建設工事の始まった豊川稲荷大本殿が昭和 5（1930）年に完成すると、

門前町は以前にも増して参詣客で賑わうようになりましたが、翌年には満州事変が勃発し、戦

争が影を落とし始めました。昭和 14（1939）年 12 月には、東洋一の軍需工場といわれた豊川

海軍工廠が本野ヶ原に開廠し、それに伴う道路や鉄道、水道などのインフラ整備が急速に進め

られました。昭和 18（1943）年 6 月には、軍主導のもと豊川町・牛久保町・国府町・八幡村の

三町一村が合併し、愛知県下 8 番目の市として豊川市が誕生しました。 

豊川海軍工廠の敷地は約 200ha にも及び、最盛期に

は職員・工員・徴用工員・動員学徒を合わせ 5 万人以

上が勤務する規模へ成長したため、人口も市制施行時

の 7 万 4 千人から 9 万 2 千人へと急増しました。しか

し、昭和 20（1945）年 8 月 7 日、豊川海軍工廠は米

軍の攻撃を受け多くの犠牲者を出し、ほどなく終戦を

迎えることになりました。 

 

 

 

 

 

 

図 1-34 豊川海軍工廠の開廠式 
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(6)現代 

昭和（戦後） 

豊川海軍工廠の建設によって誕生した豊川市は、戦後著しく人口が減少し、しばらくの間は

財政再建団体に指定され、愛知県の管理下に置かれました。工廠外に建設されていた工場や寮

などの関連施設が残されていたことから市役所・学校・病院・引き揚げ者の住宅などへ転用さ

れました。このことにより、諏訪地区に新たな公共空間と居住空間が形成され、豊川市の中心

地として発展することになります。 

広大な工廠跡地については、昭和 30 年代になってようやく民間企業への分割払下げが進む

とともに新たな工業団地の造成も行われ、本市は工業都市へと変貌していきます。また、工業

都市への背景として東名高速道路の開通と豊川 IC の開設もありました。 

昭和 28（1953）年の 13 号台風や昭和 34（1959）年の伊勢湾台風の被害により特に御津地区

の沿岸部は甚大な被害を受け、三河湾には頑丈な護岸堤防が構築され、海水浴場としての御馬

海岸の景観は変わってしまいました。また、豊川の水害対策として昭和 42（1967）年に豊川放

水路が建設されました。この水利用の環境変化は周辺地区の施設園芸化が進むきっかけとなり

ました。そして、昭和 43（1968）年の豊川用水の通水は渥美半島の農業を大いに発展させ、東

三河地域を全国有数の農業地帯へと変えていきました。 

 

平成・令和 

平成 18（2006）年 2 月に一宮町、平成 20（2008）年１月に音羽町・御津町、平成 22（2010）

年 2 月に小坂井町と合併し、面積 161.14 ㎢、人口 182,512 人の新豊川市が誕生しました。古

代から交通の要衝であった本市域には、国道 1 号が東西を貫き、東名高速道路の 2 つの IC、JR

の 2 路線と名古屋鉄道の 2 路線に 19 の駅があり、それぞれの地区からの首都圏などへのアク

セスも良好です。令和 6（2024）年度には豊橋市と名古屋市を結ぶ国道 23 号名豊道路が完成

し、3 箇所の IC が設置されます。 

このように、本市は交通至便な地域として現在も発展を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-36 上空からみた現在の豊川市 図 1-35 豊川放水路 
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１．指定等文化財の概要 

(1)指定文化財・登録文化財 

本市には令和 6（2024）年 3 月時点で 260 件の指定文化財があり、その内訳は国指定 16 件、

県指定 32 件、市指定 212 件です。種別としては有形文化財 161 件、民俗文化財 27 件、記念物

72 件で、無形文化財、文化的景観、伝統的建造物群の指定（選定）はありません。 

指定文化財の傾向として、三河国分寺跡・国分尼寺跡といった古代の三河国に関する遺跡、戦国

時代に市域で勢力を伸ばした牧野氏や、そこに東西から侵攻してきた今川氏・松平氏にゆかりのあ

る社寺や文書、近世の東海道を始めとした交通の要衝に関連する歴史資料などが多く挙げられます。

近代では豊川市の市制施行の契機となった豊川海軍工廠に関わる遺跡もあります。 

登録文化財には、国登録有形文化財（建造物）が 17 件あります。なお、愛知県では令和 5

（2023）年 3 月に県文化財登録制度を始めていますが、本市ではまだ登録がありません。 

市域には各種別の文化財が広く所在し、中学校区ごとに代表的な文化財を挙げると、東部中

校区には豊川稲荷（妙厳寺）や三
さん

明寺
みょうじ

（豊川町）、南部中校区には牧野氏に関わる文化財、中部

中校区には三河国府跡に関わる文化財や財賀寺、西部中校区には御油のマツ並木、音羽中校区

には大橋屋（旧旅籠鯉屋）、小坂井中校区には菟足神社、御津中校区には大恩寺や御津神社、一

宮中校区には砥鹿神社があり、市域中心部の金屋・代田・中部中校区には豊川市誕生の契機と

なった豊川海軍工廠の跡地があります。 

 

 

種別 国指定 県指定 市指定 国登録 合計 

有形文化財 

建造物 4 3 7 17 31 

美

術

工

芸

品 

絵画 1 3 18 0 22 

彫刻 3 8 26 0 37 

工芸品 2 3 24 0 29 

書跡・典籍 1 0 38 0 39 

古文書 0 0 0 0 0 

考古資料 0 5 1 0 6 

歴史資料 0 0 14 0 14 

小計 11 22 128 17 178 

無形文化財 0 0 0 0 0 

民俗文化財 

有形の民俗文化財 0 2 10 0 12 

無形の民俗文化財 0 3 12 0 15 

小計 0 5 22 0 27 

記念物 

遺跡 3 2 35 0 40 

名勝地 0 0 1 0 1 

動物・植物・地質鉱物 2 3 26 0 31 

小計 5 5 62 0 72 

文化的景観（選定） 0 － － － 0 

伝統的建造物群（選定） 0 － － － 0 

合計 16 32 212 17 277 

表 2-1 指定等文化財一覧 （令和 6 年 3 月 31 日現在） 
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第 2 章 豊川市の文化財の概要と特徴 

市指定文化財は 212 件ありますが、平成の合併前の旧 1 市 4 町における各市町の基準で指定

したものを基本的に引き継いでいるため、地域的な偏りや種別の区分が不統一となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 豊川市内の指定文化財の分布状況 

 

(2)その他の設定・認定・登録された文化財 

市域には、その他の設定・認定・登録された文化財が 5 件あります。財賀寺の境内林は、平

成 29（2017）年度に文化庁の「ふるさと文化財の森」に設定され、境内に広がるヒノキが伝統

的な屋根工法である檜皮
ひ わ だ

葺
ぶ

きの原料（檜皮）に供されます。 

豊川の利水として近世以降に敷設された松原用水と牟
む

呂
ろ

用水は、国際かんがい排水委員会

（ICID）が設定した世界かんがい施設遺産に平成 29（2017）年度に登録され、新東工業の鋳造

用砂型の造形機械が日本機械学会の機械遺産に認定されています。イチビキ株式会社第一工場

（御油町）において今でも味噌醸造に使われている丈
じょう

三桶
さんおけ

が令和 2（2020）年度に産業遺産学

会の推薦産業遺産に、豊川の治水対策のため昭和 40（1965）年に建設された豊川
とよがわ

放
ほう

水路
す い ろ

が令和

4（2022）年度に土木学会の選奨土木遺産に認定されています。 

そのほか、平成 19（2007）年度に「美しい愛知づくり景観資源 600 選」として、三河国分尼

寺跡史跡公園を始め 10 箇所が指定されています。 
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(3)未指定文化財等 

旧市町史誌や既存の文化財関連調査、そして市民を対象に実施したアンケート調査などを踏

まえ、398 件の未指定文化財等を把握することができました。本市における未指定文化財の種

別は、有形文化財 153 件、無形文化財 1 件、民俗文化財 30 件、記念物 156 件、文化的景観 9

件で、伝統的建造物群 2 件、文化財保存技術 2 件があり、そのほか、市独自の設定による歴史

文化資源として史話と伝承 20 件、近代化遺産 25 件があります。近代遺産については、文化財

指定時において、その価値に応じた文化財保護法に規定する類型を検討します。 

表２-２ 未指定文化財等一覧 

  種別 件数 

有形文化財 

建造物 56 

美

術

工

芸

品 

絵画 6 

彫刻 13 

工芸品 15 

書跡・典籍 1 

古文書 23 

考古資料 13 

歴史資料 26 

小計 153 

無形文化財 1 

民俗文化財 

有形の民俗文化財 16 

無形の民俗文化財 16 

小計 32 

記念物 

遺跡 68 

名勝地 0 

動物・植物・地質鉱物 88 

小計 156 

文化的景観 9 

伝統的建造物群 2 

その他 

（市独自の設定） 

文化財の保存技術 0 

史話と伝承 20 

近代化遺産 25 

小計 45 

合計 398 

図 2-2 財賀寺境内林 図 2-3 イチビキ株式会社の丈三桶 
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第 2 章 豊川市の文化財の概要と特徴 

２．指定等文化財の特徴 

市域に所在する文化財について、未指定文化財も含めて文化財類型に沿って特徴をまとめる

と以下のとおりになります。 

 

(1)有形文化財 

 建造物  

指定文化財等は、31 件です。主に中世から近世までの社寺

建築が占めています。 

社寺建築では、今川氏・牧野氏に関わる三明寺三重塔（国

指定）・八幡宮本殿（国指定・八幡町）、当地域の大工が関わ

った三明寺本堂（県指定）や星野
ほ し の

神社本殿（市指定・平尾町）

があります。そのほかには、保存復元工事を経て公開活用し

ている市指定の大橋屋（旧旅籠鯉屋）を始めとした街道沿い

の町屋や農家住宅、豊川海軍工廠近く（諏訪西町）から移築

された空襲被害を伝える砥鹿神社西参道石鳥居（一宮町）が

あります。 

未指定文化財には、江戸時代に建築された社寺建築、街道

景観に寄与し江戸時代から大正までに建てられた民家、神社

の鳥居、街道の道標、産業や交通運輸に関わる近代化遺産など

があります。 

 
 

 美術工芸品 絵画  

指定文化財は、22 件です。寺院が所有する中世の仏教に関

わる絵画が大半を占め、大恩寺の絹本著
けんぽんちょ

色
しょく

王宮
おうきゅう

曼荼羅図
ま ん だ ら ず

（国

指定）など、それらの多くは市域の支配に関わる有力者から

の寄進と伝えられています。そのほかには、正法寺
しょうぼうじ

（赤坂町）

の豊臣秀
ひで

次
つぐ

事件を題材とした関白
かんぱく

草紙
そ う し

（市指定）や在原業平
ありわらのなりひら

を釈迦
し ゃ か

に見立てた業平涅槃図
ね は ん ず

（市指定）、幕末から明治に当地

で活躍した狩野
か の う

派の絵師加藤元
かとうげん

白
ぱく

による東光寺
とうこうじ

（橋尾町）の

絵画（市指定）があります。 

未指定文化財には、社寺に残されている江戸時代の牧野氏

や今川氏に関わるものと、長崎で南蘋
なんびん

派の画法を学んだ太田
お お た

山陰
さんいん

の作品などがあります。 

 

 

 

 

図 2-5 絹本著色王宮曼荼羅図 

図 2-4 三明寺三重塔 
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 美術工芸品 彫刻  

指定文化財は、37 件です。寺院が所有する仏像彫刻と肖像彫刻、神社所有の狛犬・面があり、

そのほとんどが平安時代から室町時代に製作されています。このうち、長福寺
ちょうふくじ

（赤坂町）や財

賀寺には大江定基にまつわる仏像も伝えられています。 

未指定文化財には、社寺に残る江戸時代の仏像彫刻・狛犬・面、そのほかに大江定基の自作

と伝えられる肖像彫刻や松永寺
しょうえいじ

（市田町）の鳥居
と り い

強
す

右
ね

衛門
え も ん

磔
はりつけ

木像
もくぞう

などがあります。 

 
 

 美術工芸品 工芸品  

指定文化財は、29 件です。平安時代初期に鋳造された国分寺（八幡町）に伝わる銅
どう

鐘
しょう

（国指

定）は、古代の三河国分寺または国分尼寺で使用されていました。このほかには、室町時代の

仏教にまつわる僧侶の袈裟
け さ

や柱
しゅ

（拄）杖
じょう

、神社の祭礼道具があります。 

未指定文化財には、社寺に残る中世から近世の懸仏
かけぼとけ

などの金工品があります。銅鐘や鰐
わに

口
ぐち

と

いった金工品
きんこうひん

の多くは中世から近世にかけて当地域で活躍した牛久保鋳物師
い も じ

によるものです。

牛久保周辺における鋳物師の定着は「金屋村」、「鍛冶
か じ

村」の地名からも確認できます。金屋の

中尾家は、江戸時代中期以降は三河釜とよばれた鍋釜の製造元「ナカオ」として西日本一帯で

有名になりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

美術工芸品 書跡・典籍・古文書  

指定文化財は、39 件です。菟足神社の大般若経
だいはんにゃきょう

（国指定）を始めとした仏教に関わる経典の

ほか、社寺に伝わる今川氏や牧野氏などの戦国時代の領主による安堵状
あんどじょう

や寄進状
きしんじょう

、江戸時代の

御馬湊の廻
かい

船
せん

問屋
ど ん や

渡邊
わたなべ

富
とみ

秋
あき

の著作物や社寺文書があります。なお、市指定の中には古文書に分

類できる文化財もありますが、本市では書跡・典籍として指定しています。 

未指定文化財には、愛知県史や旧市町史誌編さんのための調査によって目録化された社寺や

地域で所有する近世文書のほか、旧家所蔵の文書があります。 

 

 

 

図 2-6 熊野神社の木造狛犬 図 2-7 菟足神社の梵鐘 
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第 2 章 豊川市の文化財の概要と特徴 

 考古資料  

指定文化財は、6 件です。神社や個人で所有する銅鐸のほか、県指定の炭焼
すみやき

平
びら

14 号墳出土の

鳥鈕
とりちゅう

蓋付
ふたつき

台付
だいつき

壺
つぼ

など、古墳などから出土し、本市が所蔵する遺物があります。 

未指定文化財には、本市で発掘調査の対象としてきた旧石器時代から戦国時代までの出土遺

物があります。その中でも、奈良時代から平安時代にかけての三河国府跡、三河国分寺跡・国

分尼寺跡に関係した出土遺物は本市を特徴付ける考古資料と言え、羊形硯や緑釉
りょくゆう

陶製印
とうせいいん

などの

全国的にも貴重なものがあります。 

 
 

 歴史資料  

指定文化財は、14 件です。神社へ奉納された近世の絵馬、地域や個人所有の日記や祭礼の記

録があります。 

未指定文化財には、近世の社寺棟
むな

札
ふだ

や絵馬、村絵図があり、近代の資料としては産業遺産の

ほかに豊川海軍工廠や戦争に関する資料があります。 

 

(2)無形文化財 

無形文化財の指定はありません。 

未指定文化財には、菟足神社の風祭りで売られている縁起物の風車
かざぐるま

の作製者がいます。 

 

  

図 2-8 菟足神社の大般若経 図 2-9 炭焼平 14 号墳出土の鳥鈕蓋付台付壺 

図 2-10 三河国府跡出土緑釉陶製印 図 2-11 菟足神社の風車 
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(3)民俗文化財  

有形の民俗文化財  

指定文化財は、12 件です。近世を中心とした祭礼

に関する道具、農作物を害獣から守る長沢「フロノ

下」の猪
しし

垣
がき

（市指定）があります。 

未指定文化財には、近世から近代の市域の人々の

営みを伝える三河湾沿岸での漁業や海苔養殖に関す

る道具、養蚕に関する道具や東海道を始めとした街

道沿いの常夜灯
じょうやとう

や道標などがあります。 

 

 無形の民俗文化財  

指定文化財は、15 件です。砥鹿神社の神事や稲作に関わる田祭りなどの祭礼行事、牧野氏に

関わる牛久保の若葉
わ か ば

祭
さい

（県指定）、大江定基の伝承につながる菟足神社の風祭り（市指定）、地

域住民による地歌舞伎のほか、村同士の諍
いさか

いの和解

を祝した躍山 境
おどりやまさかい

おどり（市指定）があります。これ

ら祭礼行事はそれぞれの地域の生活・文化と密接に

関わり、地域住民の心の拠り所として継承されてき

ました。 

未指定文化財には、東三河から遠州地域で盛んに

行われている手
て

筒
づつ

花火
は な び

や豊川流域で独自に発達した

笹踊
ささおど

り、街道沿いで行われる山車
だ し

を伴う祭礼行事、赤

坂の舞台の公演に合わせて客席として設置する小屋

掛けなどがあります。 

 

(4)記念物 

 遺跡  

指定文化財は、40 件です。貝塚や古墳、三河国分寺・国分尼寺跡、三河国府跡といった古代

の官衙・寺院遺跡、交通の要衝に築かれた戦国時代の城跡のほか、豊川海軍工廠跡に関する戦

争遺跡、伝承地などがあります。 

未指定文化財には、縄文時代の集落遺跡から戦国時代の城跡などの埋蔵文化財包蔵地、戦争

遺跡、代官の墓、記念碑などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 長沢「フロノ下」の猪垣 

図 2-13 牛久保の若葉祭 

図 2-14 御津の船山古墳 図 2-15 一宮砦跡 
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第 2 章 豊川市の文化財の概要と特徴 

 
 名勝地  

指定文化財は、1 件です。牛
うし

の滝
たき

とその付近の自然（市指定）は、新城市との境界をなす境川

にある滝で、周辺にはシダ類を始め暖地林の自然植生が保たれています。 

未指定文化財には、平安時代の和歌に詠まれ、現在でも紅葉の名所として多くの登山客が訪

れる宮路山があります。 

 

 動物・植物・地質鉱物  

指定文化財は、31 件です。指定文化財の動物には、ナラ類の森林に生息し夏の夕方一斉に鳴

きだす財賀寺及び御津山
み と や ま

のヒメハルゼミがあります。指定文化財の植物には、御油のマツ並木、

社寺林や境内の巨樹、宮路山のコアブラツツジや冨士
ふ じ

神社のコバノミツバツツジ自生地があり

ます。指定文化財の地質鉱物はありません。 

未指定文化財の植物には、社寺林や境内の巨樹があります。未指定文化財の地質鉱物には、

中央構造線の内帯を代表し三河国分寺跡の塔礎石
そ せ き

にも使われた領家変成岩類と、外帯を代表し

旗頭山尾根古墳群の積石塚に用いられた三波川変成岩類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)文化的景観 

文化的景観として選定を受けたものはありません。 

未選定の文化的景観は、江戸時代の東海道や伊那街道、平

坂街道、国坂
くにさか

街道の景観のほか、豊川海軍工廠の開廠を契機

とした総合体育館横のケヤキ並木や佐奈川の桜と菜の花、

市役所周辺の桜並木、豊川から望む本宮山、区画整理事業に

ともない植樹された西古瀬川の河津
か わ づ

桜
ざくら

があります。 

また、市域の小中学校の校歌の歌詞には「豊川」、「音羽

川」、「本宮山」といった故郷の風景が盛り込まれています。 

 

 

図 2-18 佐奈川の桜と菜の花 

図 2-16 牛の滝とその付近の自然

津の船山古墳 
図 2-17 冨士神社のコバノミツバツツジ 
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(6)伝統的建造物群 

伝統的建造物群として選定を受けた範囲はありません。 

未選定の伝統的建造物群は、江戸時代まで遡る建造物は数少なくなっていますが、東海道の

御油・赤坂を始め街道の面影を留める建造物や豊川稲荷の門前には戦前からの建造物も遺って

います。    

将来的には、戦後発展した商店街の建物群なども伝統的建造物群の対象となり得ます。 

 

(7)その他 

 文化財の保存技術  

文化財の保存技術として選定を受けた技術はありません。 

今後、調査を充実させていく必要があります。 

 

 史話と伝承  

本市には、いくつかの史話と伝承がありますが、古くは平安時代に書かれた『今昔物語集』

にある三河国司大江定基や犬頭糸に関する説話、江戸時代の地誌や明治以降に編さんされた村

誌に書かれた説話などが元になっています。 

 

 近代化遺産  

近代化遺産には、鉄道の開通に伴う橋脚群、技術革新によって生み出された宝地
ほ う じ

池
いけ

の円筒
えんとう

分水
ぶんすい

（上長山
かみながやま

町）や味噌醸造桶などの産業遺産、豊川海軍工廠を始めとした戦争に関わる遺構など

があります。 

 

図 2-20 宝地池の円筒分水 図 2-19 九作橋梁（御津町下佐脇） 
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１．豊川市の歴史文化の特性 

本市は本宮山・豊川・三河湾を始めとした豊かな自然環境に育まれ、古くから交通の要衝と

して栄えてきました。そのため、東西の様々な文化の影響を受けつつ固有の歴史・文化・風土

を醸成してきました。 

また、奈良時代に三河国府や三河国分寺・国分尼寺が設けられ古代三河国の中心として栄え、

昭和以降は豊川海軍工廠の開廠を契機とした新たなまちづくりが進められ、現在の歴史文化を

つくり上げてきました。 

本市の歴史文化の特性を整理すると、大きく以下の 5 項目にまとめることができます。 

 
 
 

①豊かな自然環境に育まれた歴史文化 

②古代三河国の中心として栄えた歴史文化 

③交通の要衝として発展してきた歴史文化 

④多様な支配の中で培われた歴史文化 

⑤近現代の歩みを示す歴史文化 

 

 

 

 

本宮山・豊川・三河湾など地理的な変化に富んだ本市では、旧石器時代から人々の営みが続

き、豊かな自然環境との共生を経て歴史文化を育んできました。また、市域に数多く築造され

た多彩な古墳は様々な地域との交流を物語ります。 

 

     本宮山や豊川を始めとした自然環境と風土 

市域最高峰の本宮山山頂には砥鹿神社奥宮
おくみや

が鎮座し、古くから信仰の対象として崇
あが

められて

きました。また、山麓に連なる扇状地や豊川の段丘面には旧石器時代以降の生活の営みが確認

でき、広大な山林原野は貴重な自給肥料の採取地として人々の生活を支えてきました。 

市域南東部を流れる豊川流域には氾濫作用で発達した肥沃な沖積低地が広がり、米作りを始

めとした農業が盛んに行われてきました。この流域の自然

堤防上には人々の生活を物語る遺跡が展開し、縄文時代の

精神文化を象徴する土偶が多く出土した遺跡や、河口部に

は広大な干潟の自然環境との共生を物語る貝塚遺跡があり

ます。また、右岸の河岸段丘沿いには湧水地
ゆうすいち

が連なり、こ

こには砥鹿神社里宮
さとみや

や三明寺、菟足神社といった市域を代

表する社寺が建立されています。 

 

  

①  豊かな自然環境に育まれた歴史文化 

①‐1 

図 3-1 本宮山遠景 
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第３章 豊川市の歴史文化の特性 

          数多く築造された多彩な古墳 

市域には古墳時代に本宮山麓の群集墳を中心として 430 基以上の古墳が造られ、その総数は

豊橋市に次いで県下 2 番目の多さです。 

その中でも三河最大級の前方後円墳である船山古墳（船山第１号墳）は、ヤマト王権との関

わりを示す先端技術と先進文化を取り入れ、交通の要衝の地に築造されています。圧倒的多数

を占めるのは、本宮山麓の緩やかな斜面やそれに続く扇状地に多く造られた古墳時代後期の群

集墳です。また、市域には積石塚古墳もみられ、ほかに三河湾を臨む丘陵・段丘上にもいくつ

かの古墳が造られました。そして、これら市域の古墳から出土した遺物は様々な地域との交流

を物語っています。 

 

 

 

本市には三河国府、三河国分寺・国分尼寺が置かれ、古代三河国の中心として栄えた歴史文

化が今に遺ります。また、『今昔物語集』の三河国司大江定基や三河国の特産品となった犬頭糸

の説話は、市域の社寺や現在にも続く祭礼、地名の由来として伝承されています。 

 
 

     国府・国分寺・国分尼寺から浮かび上がる古代三河国の首府 

古代の地方支配体制を担った役所である国府について、市域にはこの地方を治めた三河国府

が置かれ、発掘調査によってその所在が明らかとなりました。現在判明している国府の中心施

設（国庁）は平安時代を中心に存続したものですが、発掘調査では奈良時代の国庁の存在を示

唆する土器類も多数出土し、このなかには全国的にみて

も貴重な遺物があります。 

また、国府の近隣には三河国分寺・国分尼寺とこれら

の維持・経営に関連した遺跡群があります。発掘調査に

よって、三河国の首府として栄えた当時のようすを物語

る古代の人々の営みが明らかになりつつあります。 

 
   

     説話が語る古代の三河 

国府には中央から国司（守
かみ

・介
すけ

・掾
じょう

・目
さかん

）が派遣され、

平安時代中頃に三河守であったとされる大江定基に関す

る記述は同時代資料にも多く残され、仏教界や都の貴族

の間では広く知られていました。平安時代の終わり頃に

書かれたとされる『今昔物語集』には、三河国司として

この地に赴任した定基が都から連れてきた妻の死の悲し

みの中で見た風祭りが出家の契機となった説話がありま

す。 

ところが、鎌倉時代の紀行文には妻は赤坂の女であると書かれるようになります。そして、

② 古代三河国の中心として栄えた歴史文化 

①‐2 

②‐1 

②‐2 

図 3-2 国庁東脇殿の調査風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 犬頭神社 
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江戸時代中期の地誌には定基と市域にまつわる伝承が取り上げられるようになり、社寺の由来

や文化財の伝来と結び付けられていきました。 

ほかにも『今昔物語集』の説話のうち三河国の特産品となった犬頭糸の由来の話は、本市に

ある犬頭神社や千両という地名とも関係付けられています。 

 

 

市域は東海道や本坂通など幾筋もの街道による陸上交通のほか、三河湾を介した海上交通や

豊川の河川交通により発展してきた歴史文化があります。そして、現在でも国道 1 号を始めと

した主要な道路が交錯する本市は交通の要衝であり続けています。 

 

    近世東海道を中心とした街道交通 

徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利すると、江戸を起点とした交通網の整備を始め、市域には東

海道の御油・赤坂に宿場が設けられました。人々の往来が盛んになると御油で分かれ、浜名湖

の北岸を通り、見付宿で東海道に合流する本坂通も東海道の付属街道として、幕府の管理下に

置かれるようになります。これらの街道は、江戸時代以前から主要な街道として多くの人や物

が行き交っていました。 

そのほか、東海道の小坂井で分岐し、飯田方面へと向かう伊那街道は江戸時代後期になると豊川

稲荷・鳳来寺・秋葉山・善光寺などに続く参詣道としても多くの庶民が通行するようになります。

また、同じ分岐点から平坂湊へと向かう海沿いの道は平

坂街道と呼ばれ、途中で御馬湊を結んでいます。 

人が通行するための道はあらゆるところにありま

すが、本市域を東西に貫く東海道は古代に遡る公の道

であり、近世東海道は江戸と京を結ぶ主要な街道とし

て、街道沿いのムラやマチの文化を育みました。現在

でも国道 1号を始め主要な道路が交錯する本市は交通

の要衝であり続けています。 
   

     海上交通と河川交通 

市域の南部は三河湾に接し、豊川・音羽川・佐奈川・

御津川・ 紫
むらさき

川
がわ

が注いでいます。 

「御津」の地名は古代三河国府の外港であったことに

由来するとも言われ、持統上皇の三河行幸も往路は伊勢

から海路で三河に入国したとされています。江戸時代に

は、三河五箇湊の一つである御馬湊に幕府領の年貢米が

集積され、船積みで江戸に送られていました。市域では、

三河湾から伊勢湾を介して古代以前から伊勢を始めと

する他地域と文化的なつながりが確認でき、明治の廃仏
はいぶつ

毀釈
きしゃく

の際には法
ほう

住寺
じゅうじ

（御津町赤根
あ か ね

）の千手観音像を宇治

山田から船で運んできたと伝えられています。 

③‐1 

③‐2 

③ 交通の要衝として発展してきた歴史文化 

図 3-5 石敷きが残る現在の御馬湊 

図 3-4 本坂通（当古町） 
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第３章 豊川市の歴史文化の特性 

また飽海
あ く み

川（豊川）は、古代の東海道の難所の渡し場として「しかすがの渡」が平安時代の

和歌に詠まれていました。やがて、豊川に橋が架けられたことで今橋（豊橋市）と呼ばれるよ

うになりました。 

江戸時代の吉田川（豊川）は、舟運により三河山間部から下流域の吉田湊と前芝湊まで物資

を運ぶ南北の大動脈でした。東上村（東上町）には川を下る船荷物から運上金を徴収するため

に幕府が設けた東上分一番所がありました。 

 

 

 

戦国時代から江戸時代にかけての市域は様々な支配の変遷がありました。市域各所の祭礼は、

支配者の保護を受けつつ地域独自の文化と伝統を育みながら、現在まで伝えられています。 

 

     戦国時代から江戸時代までの支配の変遷を物語る文化財 

戦国時代の市域豊川流域に足場を広げた牧野氏、伊奈城を本拠地とした本田（多）氏、東西

三河の境目である長沢を抑えた長沢松平氏などが勢力争いを繰り返しながら、今川氏についで

松平（徳川）氏の領国支配に組み込まれていきました。 

その後、吉田城主となった徳川家臣の酒井忠次や豊臣家

臣の池田照政（輝政）の支配を受けますが、江戸時代には

中小規模の譜代大名領や多数の旗本知行所、幕府領とな

り、市域は一大名による一元的な支配を受けない非領国地

域となりました。 

天和 2（1682）年に赤坂に代官所（陣屋）が置かれると、

三河国内の幕府領の大半を支配するようになりました。 

今に遺る岩略寺城跡や牧野城跡などの戦国時代の城館跡、八幡宮や財賀寺などの社寺に寄進され

た仏像や建造物、関連する古文書や村絵図から本市の支配の変遷を読み解くことができます。 
  

     ムラ・マチの祭礼行事 

市域のムラ・マチにはそれぞれの祭りがあり、江戸時代以前に起源を遡る祭礼行事も多くみ

られます。 

笹踊りと呼ばれる太鼓踊りは、新城市から豊川下流右岸を中心に限られた地域（19 箇所）に

分布しています。古くから伝承のある社の多くは牛頭
ご ず

天王社
てんのうしゃ

との関わりが強く、夏の疫病送り

に端を発した芸能であるとされています。主に太鼓 3 人が唐風の衣装に独特な笠を着けて踊り

ます。 

山車の巡行を伴う祭礼行事は、愛知県内に多く残っています。市域では、東海道・伊那街道

沿いの 6 箇所の家並みが連なるマチ場で行われています。山車の起源は、平安時代の祇園
ぎ お ん

御霊会
ごりょうえ

の「山」にあるとされ、疫病や天災をもたらす祟る神を慰め、他界へ送り出すために始まった

と伝えられています。古い山車芸能を残すのは、菟足神社の風祭り・牛久保八幡社（牛久保町）

の若葉祭・進
すさ

雄
のお

神社（豊川町）夏祭りで、山車の中で稚児
ち ご

が人形のように踊る「隠れ太鼓」が行

われています。 

④ 多様な支配の中で培われた歴史文化 

④‐2 

④‐1 

図 3-6 牧野城跡 
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祭礼には進雄神社の綱
つな

火
び

や手筒花火も奉納されます。

特に手筒花火は、東三河から遠州地域で盛んに行われ、

市域で戦前から続くところは 11 箇所あります。現在で

は 25 箇所の神社で奉納されるようになり、近世以前の

煙火文化の伝統が広く続いています。人が筒を抱えなが

ら花火を放つという勇壮な手筒花火は、通常の打ち上げ

花火とは異なり、基本的に保存団体によって手作りされ

ています。その製法については、各団体によって異なり、

口伝によって技術継承されています。 

 
  
 

本市の近代化を支えた主な産業には海苔養殖と養蚕・製糸がありますが、農業振興も図られ

ました。また、本市の近現代を物語る上で欠かせない豊川海軍工廠は、開廠に伴い整備された

インフラや昭和 20（1945）年 8 月の空襲被害を免れた施設、跡地などが現在の本市のまちづく

りに大きな影響を与えています。 

 

     近代化を支えた産業 

市域の代表的な近代の産業は、海苔養殖と養蚕・製糸です。海苔養殖は、江戸時代の終わり

頃から豊川河口の三河湾で始まり、次第に盛んとなり昭和前期には代表的な産地へと発展しま

した。養蚕は、市域全体で行われ、畑には桑が植えられ各家庭で蚕を飼育していました。登録

有形文化財の中村家住宅（篠束町）、大谷家住宅（足
あし

山田
や ま だ

町）には桑の葉の蓄え場所などの養蚕

のための施設が残されています。 

農業振興も進められ、明治には豊川右岸の灌漑
かんがい

用水
ようすい

として人造石工法（消石灰と真砂土を混ぜた

「たたき」を応用した工法）を用いた松原用水の取水口が上流に移転されています。宝地池には農

業用水を均等に配分するための円筒分水が昭和中頃に造られ、これは県内で現在でも唯一稼働

しているものです。 

製造業に関するものは、中世の鋳物師
い も じ

の流れを汲む鋳物業・近世から続く醸造業や油脂業な

どが近代化を進め発展しました。 
  

     豊川海軍工廠と豊川市 

豊川海軍工廠の開廠を契機とした 3 町 1 村の合併により誕生した本市は、海軍工廠に伴うイ

ンフラ整備や人口増加などを受けて発展してきました。戦後、海軍工廠の閉廠による急激な人

口減少と財政的な基盤を失い、苦しい状況となりましたが、工廠外の被害を免れた建物の転用

や跡地への工場誘致、機械類の民間工場への払い下げなどによって、戦後復興を果たすことが

できました。本市の近現代は海軍工廠なくしては語ることはできません。 

現在でも、市役所を始めとした公共施設が工廠施設の跡地に建てられ、道路・水道設備など

のインフラをそのまま活用しており、本市のまちづくりに海軍工廠は大きく影響を与えていま

す。 

⑤ 近現代の歩みを示す歴史文化 

⑤‐1 

⑤‐2 

図 3-7 豊川進雄神社での手筒花火奉納 
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１．国・県による文化財調査 

これまでに国と愛知県により市域に所在する各種文化財の調査が実施されています。その一

覧は表 4—1 に示したとおりで、建造物や民俗文化財を中心に、近代遺跡や中世城館など、多岐

にわたります。 

また、平成 6（1994）年 4 月から令和 2（2020）年 3 月にかけては愛知県史編さん事業が行

われ、それに伴う各種文化財調査も実施されました。愛知県史は 26 年間で全 58 巻（通史編 10

巻・資料編 36 巻・別編 12 巻）が刊行されたほか、一連の調査の成果は『愛知県史研究』（全 24

号）にも報告があります。 

また、国・県指定の建造物の保存修理工事の際に調査が行われ、修理事業報告書が刊行され

ています。 

表 4-1 国・県等による文化財調査一覧 

分野 調査名 調査主体 報告書等（刊行年） 

有
形
文
化
財 

民家緊急調査 県教育委員会 『愛知の民家－愛知県民家緊急調査報告書』1975 

近世社寺建築 県教育委員会 
『愛知県の近世社寺建築－近世社寺建築緊急調査報告書－』

1980 

近代化遺産（建造物等）総合調査 県教育委員会 
『愛知県の近代化遺産－愛知県近代化遺産（建造物等）総合

調査報告書－』 2005 

近代和風建築総合調査 県教育委員会 
『愛知県の近代和風建築－愛知県近代和風建築）総合調査報

告書－』 2007 

文化財集中地区特別総合調査 
文化庁 

県教育委員会 

『文化財集中地区特別総合調査報告書 愛知県の文化財』

1995 

歴史資料調査 県教育委員会 
『昭和 57・58 年度歴史資料調査報告書』 

「西明寺歴史資料目録」1983 

民
俗
文
化
財 

養蚕民俗資料緊急調査 県教育委員会 『養蚕民俗資料緊急調査報告 1 （宝飯郡一宮町）』1975 

愛知県民俗芸能総合調査 県教育委員会 
『愛知の民俗芸能－昭和 61～63 年度愛知県民俗芸能総合調

査報告書－』1989 

あいちの祭り行事調査 県教育委員会 
『あいちの祭り行事－あいちの祭り行事調査事業報告書』

2001 

愛知県民俗芸能緊急調査 県教育委員会 『愛知県の民俗芸能－民俗芸能緊急調査報告－』2014 

あいち山車まつり調査 
あいち山車まつ

り日本一協議会 
『あいち山車図鑑』2015 

史
跡 歴史の道調査 県教育委員会 

『愛知県歴史の道調査報告書Ⅰ－東海道』1989 

『愛知県歴史の道調査報告書Ⅱ－本坂道』1989 

『愛知県歴史の道調査報告書Ⅸ－平坂街道』1992 

『愛知県歴史の道調査報告書Ⅹ－伊那街道・別所街道』1993 

史
跡 近代遺跡調査 文化庁 

『近代遺跡調査報告書－軽工業－第 1 分冊』2014 

『近代遺跡調査報告書－軽工業－第 2 分冊』2015 

『近代遺跡調査報告書－鉱山－』2002 

『近代遺跡調査報告書－政治（官公庁等）－』2014 

『近代遺跡調査報告書－農林水産業ー』2021 

埋
蔵
文
化
財 

重要遺跡指定促進調査 県教育委員会 『愛知県重要遺跡指定促進調査報告Ⅰ～Ⅷ』1974～1984 

愛知県中世城館調査 県教育委員会 『愛知県中世城館調査Ⅲ（東三河地区）』1997 

天
然
記
念
物 

－ 
東三河農林水産

事務所 
『宝飯の植物』2004 
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２．豊川市による文化財調査 

市域の文化財の所在と内容把握については、平成の合併前の 1 市 4 町において文化財の新規

指定時にそれぞれ調査を行いました。旧豊川市では昭和 44（1969）年 8 月に市史編さん事業の

一環として石
いし

田
だ

茂作
も さ く

氏により美術工芸品の悉皆
しっかい

調査が行われています。これ以外に平成の合併

前にそれぞれの市史・町史編さん事業などの機会を捉え各種基礎調査を行い、未指定物件も含

めた文化財の把握にある程度取り組んでいます。 

また、合併に合わせ既指定文化財の現地確認を実施し、市文化財保護審議会に諮りながら市

指定文化財の名称などの見直しを行いました。こうした基礎情報を整理した上で、平成 25（2013）

年度に市制施行 70 周年記念事業として合併後の市域の文化財を網羅した一般向けのハンドブ

ック『新版豊川の歴史散歩』を刊行しています。なお、国指定の記念物を中心に、文化財の個

別計画や調査報告書、整備報告書を刊行し、文化財の保存・活用に努めています。 

しかし、市域の文化財を文化財群として捉えた総合調査や、地域の伝統文化の継承が困難と

なりつつある祭礼行事や伝統芸能にかかる悉皆調査はこれまで行っておらず、その実施が課題

となっています。また、従来は文化財として認識されてこなかった各地区の風土や景観、地名

や方言、昔話などの伝承についても、今後は文化財に関連する基礎情報として整理していく必

要があります。 

表 4-2 市域の市史・町史誌等一覧 

豊川市 『豊川市史』 S48（1973） 

〃 『豊川市史 中世・近世史料編』 S50（1975） 

〃 『豊川市史料目録』 S45（1970） 

〃 『新編豊川市史 通史編 第 1 巻 原始・古代・中世』 H23（2011） 

〃 『新編豊川市史 通史編 第 2 巻 近世』 H23（2011） 

〃 『新編豊川市史 通史編 第 3 巻 近代』 H19（2007） 

〃 『新編豊川市史 通史編 第 4 巻 現代』 H18（2006） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 5 巻 原始・古代・中世』 H13（2001） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 6 巻 近世（上）』 H14（2002） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 6 巻 近世（下）』 H16（2004） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 7 巻 近代』 H15（2003） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 8 巻 現代』 H14（2002） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 9 巻 民俗』 H13（2001） 

〃 『新編豊川市史 資料編 第 10 巻 自然』 H10（1998） 

一宮町 『一宮町誌』 S51（1976） 

〃 『一宮町誌 近世文書目録編』 S44（1969） 

〃 『一宮町誌 近世文書資料編』 S46（1971） 

音羽町 『音羽町誌』 S50（1975） 

〃 『音羽町史 史料編 1 近世村方史料』 H13（2001） 

〃 『音羽町史 史料編 2 近世赤坂宿史料』 〃 
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〃 『音羽町史 史料編 3 近代』 H14（2002） 

〃 『音羽町史 史料編 4 現代』 〃 

〃 『音羽町史 通史編』 H17（2005） 

〃 『音羽町史 自然』 〃 

御津町 『御津町史 史料編 下巻』 S57（1982） 

〃 『御津町史 史料編 上巻』 S59（1984） 

〃 『御津町史 本文編』 H2（1990） 

小坂井町 『小坂井町誌』 S51（1976） 

〃 『小坂井町史 近世史料編（上・下巻）』 H16（2004） 

〃 『小坂井町史 近代史料編』 H19（2007） 

〃 『小坂井町史 通史編』 H22（2010） 

 

表 4-3 市域の文化財ハンドブック一覧 

豊川市 『豊川の文化財』 S57（1982） 

〃 『豊川の歴史散歩』 H5（1993） 

〃 『豊川市の昆虫（トンボ・チョウ）』 H7（1995） 

〃 『豊川市の植物（種子植物）』 H8（1996） 

一宮町 『一宮の文化財』 S63（1988） 

〃 『三河一宮 神社散歩』 H8（1996） 

音羽町 『おとわの文化財』 S52（1977） 

御津町 『文化財のしおり』 H12（2000） 

〃 『みと歴史散歩』 S53（1976） 

小坂井町 『小坂井町の史跡と文化財』 H12（2000） 

豊川市 『新版 豊川の歴史散歩』 H25（2013） 

 

表 4-4 記念物の個別計画、調査・整備報告書一覧 

豊川市 『天然記念物御油ノ松並木保存管理計画』 S54（1979） 

〃 『史跡三河国分寺跡・三河国分尼寺跡保存管理計画』 H１（1989） 

 『豊川市の社寺林と太い木』 H６（1994） 

〃 『史跡三河国分尼寺跡保存整備基本計画』 H８（1996） 

音羽町 『史跡岩略寺城整備基本計画』 H９（1997） 

豊川市 『国指定天然記念物御油のマツ並木環境調査報告書』 H16（2004） 

〃 『国指定天然記念物御油のマツ並木保存管理計画』 H18（2006） 

〃 『史跡三河国分尼寺跡保存整備事業報告書』 H18（2006） 

〃 『史跡三河国分寺跡整備基本構想』 H21（2009） 

〃 『旧豊川海軍工廠近代遺跡調査報告書』 H23（2011） 

〃 『旧豊川海軍工廠平和公園内残存遺構保存整備事業報告書』 H31（2019） 
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３．展覧会のための調査及び展示図録 

桜ヶ丘ミュージアムでは、歴史の常設展を行うとともに各種展覧会の開催に際して郷土に関

する調査を行い、その成果は図録として刊行しています。また、例年 7・8 月には豊川海軍工廠

展を実施し、市で所有する各種資料を利活用しています。市生涯学習課所管の展示施設には、

民俗資料を中心として年 1 回の企画展を開催する民俗資料館がありましたが、施設再編に伴い

平成 29（2017）年度に閉館しています。 

このほか、平成の合併前に供用していた施設とし

て豊川地域文化広場ふるさと資料館（現在の桜ヶ丘

ミュージアム）、一宮町歴史民俗資料館、御津文化

会館展示室があり、それぞれ展覧会にあたり調査を

踏まえて図録を刊行しています。また、平成 27

（2015）年度には『私たちの学び舎の歴史展』とし

て市教育委員会が主催した展覧会も実施していま

す。 

表 4-5 平成 18 年度以降に開催した桜ヶ丘ミュージアムでの歴史に関する主な企画展 

年 企画展名 

H18（2006） 

絵はがき・錦絵にみる郷土の風景展 明治・大正・昭和の豊川 

浮世絵展 御油・赤坂宿とその周辺 

郷土に伝わる山本勘助の伝承展 

H19（2007） 
三河国一宮 砥鹿神社展 

浮世絵展 二川・吉田・藤川・岡崎宿を中心に 

H20（2008） 姫街道展－御油から磐田へ 由緒ある古道をゆく－ 

H21（2009） 開館 15 周年記念特別展 三河に興りし牧野一族―戦国から幕末への軌跡― 

H22（2010） 合併記念 特別展 新・豊川市の文化財展 

H23（2011） 豊川の人物誌展－ふるさとの歴史を彩った人々－ 

H24（2012） とよかわの美術家たち 

Ｈ27（2015） 歴史企画展 こだい鳥エンナーレ 

H28（2016） 歴史企画展 人びとのくらしと災害展 

H29（2017） まぼろしの国府土人形展 

H30（2018） 特別展 大岡越前守忠相と豊川 

R1（2019） 
歴史ミニ企画展 歴史史料のさまざま「時の金なり」 

三河ではじめての中学校 宝飯中学校 

R2（2020） 特別展 いにしえの響き 

R3（2021） 特別展 村絵図へのいざない 

R4（2022） 
歴史ミニ企画展 紙あそびとその時代 

特別展 とよかわ紋・藩ワールド 

R5（2023） 
企画展 徳川家康の三河統一の舞台が、実は豊川市だったという展覧会 

特別展 神殿狛犬の魅力 

図 4-1 桜ヶ丘ミュージアム常設展示風景 
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表 4-6 平成合併前の旧市町の展覧会に伴う図録一覧 

年度 市町村 図録名 

H1（1989） 豊川市 『豊川の絵馬』 

H2（1990）     〃 『豊川の鋳物師』 

 H15（2003）     〃 『飯田線展 三遠南信を結ぶレイルロードヒストリー』 

 H17（2005）     〃 『豊川海軍工廠 終戦 60 年後の記録』 

S61（1986） 一宮町 『一宮地域に残る論諍裁許絵図』 

S62（1987）     〃 『豊川鉄道と長山遊園地』 

S63（1988）     〃 『一宮の文化財』 

H1（1989）     〃 『遺跡と発掘調査 －新出土品展－』 

H2（1990）     〃 『川とくらし －豊川の諸相－』 

H3（1991）     〃 『昭和を代表する俳人 富安風生』 

H6（1994）     〃 『古墳発掘 －記録と遺物の語るもの－』 

H11（1999）     〃 『教科書でみる初等教育のあゆみ』 

H12（2000）     〃 『21 世紀へ残したい郷土の自然』 

H13（2001）     〃 『懐かしいお金』 

H14（2002）     〃 『国学者 草鹿厎宣隆』 

H15（2003）     〃 『家庭電化とくらし』 

H12（2000） 御津町 『「渡辺富秋」展』 

H13（2001）     〃 『御津神社展』 

H14（2002）     〃 『御津の絵馬 献額 さまざま』 

 

４．民間団体や個人による調査 

愛知大学綜合郷土研究所を始めとした大学の機関、愛知の産業遺跡・遺物調査保存研究会な

どの任意団体、社寺や学校、個人によって種々の調査が行われ、報告書が刊行されています。 

 

表 4-7 建造物修理報告書一覧 

建
造
物
修
理
報
告 

重要文化財三明寺塔婆（三重塔）

修理工事 

重要文化財三明寺

塔婆修理委員会 
『重要文化財三明寺塔婆修理工事報告書』1952 

重要文化財八幡宮本殿修理工事 
重要文化財八幡宮

本殿修理委員会 
『重要文化財八幡宮本殿修理工事報告書』1959 

重要文化財 財賀寺仁王門保存

修理工事 

宗教法人  

財賀寺 

『重要文化財 財賀寺仁王門保存修理工事報告書』1998 

愛知県指定文化財建造物 三明

寺本堂保存修理工事 

宗教法人  

三明寺 

『愛知県指定文化財建造物 三明寺本堂保存修理工事報告

書』2006 
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５．埋蔵文化財調査 

市域における埋蔵文化財の発掘調査は、遺跡の有無や内容を確認するための試掘調査、国史

跡三河国分寺・国分尼寺跡で行ってきた史跡の保存活用を目的とした確認調査、そして各種開

発事業に先立ち滅失する前に実施する記録保存のための事前調査の 3 種類がありますが、調査

の実施件数としては開発事業に伴う事前調査が最多です。 

平成 10（1998）年度から豊川西部土地区画整理事業に伴い白鳥遺跡（三河国府跡）、国分寺

北遺跡、東赤土
ひがしあかつち

遺跡、六光寺
ろっこうじ

遺跡、下六光寺遺跡、船山古墳（船山第 1 号墳）で事前調査を実

施し、一連の発掘調査は令和元（2019）年度にそのすべてが終了しています。今後は、それぞ

れの遺跡から出土した遺物の整理作業と未刊の報告書作成に向けた作業が残されています。記

録保存の成果品でもある発掘調査報告書の早期における全巻刊行に向け、計画的に取り組んで

いく必要があります。 

また、令和元（2019）年度から令和 5（2023）年度にかけて史跡三河国分寺跡の整備基本計

画策定の基礎資料を得るための確認調査を実施しました。このような事前調査や確認調査を並

行して滞りなく実施していくには、発掘調査支援業務の民間委託を視野に入れながらも、職員

が発掘調査で経験を積む中で、調査指導体制を確保し、調査担当者・監督者の人材育成にも努

めていく必要があります。 

埋蔵文化財の発掘調査成果については、これまでも機会を捉えて調査期間中に現地説明会を

開催し、市民に発掘現場の臨場感を体感していただくとともに、ふるさとの歴史に想いを馳せ

ていただく機会を設けているほか、三河天平の里資料館で速報展を開催してきました。今後は

桜ヶ丘ミュージアムとも一層の連携を図りながら、今以上に展示活動や普及活動に活かしてい

くことが課題となっています。 

桜ヶ丘ミュージアムの資料の収蔵スペースは十分と言えず、現在、これら文化財は市内各所

の収蔵庫に分散保管しています。今後、市全体の公共施設のファシリティマネジメントの中で、

保管場所を確保し、効率的な資料の保存・活用が可能となるよう検討していく必要があります。 

 

  

図 4-2 発掘調査現地説明会の風景 
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６．把握している文化財の概要 

本章でまとめたとおり、これまでに本市では①国・県による文化財調査、②市による文化財

調査、③展覧会のための調査、④民間団体や個人による調査、⑤埋蔵文化財調査がありました。 

これらの調査による文化財の把握状況を中学校区ごとにまとめると表 4-8 のようになります。

主に市町史誌編さんに伴う調査で市域内をほぼ網羅的に調査していますが、50 年近く経過して

いる調査もあります。 

なお、無形文化財、名勝地、文化的景観、文化財の保存技術については悉皆調査が未実施で、

建造物や近代化遺産の調査も十分とは言えない状況にあります。 

 

表 4-8 中学校区ごとの文化財把握状況 

 

  
中学校区 

種類 

東

部 

南

部 

中

部 

西

部 

代

田 

金

屋 

一

宮 

音

羽 

御

津 

小

坂

井 

有形文化財 

建造物 △ ○ △ ○ △ △ △ 〇 〇 〇 

美

術

工

芸

品 

絵画 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

彫刻 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

工芸品 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

書跡・典籍 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

古文書 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

考古資料 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 △ 〇 〇 

歴史資料 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

無形文化財 × × × × × × × × × × 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 

無形の民俗文化財 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 〇 

記念物 

遺跡 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 〇 

名勝地 × × × × × × × × × × 

動物・植物・地質鉱物 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

文化的景観 × × × × × × × × × × 

伝統的建造物群 × × × × × × × × × × 

選定保存技術 × × × × × × × × × × 

その他 

（市独自の設定） 

史話と伝承 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 

近代化遺産 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

凡例 

○：実施    △：部分的に実施    ×：未実施 
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第４章 豊川市の文化財に関する既往の把握調査 

７．市民等の意識調査結果 

(1)アンケート調査概要 

本市では、市民や文化財所有者が文化財に対してどのようなイメージや考えを持っているの

かを把握するため、アンケート調査を実施しました。 

表 4-9 アンケート調査概要 

 

 
   

(2)市民へのアンケート調査結果概要 

①身近にある文化財への関心とイメージについて 

市民の 75.4％が豊川市に愛着や魅力を感じています。また、市民の 52.7％が文化財への関心が

あります。文化財に対して市民の 74.5％が、「地域の歴史を語るもの」というイメージを持ってい

ます。 

  

調査対象 
令和 4（2022）年 10 月 1 日現在、市内に住所を有する 18～80 歳未満
の市民 

調査期間 令和 4（2022）年 10 月 13 日～11 月 7 日 

配布数 2,000 人 回収数 698 人（34.9％） 
  

調査対象 令和 4（2022）年度の市内中学 3 年生 

調査期間 令和 4（2022）年 10 月 4 日～10 月 31 日 

配布数 1,794 人 回収数 1,471 人（82.0％） 
  

調査対象 市域の指定文化財所有者 

調査期間 令和 4（2022）年 12 月 2 日～12 月 26 日 

配布数 130 人 回収数 95 人（73.1％） 

図４-４ 文化財への関心 

図４-３ 豊川市への愛着や魅力 

図４-５ 文化財へのイメージ 

16.9 

20.0 

10.9 

4.4 

20.5 

9.8 

23.3 

19.2 

35.8 

0.0 

28.1 

41.2 

35.7 

41.2 

36.7 

34.6 

25.2 

20.0 

20.3 

17.6 

25.0 

24.5 

25.8 

29.9 

14.8 

60.0 

23.4 

29.4 

12.5 

16.7 

8.3 

10.7 

6.0 

0.0 

17.2 

7.4 

5.4 

4.9 

5.0 

3.7 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

2.9 

0.8 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=698）

10代（18～19歳）（N=5）

20代（N=64）

30代（N=68）

40代（N=112）

50代（N=102）

60代（N=120）

70代以上（N=214）

関心がある どちらかといえば関心がある どちらともいえない

どちらかといえば関心がない 関心がない 無回答

74.5 

48.4 

47.1 

30.5 

28.7 

12.6 

7.2 

3.2 

1.1 

0.6 

1.0 

0% 50% 100%

（N=698）

地域の歴史を語るもの

未来へ伝えていくべきもの

貴重で守るべきもの

魅力的なまちの形成や、

観光・産業振興に重要なもの

地域の誇りや愛着、

人と人との繋がりを育むもの

知的好奇心や探求心を刺激するもの

価値がよくわからない難しいもの

特に関わりのないもの

あまり役にたたないもの

その他

無回答

35.0 

40.0 

29.7 

22.1 

34.8 

20.6 

45.0 

41.1 

40.4 

0.0 

45.3 

54.4 

42.0 

52.9 

33.3 

33.2 

17.3 

40.0 

17.2 

16.2 

16.1 

20.6 

12.5 

19.2 

4.2 

20.0 

4.7 

5.9 

3.6 

3.9 

5.8 

2.8 

2.6 

0.0 

3.1 

1.5 

3.6 

1.0 

2.5 

2.8 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.8 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=698）

10代（18～19歳）（N=5）

20代（N=64）

30代（N=68）

40代（N=112）

50代（N=102）

60代（N=120）

70代以上（N=214）

感じている どちらかといえば感じている どちらともいえない

どちらかといえば感じていない 感じていない 無回答

※設問の回答者数を基数として小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、回答比率の合計が 
必ずしも 100％にならない場合があります 
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②文化財との関わりについて 

文化財に関する事業への参加状況は、「地域のまつり」が 52.1％で、参加してみたい事業として

も「地域のまつり」が高くなっています。 

文化財に関する事業への参加機会は、「町内行事」が 44.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③文化財に関する情報の入手方法について 

文化財に関する情報の入手方法については、「広報とよかわ」が 69.5％となっており、次いで

「チラシ・ポスター」、「新聞・情報雑誌」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-６ 文化財に関する事業への 

参加状況・参加希望 

図４-８ 文化財に関する情報の入手方法 

図４-７ 文化財に関する 

事業への参加機会 

52.1

28.9

12.5

9.3

8.2

7.9

7.2

6.6

6.3

6

5.6

5.2

4.7

4.2

2.1

0.6

0.4

1.9

28.4 

7.6 

17.5 

9.3 

19.3 

20.3 

10.9 

8.5 

8.0 

6.7 

2.7 

5.0 

11.5 

2.7 

2.3 

3.6 

16.0 

0% 50% 100%

（N=698）

地域のまつり

参加したことがない

社寺等所有者主催のイベント

ウォーキングイベント

天平ロマンの夕べ

遺跡や文化財の見学会

文化財巡り

文化財や歴史の展覧会

折り鶴に平和の祈りを

（豊川海軍工廠平和公園）

赤坂の舞台歌舞伎公演

スタンプラリー

はたご de シリーズ（大橋屋）

文化財等の清掃活動

歴史講座

ボランティアによるガイド

ものしり検定

その他

無回答

参加状況 参加希望

44.8

19.8

15.2

15

10.7

2.6

1.9

2.4

26.8

0% 50% 100%

（N=698）

町内行事

自主的に

学校行事

市の事業（生涯学習センターを含む）

社寺等所有者主催の事業

老人会など民間団体が実施した事業

国や県など、他自治体の事業

その他

無回答

69.5 

31.1 

18.3 

16.2 

14.6 

13.8 

11.2 

9.3 

4.2 

1.4 

3.6 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=698）

広報とよかわ

チラシ・ポスター

新聞・情報雑誌

インターネット、SNS

知人

市のホームページ

観光案内

テレビやラジオの番組

職場

他市の文化施設

その他

無回答
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第４章 豊川市の文化財に関する既往の把握調査 

④文化財の保存・活用について 

文化財の保存・活用の取組について感じていることは、「文化財を知るきっかけとなる事業が

少ない」、「情報発信が十分でない」、「若者の興味関心を引き出すことが不足している」との回

答が高くなっています。 

文化財の保存・活用について重要だと思うことは、「次世代への継承」が 57.7％となっていま

す。 

市民がイメージする身近な文化財を中学校区ごとで整理すると、「豊川稲荷（妙厳寺）」・「財

賀寺（仁王門・文殊
もんじゅ

まつり）」・「砥鹿神社（奥宮・里宮）」・「三河国分尼寺跡（三河天平の里資料

館）」・「御油のマツ並木」が全ての校区で挙げられています。合併して 10 年以上が経過し、こ

れらは市民全体の共通の文化財として認識されていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.4

33.8

30.4

28.4

23.4

21.9

12.9

12.6

4.7

3.6

2.1

1

5.2

0% 50% 100%

（N=698）

文化財を知るきっかけとなる事業が少ない

情報発信が十分でない

若者の興味を引き出すことが不足している

わかりやすい活用がされていない

どこにあるのかわからない

取組自体がわからない

教えてくれる人材がいない

学ぶための展示施設が少ない

保存が十分図られていない

調査研究があまりされていない

満足している

その他

無回答

57.7 

33.7 

32.1 

24.4 

8.0 

2.4 

1.0 

4.7 

0% 50% 100%

（N=698）

次世代への継承

市民がまちを誇りに思う郷土愛の育成

市外への知名度向上による観光振興

地域ごとの特色を活かしたまちづくり

ブランド化による新たな産業の創出

重要だと思うものはない

その他

無回答

図４-９ 文化財の保存・活用の 

取組について感じていること 

図４-10 文化財の保存・活用に 

ついて重要だと思うこと 

図４-11 若葉祭への地元小学生の参加の様子 
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表 4-10 市民がイメージする身近な文化財（アンケート調査結果から） 

 

 

文化財名             

①
神
社
や
寺
な
ど 

◎ 豊川稲荷（妙厳寺） 48 25 5 14 13 26 14 7 6 9 3 170 

◎ 
財賀寺 
（仁王門、文殊さま） 

10 9 12 11 6 9 2 4 3 3 4 73 

◎ 砥鹿神社（奥宮・里宮） 18 4 1 3 4 4 15 4 1 3 1 58 

 三明寺（三重塔・本堂） 22 9  1  5 4  2 2 3 48 

 
進雄神社 

（からくり、綱火、手筒） 
18 1 1 1  3      24 

 五社稲荷社（鳥居） 1 2  1 1     10  15 

 国分寺（跡） 2 1 2 2 1   1  1 1 11 

 菟足神社  1        10  11 

 御津神社        1 9  1 11 

 大恩寺（山門）        1 7  1 9 

 西明寺   3 4 1       8 

 八幡宮   3 3      1 1 8 

 国分尼寺跡  2 2 2    1    7 

 八幡社（牛久保）  6         1 7 

 大社神社   1 6        7 

 御油神社    7        7 

②
古
い
建
物 

 三明寺（三重塔） 4 4  2 2 5 1  1 1  20 

 大橋屋  3 2  1 2  9 1  2 20 

 
財賀寺 
（仁王門・本堂） 

1 2 4 1 2 4   1  1 16 

 豊川稲荷（妙厳寺） 4  1  1 1 1  1 1  10 

 
豊川海軍工廠関係
（日車正門・第一工

場・平和の像） 

2 2 2   2   1   9 

 赤坂宿・御油宿  1  1 1   2    5 

 砥鹿神社（西参道石鳥居） 2      2     4 

 大恩寺（山門）         4   4 

 牛久保の郵便局 1 2          3 

 牛久保駅舎  1    2      3 

 西明寺  1 1        1 3 

 追分（姫街道の道しるべ）    2     1   3 

 黒門 1         1  2 

 旧中尾眼科  1    1      2 

 国分尼寺跡  1  1        2 

 国分寺（跡）    2        2 

 古い納屋、倉、古民家   2         2 

 白鳥神社（本殿）    1 1       2 

 
一宮駅舎・レンガ跨
線橋、飯田線 

      2     2 

 旧御津郵便局         2   2 

 今泉医院         2   2 

③
石
造
物 

 
ぎょぎょランドの地
蔵（赤塚山の遊歩道） 

1  2   1      4 

 狐塚（霊狐塚） 1 1    1   1   4 

 弘法山（弘法さん群）    4        4 

 山本勘助の墓 1   1  1      3 

 さざれ石 1   1        2 

 地蔵さん   1      1   2 

 富安風生の句碑       2     2 

 穴観音         2    

 

 

 

 

1 位：●、2 位：●、3 位：● ◎全ての中学校区で選ばれていたもの 

【東部】 【南部】 【中部】 【西部】 【代田】 【金屋】 【一宮】 【音羽】 【御津】 【小坂井】 【不明】 計 



 

57 

第４章 豊川市の文化財に関する既往の把握調査 

文化財名             

④
祭
り
や
年
中
行
事 

 
牛久保の若葉祭 
（うなごうじ祭り） 

 27 4 2 1 9 2 1 1 1 1 49 

 
進雄神社（夏祭り、
綱火、手筒花火） 

17 1 1 1  5     1 26 

 
砥鹿神社（流鏑馬・
粥占祭・例大祭） 

5 2  1  1 6  2   17 

 御油まつり    12    1 1 1 1 16 

 
町内の祭り（春祭り、
夏祭り、盆祭り） 

3 3 1 1 6    1   15 

 
国府まつり 
（大社神社の大祭） 

  1 11      2 1 15 

 菟足神社（風祭、田祭り）     1 1   1 12  15 

 雨乞いまつり（花魁道中）    1    8    9 

 長松寺のどんき         9   9 

 

豊川稲荷（稚児行列、

イベント、みたま祭
り、夜詣） 

5   1  1 1     8 

 豊川手筒まつり 1   1 3 2   1   8 

 おいでん祭  2   2 2      6 

 手筒花火   1 1  1 2    1 6 

 
引馬神社八幡社の祭
礼笹踊り七福神踊り 

        6   6 

 烏賊祭り（御津神社）      1   3   4 

 中条神社祭り  3          3 

 桜祭り      3      3 

 杉森八幡社祭礼（大名行列）        2   1 3 

 月次祭 1 1          2 

 伊知多神社（例大祭）   2         2 

 花の撓    2        2 

 赤坂の舞台伝統芸能公演        2    2 

 初詣        1 1   2 

 葵祭り          2  2 

⑤
遺
跡
・
古
墳
・
城
跡 

 伊奈城趾 3 1  1 2 1   2 20  30 

 船山古墳 1 1 5 13 1 2  1 3  1 28 

◎ 三河国分尼寺跡（天平の里） 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1  21 

 三河国分寺跡 1 1 2 3 1 3    3 1 15 

 牛久保城跡 1 4 1 1 1       8 

 豊川海軍工廠 1   2  2  1  1  7 

 今川義元公墓所 1 4          5 

 山本勘助の墓 1 3   1       5 

 一色城跡（土塁） 1 3          4 

 古墳(群) 1 1  2        4 

 御油のマツ並木 1 1  1       1 4 

 穴観音古墳   1 2     1   4 

 三河国府跡    2      1 1 4 

 炭焼古墳群      2 2     4 

 竹本城         4   4 

 平井稲荷山貝塚・平井遺跡          4  4 

 赤塚山（古墳） 1   1      1  3 

 牧野城跡 2 1          3 

 五社稲荷古墳          3  3 

 花ノ木古墳群 1        1   2 

 瀬木城跡 1 1          2 

 久保古墳    1       1 2 

 一宮砦跡       2     2 
⑥
歴
史
的
な
街
並
・

残
し
た
い
風
景
な

ど 

◎ 御油のマツ並木 17 11 5 18 8 9 2 10 7 11 1 99 

 御油宿・赤坂宿・（長沢） 3 2  8    1 2  1 17 

 佐奈川の桜（菜の花） 4 2  1 1 6 2    1 17 

 

  

【東部】 【南部】 【中部】 【西部】 【代田】 【金屋】 【一宮】 【音羽】 【御津】 【小坂井】 【不明】 計 
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文化財名             

⑦
天
然
記
念
物 

◎ 御油のマツ並木 5 7 1 19 5 6 2 7 5 6 3 66 

 大和の大いちょう 6 2  1 1 2 4  2 3  21 

 宝円寺のシダレザクラ  2 1    2  1 2 1 9 

 牛久保のナギ  6  1  1    1  9 

 冨士神社のコバノミ
ツバツツジ 

1     1  2 1   5 

 玉林寺のクスノキ 3      1   1  5 

 桜トンネル   1  1 2   1   5 

 宮路山（ドウダンツ
ツジ、ササユリ） 

1      1 1    3 

 羽衣のマツ  3          3 

⑧
昔
話
や
伝
承 

 豊川海軍工廠（跡地・

空襲・御津山砲台跡） 
2     2 2  1 1 1 9 

 羽衣の松 2 2    1      5 

 子だか橋  1        2  3 

 力寿の桜（財賀寺の姫様）   2 1        3 

 松原用水（人柱） 2           2 

⑨
そ
の
他 

 豊川海軍工廠 1 1      2    4 

 ぎょぎょランド 2  1  1       4 

 本宮山（山岳信仰）       3  1   4 

 今川義元（今川義元公墓所）  2          2 

 佐奈川堤（桜並木）  1     1     2 

 山本勘助（山本勘助の墓）  2          2 
  

  

【東部】 【南部】 【中部】 【西部】 【代田】 【金屋】 【一宮】 【音羽】 【御津】 【小坂井】 【不明】 計 
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第４章 豊川市の文化財に関する既往の把握調査 

⑤本市の文化財を活用したまちづくりに関する提案、期待、要望など 
  

意見の分類 件数（件） 

効果的な情報発信の実施 41 件 

イベントの開催 24 件 

身近に感じる機会の創出 16 件 

文化財や周辺環境の保護・整備 14 件 

観光資源としての文化財の活用 9 件 

祭礼等の機運の向上 8 件 

学校教育との連携 8 件 

文化財を学習する機会の創出 7 件 

文化財の継承に向けた取組の推進 7 件 

今のままで良い 6 件 

その他 26 件 

総 計 166 件 

 

【市民へのアンケート調査結果を踏まえた課題】 

7 割を超える市民が豊川市に愛着や魅力を感じていますが、文化財に関心のある市民は５割

にとどまっています。 

また、文化財の次世代への継承を重要だと感じているものの、文化財との関わりは地域のま

つりや町内行事への参加を除いて、関わる機会が少ないことがわかりました。 

現状の文化財の保存・活用の取組について、文化財を知るきっかけとなる事業が少ない、情

報発信が十分でない、若者の興味関心を引き出すことが不足している、わかりやすい活動がさ

れていない、どこにあるのかわからない、取組自体がわからないなどの意見が多くありました。

これらの課題を解消し、市民みんなで文化財を次世代へ継承する取組が必要と言えます。 
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感じている

26.6%

どちらかといえば

感じている

40.3%

どちらともいえない

23.2%

どちらかといえば

感じていない

3.9%

感じていない

6.0%

無回答

0.0%

（N=1,471）

(3)中学生へのアンケート調査結果概要 

①身近にある文化財への関心とイメージについて 

生徒の 66.9％は、豊川市や中学校区に愛着や魅力を感じていますが、文化財への関心は 42.5％

となっています。しかし、文化財については、「地域の歴史を語るもの」、「未来へ伝えていくべき

もの」、「地域の魅力を高めるための特別なもの」などのよいイメージが先行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

②文化財との関わりについて 

文化財に関する学校行事での参加状況は、「地域調べなど」が 48.7％となっていますが、「参加

したことがない」も 36.8％あります。 

また、学校行事以外では「地域のまつり」が 53.7％となっていますが、「参加したことがない」

も 29.8％あります。 

  

図４-12 豊川市や中学校区

への愛着や魅力 

関心がある

11.8%

どちらかといえば

関心がある

30.7%

どちらともいえない

32.2%

どちらかといえば

関心がない

13.4%

関心がない

12.0%

無回答

0.0%

（N=1,471）

図４-13 文化財への関心 

59.5

41.3 

26.5 

22.1 

18.0 

12.0 

10.9 

9.4 

3.2 

1.0 

0.5 

0% 50% 100%

（N=1,471）

地域の歴史を語るもの

未来へ伝えていくべきもの

地域の魅力を高めるための特別なもの

地域の誇りやふるさとを

大切に思う心を育てるもの

市外から多くの人に来てもらうための

観光スポットになるもの

「知りたい」という気持ちや

「学びたい」と思うきっかけになるもの

価値がよくわからない難しいもの

特に関わりのないもの

あまり役にたたないもの

その他

無回答

図４-14 文化財へのイメージ 

図４-15 文化財に関する学校行事での参加状況 図４-16 文化財に関する学校行事以外での参加状況 

48.7 

36.8 

9.0 

7.4 

5.8 

5.4 

4.4 

2.5 

1.3 

2.0 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=1,471）

地域調べなど

参加したことがない

地域に伝わる伝統芸能

天平ロマンの夕べでの万灯作り

地域の方による文化財巡り

市職員による出前講座

文化財等の清掃活動

「折り鶴に平和の祈りを」での折り鶴作り

赤坂の舞台歌舞伎公演への出演

その他

無回答

53.7

29.8

27.8

12.6

11.9

9.8

8.8

4.7

4.1

3.5

0.6

0.9

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=1,471）

地域のまつり

参加したことがない

スタンプラリー

謎ときやクイズイベント

イベントの手伝い

観光地での文化財巡り

ウォーキングイベント

文化財周辺の環境整備や美化活動

文化財の見学会

豊川市や地域の歴史講座

自分がガイドとなっての説明

その他

無回答



 

61 

第４章 豊川市の文化財に関する既往の把握調査 

③若者世代への周知方法について 

身近な文化財を若者世代への周知方法については、「マンガやイラストを使った冊子を作る」、

「学校行事で見学に行く」、「インターネットで検索できるようにする」がそれぞれ 30％を越え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④小学校 6 年生のときに見学した三河国分尼寺跡史跡公園と豊川海軍工廠平和公園の感想

について 

本市では、平成 18（2006）年度から市内の全小学校 6 年生を対象とした三河国分尼寺跡史跡

公園見学事業を開始し、平成 30（2018）年度からは豊川海軍工廠平和公園を加えた 2 箇所の見

学事業を実施しています。 

見学から 3 年が経過した感想は、「社会科学習の理解が深まった」が 50.7％となっています。

また、「社会情勢や平和について考えるようになった」と答えた生徒も 30.9％あり、事業効果が

高いことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-17 若者世代への周知方法 

図４-18 小学６年生のときに見学した 

三河国分尼寺跡史跡公園と豊川海軍工廠平和公園の感想 

32.5 

32.0 

30.6 

23.9 

23.7 

18.2 

13.0 

8.3 

8.1 

4.6 

1.8 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=1,471）

マンガやイラストを使った冊子を作る

学校行事で見学に行く

インターネットで検索できるようにする

人が集まるイベントを開く

テレビや新聞で取り上げてもらう

キャラクター化する

グッズを作成する

説明板をたてる

見学会や講座を行う

ガイドが案内する

その他

無回答

50.7

32.2

30.9

20.2

17.4

10.4

3.3

3.1

2

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=1,471）

社会科学習の理解が深まった

あまり覚えていない

社会情勢や平和について考えるようになった

歴史が好きになった

豊川市を誇らしく思った

修学旅行や家族旅行に役立った

ガイド活動に興味をもった

行っていない

その他

無回答
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⑤文化財を残すことや活用することについての意見 

 

意見の分類 件数（件） 

文化財に関するイベントの提案など 18 件 

効果的な宣伝・周知 17 件 

文化財を残す意義や効果を伝える 16 件 

残すことへの期待 15 件 

文化財と接しやすい環境づくり 9 件 

市への予算的な要望 8 件 

文化財を保存する取組の推進 7 件 

若者世代へのアプローチ 7 件 

文化財をモチーフにしたグッズ展開など 5 件 

学校活動への取込 4 件 

観光などと関連させた活用 4 件 

残す必要なし 4 件 

    合計 114 件 

 

【中学生へのアンケート調査結果を踏まえた課題】 

6 割を超える生徒が豊川市や中学校区に愛着や魅力を感じていますが、文化財に関心のある

生徒は 4 割にとどまっています。また、文化財は地域の歴史を語るもの、未来へ伝えていくべ

きものなどのよいイメージを持っているものの、学校行事以外で文化財との関わりは地域のま

つりへの参加を除いて、関わる機会が少ないことがわかりました。中学生を始めとした若者世

代も興味が沸く事業を検討する必要があります。 

また、事業効果の高い 6 年生を対象とした見学事業の継続に加えて、地域の文化財を学び、

理解を深めるため、学校教育とのさらなる連携も必要と言えます。  

図 4-20 郷土の偉人を題材としたマンガ 図 4-19 大橋屋での中学生の清掃活動 
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第４章 豊川市の文化財に関する既往の把握調査 

(4)所有者へのアンケート調査結果概要 

所有者の 86.3％が所有する文化財への誇りや愛着・魅力を感じています。しかし、文化財で

あることを知らなかったとの回答もありました。 

保存や継承については、40.0％が「特に問題ない」としていますが、「防犯・防災」や「継承」

への不安が高くなっています。 

保存や継承のために重要なことは、「保存に関する診断」や「修理・継承費用への補助」とな

っており、これらに対する支援を望んでいます。 

公開・活用は、可能、日時を特定すれば可能を合わせると 72.6％となっています。また、公

開・活用に対して望む支援は、「特にない」が 52.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-21 所有する文化財への 

誇りや愛着・魅力 

図４-22 保存や継承について 

感じている

69.5%
どちらかといえば

感じている

16.8%

どちらかといえば感

じていない

7.4%

感じていない

1.1%

その他

2.1%

無回答

3.2%

（N=95）

33.7%

27.4%

23.2%

18.9%

17.9%

8.4%

7.4%

0.0%

7.4%

0% 50% 100%

（N=95）

保存状態の診断

職員・専門家の紹介

修理や継承費用の補助

管理・修理の訪問指導

周辺地域の景観形成の支援

特にない

寄託先の情報提供

その他

無回答

図４-23 保存や継承のために重要なこと 

32.6%

30.5%

24.2%

13.7%

8.4%

4.2%

4.2%

10.5%

5.3%

0% 50% 100%

（N=95）

修理や継承費用の補助

特にない

保存状態の診断

管理・修理の訪問指導

周辺地域の景観形成の支援

職人・専門家の紹介

寄託先の情報提供

その他

無回答

図 4-24 保存や継承に対して望む支援 

52.6%

17.9%

15.8%

12.6%

11.6%

3.2%

3.2%

1.1%

5.3%

5.3%

0% 50% 100%

（N=95）

特にない

PR支援

公開・活用にかかる費用の助成

公開・活用に関するアドバイス

小中学校との連携

情報交換の場の支援

展示場所・施設等の情報提供

講習会の開催

その他

無回答

図４-26 公開・活用に対して望む支援 

図４-25 公開・活用 

40.0%

22.1%

18.9%

15.8%

10.5%

4.2%

1.1%

17.9%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=95）

特に問題ない

防犯・防災に不安がある

継承や管理などの人材が不足している

保存や継承のための費用がない

修理や管理、継承の方法がわからない

価値がわからない

保存のための施設がない

その他

無回答

55.8%

16.8%

12.6%

9.5%

7.4%

15.8%

4.2%

0% 50% 100%

（N=95）

常に可能

日時を特定すれば可能

写真やインターネットでの

公開なら可能

公開・活用の方法がわからない

公開・活用できない

その他

無回答
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【所有者へのアンケート調査結果を踏まえた課題】 

8 割を超える所有者が所有している文化財に誇りや愛着・魅力を感じていますが、文化財で

あることを知らない所有者もおり、代表者の交代時における確実な引き継ぎがされていない社

寺もあります。 

所有者が望む支援は、保存・修理に関する識見や費用補助となっており、既存制度の周知と

ともに制度内容の充実も必要と言えます。また、防犯・防災の不安、継承者や担い手不足の解

消に向けた支援も必要です。 

公開・活用については、7 割を超える所有者が公開を可能としている一方で、市民へのアンケ

ートでは文化財に関わる機会が少ないとの結果が出ており、その差を埋めることも必要と言え

ます。 

  

  

図 4-27 文化財防火査察の様子（財賀寺仁王門） 図 4-28 文化財防火デーの様子 



 

65 

 

 

 

第５章 文化財の保存と活用に関する将来像と方向性 

 

第５章 
 

文化財の保存と活用に関する
将来像と方向性 
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１．目指す将来像と方向性 

本市は、山、川、海といった自然環境に恵まれています。それらを背景として歴史文化が生

まれ、先人によって育まれ今日まで伝えられてきました。 

本計画の上位計画である第 6 次豊川市総合計画では、まちの未来像を「光・緑・人 輝くと

よかわ」と掲げています。恵まれた自然と歴史、これまでに築かれた豊かさと住みよさを大切

にしながら、市民が希望に向かって進む「輝くとよかわ」を目指すとしています。 

この「輝くとよかわ」に向かって、市民一人ひとりが様々な立場で関係者と手を取り合い、

次世代へと歴史文化資源を引き継いでいくことを本市における歴史文化の保存活用の将来像と

し、その実現のため 4 つの方向性を定めます。 
 

将来像 

 

 

 

 

 

 

方向性１ 「みんなで調べる」 
  

方向性２ 「みんなで守る」 
  

方向性３ 「みんなで伝える」 
  

方向性４ 「みんなで活かす」 

  

 

歴史文化資源をみんなでつなぐ 輝くとよかわ 

調査・研究・連携 

保存・修理・

防災対策 

整備・公開・活用 

継承・ 

情報発信 

歴史文化 

資源 

図 5−1 歴史文化資源をつなぐ概念図 

方向性１「みんなで調べる」 

方向性２「みんなで守る」 方向性３「みんなで伝える」 

方向性４「みんなで活かす」 
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第６章 文化財の保存と活用に関する方針 

 

第６章 
 

文化財の保存と活用に関する方針 
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１．文化財の保存と活用に関する現状と課題 

(1)調査・把握に関する現状と課題 

【現状】 

本市では、平成の合併前の 1 市 4 町において、文化財指定のための調査や市町史誌編さん事

業に伴う調査を行ってきました。しかし、合併前の旧市町で行った調査は、調査内容が統一的

ではありません。さらに、調査から 50 年以上が経過した文化財には、現在の評価と異なってい

るものや、現状が変化したものもみられます。 

このことから、地域に埋もれた文化財の調査研究はもとより、既存の市指定文化財も含め、

総合的な再調査の時期に来ていると言えます。また、調査研究にあたっては、専門的な知識を

有する職員体制を整え、専門機関などとの連携も必要です。 
 

【課題】 

・文化財指定や市町史誌編さんに伴う調査内容の統一が必要 

・調査時と現況の整合性 

・大学などの専門機関や県、近隣自治体の専門職員との連携強化 

・桜ヶ丘ミュージアムや市中央図書館を始めとした庁内の関係部署との連携強化 

・専門的知識を有する職員の不足 
  

(2)学校教育・生涯学習に関する現状と課題 

【現状】 

学校教育における郷土学習は、小中学校や高等学校での地域調べがあります。学校独自に地

域の歴史に詳しい地域住民を招いて授業を行うほか、出前講座として市職員が学校に出向き地

域調べを支援しています。 

生涯学習の取組として、各中学校区を担当する生涯学習指導員を配置し、生涯学習センター

を中心に地域の歴史や文化に関する地域生涯学習講座を開催して地域への関心を高めています。

市中央図書館では、市民個人による地域調べの成果を郷土資料として受け入れ、多くの市民が

閲覧できるよう配架しています。 

三河国分尼寺跡史跡公園・豊川海軍工廠平和公園・大橋屋（旧旅籠鯉屋）では、ボランティ

アを養成しガイド活動を行っています。 
 

【課題】 

・学校における地域調べの現状と要望の把握 

・市民の文化財への関心の向上 

・文化財活用拠点におけるボランティア活動の充実 
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第６章 文化財の保存と活用に関する方針 

(3)保存・保管に関する現状と課題 

【現状】 

各種文化財のうち、重要なものは文化財保護法や愛知県文化財保護条例、豊川市文化財保護

条例に基づき指定文化財として保護しています。 

文化財の維持管理は指定・未指定に関わらず所有者によって行われ、指定文化財の修繕につ

いては国・県・市の補助制度や民間の助成金が活用されています。本市では平成 29（2017）年

度に無形民俗文化財伝承支援事業として、衣装・楽器などの小道具に対する補助制度を設け、

市指定無形民俗文化財の保存に取り組んでいます。令和 5（2023）年度からは国の地域文化財

総合活用推進事業に採択された未指定文化財に対しても市の補助制度の対象とし、支援の拡充

を行っていますが、資金繰りに苦慮する所有者もいます。 

史跡三河国府跡、三河国分寺・国分尼寺跡、天然記念物御油のマツ並木は市が管理団体とな

り、保存管理計画の策定し、公有地化を図っています。御油のマツ並木においては、昭和 47（1972）

年度に地域住民による御油松並木愛護会が発足し、市や専門家と協働して古木の樹勢回復作業

やマツ苗の植樹などの保護に取り組んでいます。このほかにも一部の地域においては市と協働

し、歴史文化資源の保存・管理に努めている団体や町内会組織があります。 

開発行為によって滅失してしまう埋蔵文化財は、発掘調査を実施し出土遺物を保管していま

すが、記録保存のための報告書の刊行が遅延しています。 

また、民俗資料については、民俗資料館（平成 29 年度廃止）の収蔵資料を市生涯学習課で引

き継ぎ、閉園した保育園などを収蔵庫に代用し保管しています。なお、一部の無形の民俗文化

財や有形文化財の映像記録については、市中央図書館で記録保存しています。 
 

【課題】 

・文化財の適切な保存 

・所有者や地域団体との協働体制の拡大 

・出土遺物や民俗資料などの保管場所の確保 

・未刊行の発掘調査報告書の刊行 

・映像記録化の促進 

 

(4)防災・防犯に関する現状と課題 

※第 10章に記載 
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(5)次世代の担い手育成に関する現状と課題 

【現状】 

少子高齢化や人口減少により、全国的に伝統文化や祭礼行事を次世代へ伝えるための担い手

不足が懸念されています。本市では、急激な人口減少は今のところみられませんが、地域社会

との関わり方やライフスタイルの多様化などから伝統行事への参加者は減少しています。文化

財や伝統行事について、クラブ活動や総合的な学習の時間で接する機会を設けている小学校も

ありますが、将来の担い手となる子どもたちに地域の文化財や伝統行事を知ってもらうには、

十分な時間が取れているとは言えません。 

若者世代の文化財に関する活動は、豊川海軍工廠を題材とした高校生による演劇公演や放送

番組の作製、ボランティア養成講座への参加、若者ボランティア体験講座の開催など、少しず

つ機会が増えています。 

【課題】 

・次世代へ伝えるための担い手不足 

・地域や学校行事における伝統芸能に接する機会の減少 

・若者世代への働きかけの拡充 

 

(6)伝える機会・体制に関する現状と課題 

【現状】 

本市では、伝統芸能支援事業として赤坂の舞台伝統芸能公演を実施し、金沢歌舞伎や小屋掛

け技術の継承に努めています。本来金沢歌舞伎は地元の祭礼の余興として行われてきましたが、

地元の負担だけでは公演が困難となり、唯一の公開の機会となっています。このほかにも市域

では豊川流域のみで行われている笹踊りなどの伝統芸能もありますが、継承についての現状を

把握するには至っていません。 

各地域で毎年行われてきた伝統行事の多くは口伝や一部の代表者によって継承されており、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による中断は、伝統行事の継承に不安をもたらしていま

す。指定文化財については伝承・記録・公開への補助制度がありますが、活用実績はありませ

ん。 

地域社会との関わり方やライフスタイルの多様化などにより、市民が身近な文化財に接する

機会が減っていることから、まずは文化財の価値や魅力を知る機会の提供が必要であり、文化

財活動拠点での展示や地域生涯学習講座などを行っています。 

文化財活動拠点のうち、三河国分尼寺跡史跡公園、豊川海軍工廠平和公園、大橋屋（旧旅籠

鯉屋）では整備事業に合わせてボランティアを養成し、ガイド活動を行っています。ボランテ

ィアの年代別構成は、60 代以上が 75％、40 代から 50 代が 19％、20 代から 30 代が 6％とな

っています。 
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第６章 文化財の保存と活用に関する方針 

【課題】 

・伝統芸能などの公開機会の維持 

・伝統芸能などの継承についての現状把握と支援 

・文化財活用拠点のボランティアの高齢化 

 

(7)情報発信に関する現状と課題 

【現状】 

文化財の周知方法として、市や市観光協会ではパンフレット類の作成・配布、市広報への掲

載、ホームページ・SNS、報道機関への情報提供などを行っています。市や市観光協会以外に

も自ら情報発信している所有者もいます。また、駅からの案内板や現地に説明板を設置してい

ますが、デジタル技術の活用には至っていません。 

市民への意識調査結果では、豊川市への愛着や魅力を感じている割合に比べて文化財への関

心は、市民が５割、中学生が４割にとどまっています。また、市民の７割近くが文化財に関す

る情報を市広報から入手していることがわかりました。マンガやイラストを使った冊子やイン

ターネットでの情報提供を若者世代への周知方法とする意見が中学生から多くありました。 

豊川商工会議所では令和 5（2023）年に開業した「イオンモール豊川」内で豊川市や東三河

の特産品を扱う地域応援ブランドショップ「豊穣屋
ほうじょうや

」を運営し、特産品とともに市域の観光資

源を紹介しています。 

 

【課題】 

・文化財への関心の向上 

・若者世代への情報発信の充実 

・ホームページなどの効果的な活用 

 

(8)文化財の活用に関する現状と課題 

【現状】 

本市では、文化財活用拠点施設において資料展示、ボランティアによる案内、各種イベント

や講座を開催し、文化財の活用に努めていますが、経年劣化の進んでいる施設もあります。 

三河国分尼寺跡史跡公園を小中学校作品展の会場として利用するほか、文化のまちづくり委

員会による歴史的建造物を使った演劇公演など、保存を前提としながらも様々な活用が図られ

ています。このほかにも、市域の名所をデザイン化してマンホール蓋や選挙の投票済証に取り

入れるなど、活用の幅を広げています。 

所有者においても、愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会（通称：愛知登文会）による

「あいち建物博覧会」と称した公開事業、境内を貸し出したマルシェの開催などを行っていま

す。また、文化財に因んだ商品を開発し、活用している民間企業もあります。 

そのほかに観光資源として市外から注目されることで、市民があらためて身近な文化財の価

値に気づくこともあります。観光協会では、「マイストーリーとよかわ」として豊川市の魅力を
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体験するプログラムの提供や「とよかわ御朱印巡り」を市域の社寺と協力して行っています。

さらに、豊川市の優れた地域資源を「とよかわブランド」として認定することで認知度を高め

ています。 
 

【課題】 

・文化財活用拠点の維持管理 

・文化財を身近に感じてもらえる取組の拡大 

・文化財を楽しむための活用 

・観光資源としての魅力の向上 

 

 

  

図 6−１ 豊川海軍工廠平和公園での小学生の見学の様子 
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第６章 文化財の保存と活用に関する方針 

２．文化財の保存と活用に関する方針 

(1)方向性１．「みんなで調べる」 

（方針１）調査・把握の推進 

既存文化財調査・情報の整理  

文化財の調査・把握については、平成の合併前の 1 市 4 町における市町史誌編さん事業や国・

県・民間団体などで行われた調査成果を市として統一的な基準で整理するとともに、個々の文

化財について現況の把握に努めます。 
 

調査体制の構築  

指定・未指定文化財の調査を総合的に実施するため、専門知識を有する職員の計画的な採用

とともに、確実な育成に努めます。また、庁内関係部署や大学などの専門機関、県文化財室、

近隣自治体の専門職員との連携体制を構築します。 

 

（方針２）学びの推進 

学校教育への支援 

学校教育で取り組む小中学生や高校生の地域調べの現状と要望を把握し、文化財への関心を

持つきっかけとなるように各種支援を行います。 
 

生涯学習の推進 

市民の地域調べのきっかけづくりやその調査を学術的に高めるために専門的な支援を行いま

す。また、それらの成果や個人の学びが地域に還元される仕組みを検討します。 

文化財活用拠点のボランティアの興味・関心を学術的な調査・研究につなげ、施設やガイド

活動の充実を図ります。 

 

(2)方向性２．「みんなで守る」 

（方針３）確実な保存・保管 

保存の推進 

今後の調査により評価が定まった文化財については新規に指定します。指定文化財について

は、適切な時期での修理の促進や公有地化による確実な保存に努めます。 

また、地域ぐるみで文化財の保存に取り組む意識が市全体に広がるように、地域の保存活動

への支援を推進します。 
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保管・記録保存の実施 

出土遺物や民俗資料、埋蔵文化財調査に係る記録保存としての報告書を早期に刊行するとと

ともに市町史誌編さんでの収集資料を適切に保管します。 

また、市中央図書館の地域情報ライブラリーの活動と連携して映像による記録保存の体制を

整えます。 

 

（方針４）防災・防犯への備え 

※第 10章で記載 

 

(3)方向性３．「みんなで伝える」 

（方針５）伝えるための人づくり 

次世代の担い手の育成 

文化財を後世に伝えるため、子どもたちに地域の歴史文化資源を知ってもらう機会を拡充し

ます。また、担い手の底辺拡大のために若者世代への働きかけや市外からの通勤者が本市へ愛

着を持ち、担い手として参加する事業を推進します。 
 

伝える機会と体制の強化 

伝統芸能や文化財を多くの人に知ってもらう機会を提供し、保存団体への継承の支援を行い

ます。また、ボランティアガイドなどの文化財の価値や魅力を伝える人材を関係部署が連携し

て育成します。 

 

（方針６）情報発信の充実 

情報発信ツールの活用 

市広報への掲載情報の充実を図り、多くの市民にわかりやすく伝えられるように心がけます。

デジタル技術を活用し、若者世代が関心を持てるような内容の情報発信に努めます。現地の説

明板では不足する情報については、市や観光協会のホームページへ誘導するなどの工夫に努め

ます。 

 

(4)方向性４．「みんなで活かす」 

（方針７）あらゆる機会に文化財を活かす 

活用の機会の創出 

市民が文化財に接する機会を数多く持つことで、文化財に対して親しみを感じ、様々な活用

の可能性が生まれます。所有者や関係部署との連携にとどまらず、豊川商工会議所を始め市域

の多くの民間企業などとも連携を図り、豊川市の魅力を高めます。 

また、来館者が快適に見学できるように文化財活用拠点の適切な維持管理を行います。 
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第６章 文化財の保存と活用に関する方針 

観光資源として活かす 

所有者や市観光協会、関係部署との連携を深め、観光資源として文化財や文化財活用拠点の

魅力を高めます。また、地域の食や物産、体験活動などとの組み合わせを検討するとともに、

より多くの人々が楽しみながら市域を周遊できるように努めます。 

 

＜市生涯学習課の文化財活用拠点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜豊川市の文化財活用拠点＞ 
 
 

＜豊川市の文化財活用拠点＞ 

三河天平の里資料館（三河国分尼寺跡史跡公園内） 

豊川市八幡町忍地 127-1 

古代三河国に関連した出土遺物の展示とともにボラン

ティアガイドの活動拠点となっています。毎年 9 月には

ボランティアガイドや地域と協力し、「天平ロマンの夕

べ」と銘打ったイベントを実施しているほか、主に小学生

を対象とした工作教室、歴史講座「ふるさと再発見講座」

などの開催を通じて史跡の活用に努めています。 

豊川市平和交流館（豊川海軍工廠平和公園内） 

豊川市穂ノ原三丁目 13-2 

豊川海軍工廠語り継ぎボランティアの活動拠点と

して、豊川海軍工廠についての説明を行っています。

8 月 7 日には語り継ぎボランティアとの協働で「折り

鶴に平和の祈りを」、平和に因んだ親子向けの工作講

座や海軍工廠に関する専門講座を開催し、冬季には名

古屋大学の協力を得て、研究所敷地内の工廠の残存遺

構の見学会を行っています。 

豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋） 

豊川市赤坂町紅里 127-1 

東海道の赤坂宿の旅籠屋を復元改修し、公開して

いる施設です。赤坂宿ボランティアガイドが常駐し、

音羽生涯学習センター内の赤坂宿場資料室の展示等

も併せて案内しています。江戸時代の日本の四季を

感じられる事業の開催、地元町内会と協働したウォ

ークラリーや祭礼行事と連携したイベントなどを行

い、文化財建物の活用に努めています。 
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御油の松並木資料館 

豊川市御油町美世賜 183 

市商工観光課の所管している観光施設です。御油

宿と御油のマツ並木に関する展示を行っています。 

桜ヶ丘ミュージアム 

豊川市桜ヶ丘町 79-2 

市文化振興課の所管している美術博物館施設で

す。常設展示において指定文化財などを展示してい

るほか、歴史や美術に関する企画展を年数回開催し

ており、市内外からの利用があります。 

ぎょぎょランド（赤塚山公園内） 

豊川市市田町東堤上 1 番地 30 

市公園緑地課の所管している水生生物の展示施

設です。豊川にすむ生き物を河口から上流にかけて

約 100 種 2,000 匹を展示しています。国指定天然

記念物のネコギギもいます。 
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第７章 文化財の保存と活用に関する措置 

 

第７章 
 

文化財の保存と活用に関する措置 
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文化財の保存と活用に関する方針を踏まえた措置は以下のとおりです。 

取組主体、財源及び取組年度を示し、第 5 章に示した将来像「歴史文化資源をみんなでつな

ぐ 輝くとよかわ」の実現に取り組みます。なお、財源としては、取組主体の自己財源や市費

だけでなく、県及び文化庁補助金や内閣府のデジタル田園都市国家構想交付金などを活用しま

す。 

 

方向性１．「みんなで調べる」ための措置 

方針１. 調査・把握の推進 

措置➀ 既存文化財調査の整理 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

1 

文化財台帳の整理 新規     生 市 
   

合併前に各市町で作成した文化財台帳を、現況確認を実施し、統一的な様式で整理し直す。 

2 

指定文化財等の評
価の更新 

新規     生 市 
   

指定後に国・県・市・民間団体などで行われた調査成果や現在の評価を文化財台帳に追記する。 

3 

市文化財保護審議
会の開催 

継続    審 生 市 
   

市文化財保護審議会において、内容の確認や評価について適切な指導・助言を得る。 

生：生涯学習課 審：文化財保護審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存文化財調査・情報の整理 措置① 
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第７章 文化財の保存と活用に関する措置 

 

措置② 調査体制の構築 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

4 

調査のための庁外
連携 

拡充   大 専 
生 
他 
県 

市 
県 

   

大学などの専門機関や県文化財室、近隣自治体との連携体制を整え、必要な協力、助言を得て調査を
実施する。 

5 

調査のための庁内
連携 

拡充     
生 
桜 

市 
   

桜ヶ丘ミュージアムと連携体制を整え、調査成果の共有を図る。 

6 

専門職員の確保と
人材育成 

継続     
生 
人 

市 
史 

   

埋蔵文化財や歴史の専門知識を有する職員の計画的な採用に努めるとともに、国・県・奈良文化財研
究所などで行われる専門的な研修へ参加することで人材育成を図る。 

大：大学などの専門機関、専：専門家、生：生涯学習課、他：他市、県：愛知県、桜：桜ヶ丘ミュージアム、 
人：人事課、史：全国史跡整備市町村協議会 

 

方針２. 学びの推進 

措置③ 学校教育への支援 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

7 

地域調べ学習の
支援 

拡充   学  生 市 
   

小中学校の地域調べに係わる手引きを作成し、児童・生徒が自ら調べることで興味関心を持てるよう
支援する。 

8 

高等学校と連携
した取組 

新規   高  生 
市 
高 

   

高等学校の文化財に関する学習やクラブ活動の状況を調査し、必要な協力や支援を検討する。 

学：小中学校、生：生涯学習課、高：高等学校 

 

 

調査体制の構築 措置② 

学校教育への支援 措置③ 
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措置④ 生涯学習の推進 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡大 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

9 

地域調べの手引き
の作成 

新規     図 市 
   

市民が図書館を利用し、自ら地域調べに取り組むための手引きを作成する。 

10 

地域調べの推進 拡充 ○    
生 
図 

市 
   

個人の歴史学習や地域調べのきっかけづくりや支援を行い、学びの蓄積を市中央図書館の郷土資料や
地域生涯学習講座の講師として多くの市民に還元できるような仕組みを整える。 

11 

ボランティアとの
協同調査 

継続   ボ  生 市 
   

三河国分尼寺跡史跡公園・赤坂宿・豊川海軍工廠平和公園のボランティア活動の一環として、ガイド
活動の充実を目的とした協同調査を行う。 

図：中央図書館、生：生涯学習課、ボ：ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習の推進 措置④ 

図７−1 三河国分尼寺跡史跡公園 

ボランティアガイド定例会の様子 

図７−２ 令和 5（2023）年度に 

実施した平和交流館でのミニ展示 
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第７章 文化財の保存と活用に関する措置 

方向性２．「みんなで守る」ための措置 

方針３.確実な保存・保管 

措置⑤ 指定・維持管理・保存の推進 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6～R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028～2030) 

R13～R15 

(2030～2033) 

12 

文化財の新規指定 継続    審 生 市 
   

未指定文化財の追加調査や資料収集を進め、市として重要なものを新規に文化財指定することで、文化
財の保護を図る。 

13 

文化財保護用地な
どの公有地化 

継続     生 
市 
国 

   

国指定史跡や国指定天然記念物御油のマツ並木について、国庫補助事業を活用し文化財保護用地とし
て土地の公有地化を進めることで、文化財の保護に努める。 

14 

協働による文化財
の維持管理 

継続 ○ ○ 地  生 市 
   

所有者と地域団体や市民が一緒になって維持管理することで、地域への愛着のきっかけや地域活動の
活性化を推進する。 

15 

文化財の維持管理
に対する支援 

継続  ○   生 
国 
県 
市 

   

所有者が行う日常的な維持管理に加え、大規模な修理などに対して助言・指導を行うとともに、補助金
交付や民間の助成金を周知する。 

審：文化財保護審議会、生：生涯学習課、地：地域団体、県：愛知県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存の推進 措置⑤ 
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措置⑥ 保管・記録保存の実施 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6～R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028～2030) 

R13～R15 

(2030～2033) 

16 

資料の適切な保管 継続     生 市 
   

発掘調査による出土遺物、寄贈を受けた民俗資料、市町史誌編さん時に収集した資料などの適切な保管
に努める。 

17 

映像記録の作成と
収集 

拡充 ○    図 市 
   

映像記録の作成を継続するとともに、市民から提供された映像記録を収集し、保管する体制を検討す
る。 

18 

発掘調査報告書の
刊行 

継続     生 市 
   

職員体制を整えるとともに、デジタル機器などの活用を図り、計画的に発掘調査報告書を刊行する。 

19 

保管に関する庁内
情報の共有化 

新規     
生 
桜 
図 

市 
   

桜ヶ丘ミュージアムに寄託・寄贈された文化財や市中央図書館（地域情報ライブラリー）の映像による
記録保存資料の情報を共有する体制を整える。 

生：生涯学習課、図：中央図書館、桜：桜ヶ丘ミュージアム 

 

 

 

方針４.防災・防犯への備え 

措置⑦ 防災・防火対策への支援 

第 10 章に記載 

措置⑧ 防犯対策への支援 

第 10 章に記載 

 

 

防災・防火対策への支援 措置⑦ 

防犯対策への支援 措置⑧ 

保管・記録保存の実施 措置⑥ 
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第７章 文化財の保存と活用に関する措置 

方向性３．「みんなで伝える」ための措置 

方針５.伝えるための人づくり 

措置⑨ 次世代の担い手育成 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6～R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028～2030) 

R13～R15 

(2030～2033) 

20 

小学 6 年生見学事業 継続   
ボ 
学 

 生 市 
   

市域の全小学校 6 年生を対象に実施している三河国分尼寺跡と豊川海軍工廠平和公園の見学事業を継
続的に実施する。 

21 

小中学校・高等学校向
け出前講座の開催 

拡充   
学 
高 

 生 市 
   

小中学校の社会科・総合的な学習の時間や高等学校の授業やクラブ活動として活用できる出前講座の
メニューの充実を図る。 

22 

伝統芸能などの体験事業 継続   学  
生 
県 

市 
県 

   

県が実施する伝統文化出張講座や小中学校でのクラブ活動、総合的な学習の時間を活用し、地域の伝
統芸能などを体験する機会を提供する。 

23 

若者ボランティア体験
講座の開催 

継続 ○    協 市 
   

若者を対象としたボランティア体験講座「とよかわボラナビ」を開催し、体験メニューとして三河国分
尼寺跡史跡公園で行う「天平ロマンの夕べ」などの文化財と接する機会を提供する。 

24 

市職員研修の実施 継続     人 市    

本市の文化財を行政全体として業務の中で活かすために、市職員研修のプログラムに取り入れる。 

ボ：ボランティア、学：小中学校、生：生涯学習課、高：高等学校、県：愛知県、人：人事課 

協：市民協働国際課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代の担い手の育成 措置⑨ 

図７−3 天平ロマンの夕べ 
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措置⑩ 伝える機会・体制の強化 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6～R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028～2030) 

R13～R15 

(2030～2033) 

25 

文化財の公開・展示 継続  ○   
生 
桜 
図 

市 
   

所有者や文化財活用拠点での文化財の公開・展示をより効果的に実施するために、市中央図書館のコ
ラボ展示も含め、相互に連携する体制を整える。 

26 

愛知県民の日・あいち
ウィーク・ラーケーシ
ョンの日に伴う事業 

新規   学  生 市 
   

文化財活用拠点において、あいち県民の日・あいちウィーク・ラーケーションの日に対応して平日に県
内の小中学生向けに常時体験や学びができるメニューを検討する。 

27 

伝統芸能公演の実施 継続  ○ ○  生 市 
   

赤坂の舞台伝統芸能公演を継続し、小屋掛け技術の継承と金沢歌舞伎などの伝統芸能団体の公演機会
を確保する。 

28 

地域生涯学習講座の
開催 

継続     生 市 
   

生涯学習センターを拠点に生涯学習指導員などと連携し、地域生涯学習講座を通して多くの市民に地
域にある文化財を伝える。 

29 

まちづくり出前講座
の実施 

継続     
生 
桜 

市 
   

多くの市民が文化財への理解や地域への愛着を深められるようなまちづくり講座を実施する。 

30 

ボランティア養成講
座の開催 

継続 ○    生 市 
   

三河国分尼寺跡史跡公園ボランティアガイド・豊川海軍工廠語り継ぎボランティア・赤坂宿ボランテ
ィアガイドの養成講座を定期的に開催し、継続的にボランティアを養成する。 

31 

ボランティアとの連携
体制の構築 

新規   
ボ 
観 

 
生 
商 

市 
観 

   

文化財活用拠点、市観光協会、市商工観光課のボランティアなどが相互に連携する体制を整える。 

 

 

 

 

 

伝える機会と体制の強化 措置⑩ 
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第７章 文化財の保存と活用に関する措置 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6～R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028～2030) 

R13～R15 

(2030～2033) 

32 

公有地化した史跡の
整備 

継続     生 
市 
国 

   

公有地化した史跡の本質的な価値を伝えるための整備を行う。 

33 

継承に関する補助の
実施 

継続     生 
市 
国 
県 

   

指定文化財に対する公開・伝承・記録作成に係る補助制度を周知して利用を促す。 

生：生涯学習課、桜：桜ヶ丘ミュージアム、図：中央図書館、学：小中学校、ボ：ボランティア、 

観：観光協会、商：商工観光課 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７−5 天平ロマンの夕べでの 

若者ボランティアの活動の様子 
図７−4 伝統文化出張講座の様子 

図７−6 あいち県民の日連携事業の様子 図７−7 伝統芸能公演の様子 



 

86 

方針６.情報発信の充実 

措置⑪ 情報発信ツールの活用 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6～R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028～2030) 

R13～R15 

(2030～2033) 

34 

市広報への掲載 継続     
秘 
生 

市 
   

市広報を通じ文化財の情報発信に務める。 

35 

町内会電子回覧板
の活用 

継続   町  協 町 
   

町内会電子回覧板を活用し、地域の文化財情報などを町内会員向けに発信する。 

36 

SNS・広報大使の
活用 

拡充     
元 
生 

市 
   

あらゆる世代や市内外に本市の魅力を伝えるため、SNS や広報大使などを活用した情報発信に取り組む。 

37 

文化財パンフレッ
ト・ガイドブック
の作成 

新規     生 市 
   

小中学生向けに、イラストやわかりやすい表現を用いたパンフレット・ガイドブックを作成し、文化財
の周知を図る。 

38 

現地説明会などの
開催 

継続     生 市 
   

遺跡の発掘調査・建造物調査の現地説明会や豊川海軍工廠跡地見学会など、直接文化財に触れる機会を
提供する。 

39 

文化財に関するホ
ームページの充実 

拡充   観  生 
市 
観 

   

市のホームページ内の文化財関連ページを充実させるとともに、市観光協会のホームページとも連携
し、市内外からの見学者への便宜を図る。 

40 

文化財説明板の整備 拡充     
生 
商 

市 
   

説明板の必要な箇所への新設と旧市町で設置された説明板について、更新の機会に統一的なデザイン
に改める。また、二次元コードなどで市や市観光協会のホームページと連携し、より多くの情報発信に
努める。 

秘：秘書課、生：生涯学習課、町：町内会、協：市民協働国際課、元：元気なとよかわ発信課、観：観光協会、

商：商工観光課 

  

情報発信ツールの活用 措置⑪ 
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第７章 文化財の保存と活用に関する措置 

方向性４．「みんなで活かす」ための措置 

方針７.あらゆる機会に文化財を活かす 

措置⑫ 活用の機会創出 
 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028~2030) 

R13～R15 

(2031~2033) 

41 

シンボルマークの
活用推進 

継続   企  〇 市 
   

文化財を身近に感じてもらうため、地域を代表する文化財をシンボルマーク化し、様々な場面で活用す
る。 

42 

歴史的建造物など
の活用 

拡充  ○ 
観 
文 

 生 市 
   

登録建造物への映画やドラマのロケの誘致、演劇の公演など多種多様な活用方法を検討する。 

43 
 

ウォーキングイベ
ントの開催 

拡充  ○ 
観
地
企 

 
生 
商 
保 

市 
   

様々な取組主体が文化財情報を共有し、文化財を活用したウォーキングイベントを開催する。また、ウ
ォーキングイベントに合わせて所有者が実施する文化財の公開などを支援する。 

44 

史跡公園でのイベ
ントの実施 

拡充 ○    生 市 
   

三河国分尼寺跡史跡公園における市民参加型の「天平ロマンの夕べ」を継続実施するとともに、ほかの
史跡公園においても、市民参加型のイベントの開催を検討する。 

45 

文化財を活かした
オリジナル商品の
開発 

拡充   会   
会 
企 

   

豊川商工会議所や商工会の会員による文化財を活用したオリジナル商品の開発や、市観光協会が認定
する「とよかわブランド」を活かした土産品の開発を推進する。 

企：民間企業、観：観光協会、文：文化協会、生：生涯学習課、地：地域団体、商：商工観光課、 

保：保健センター、会：商工会議所・商工会 

  
 

活用の機会の創出 措置⑫ 

図７−8 選挙の投票済証「ぼーとすみっす」 図７−9 文化財を活用したお菓子 



 

88 

措置⑬ 観光資源として活かす 

観：観光協会、生：生涯学習課、桜：桜ヶ丘ミュージアム、商：商工観光課、企：民間企業、会：商工会議所、

都：都市計画課、街：市街地整備課 

 

No 事業名 
新規 

継続 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10～R12 

(2028~2030) 

R13～R15 

(2031~2033) 

46 

文化財活用拠点の
魅力の向上 

継続  ○ 観  
生 
桜 
商 

市 
   

文化財活用拠点の定期的な維持管理に加え、美装化や活用に努める。 

47 

各種イベントの開
催 

継続 ○ 〇 
観 
企 

  観 
   

所有者と市観光協会などが連携して、文化財の活用や体験を取り入れた様々なイベントを開催し、市民
や観光客が訪れる機会を提供する。 

48 

周遊ルート観光の
促進 

拡充  ○ 観  商 市 
   

自動車や公共交通機関を利用した魅力的な周遊ルートを所有者と連携して新たに設定し、アクセス方
法や駐車場の確保を検討する。 

49 

豊川稲荷門前の活
性化 

継続   
観
会 

 
都 
街 
商 

市 
会 

   

豊川稲荷の午年開帳（2026 年）と大開帳（2030 年）に合わせ、門前の活性化を図るとともに歴史的
資源の活用を検討する。 

50 

年間を通じた観光
資源の収集と発信 

継続   観  商 
市 
観 

   

四季に合わせた自然や手筒花火・山車巡行などの祭礼行事の情報を収集し、年間を通じた観光情報を市
外に発信する。 

51 

自転車道の整備 新規     ○ 
市 
国 

   

自転車を移動手段とした見学者向けに、自転車道の整備を検討する。 

観光資源として活かす 措置⑬ 

図７−11 正月の豊川稲荷門前の様子 図７−10 マイストーリーとよかわ 

（財賀寺でヨガ）の様子 
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１．関連文化財群の目的 

関連文化財群とは、市域に点在する多種多様な文化財を地域の歴史文化の特性と関連付け、

一定のまとまりとして捉えるものです。指定や未指定、また文化財保護法の類型外の文化財も

関連文化財群の構成要素として位置付け、文化財の多面的な価値や魅力を見つけることを目的

としています。 

 

２．関連文化財群の設定の考え方  

第 3 章で示した歴史文化の特性について、あらためて一覧としてまとめると表 8—1 のとおり

となります。これら 5 項目 10 のテーマにわたる特性のうち、実際に見ることができる・評価が

定まっている・見学者への利便性が図られている・関連する要素が市域内に広く認められると

いう観点から 6 つの関連文化財群を設定します。 

   

 

表 8-1 豊川市の歴史文化の特性一覧 

①豊かな自然環境に育まれた歴史文化 

‐1 本宮山や豊川を始めとした自然環境と風土 

‐2 数多く築造された多彩な古墳 

②古代三河国の中心として栄えた歴史文化 

‐1 国府・国分寺・国分尼寺から浮かび上がる古代三河国の首府 

‐2 説話が語る古代の三河 

③交通の要衝として発展してきた歴史文化 

‐1 近世東海道を中心とした街道交通 

‐2 海上交通と河川交通 

④多様な支配の中で培われた歴史文化 

‐1 戦国時代から江戸時代の支配の変遷を物語る文化財 

‐2 ムラ・マチの祭礼行事 

⑤近現代の歩みを示す歴史文化 

‐1 近代を支えた産業 

‐2 豊川海軍工廠と豊川市 
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第８章 関連文化財群 

３．関連文化財群 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 関連文化財群の主な分布 

  

関連文化財群① 本宮山や豊川を始めとした自然環境と風土 

関連文化財群② 数多く築造された多彩な古墳 

関連文化財群③ 市域で形成された大江定基伝承 

関連文化財群④ 近世東海道を中心とした街道交通 

関連文化財群⑤ 戦国時代から江戸時代までの支配の変遷を物語る文化財 

関連文化財群⑥ 豊川海軍工廠と豊川市 

 

関連文化財群１

関連文化財群２

関連文化財群３

関連文化財群４

関連文化財群５

関連文化財群６

凡例
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関連文化財群①  本宮山や豊川を始めとした自然環境と風土 

本宮山は市域最高峰で、この山麓に連なる扇状地や段丘面の広大な山林原野は人々の生活を

支えてきました。本宮山の眼下には豊川が流れ、肥沃な土壌や豊かな生物相の形成という恩恵

を受けるとともに、地域住民にとっては水害が生活を脅かす存在でもありました。また、豊川

右岸の河岸段丘に沿った湧水地には市域を代表する社寺が建立され、縄文時代以来の人々の営

みもありました。 

こうした本宮山や豊川を始めとした自然環境と風土というテーマから文化財を抽出すると、

表 8—2 のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 8-4 関連文化財群①の構成要素の分布 

 

図 8−3 本宮山と霞堤 図 8−2 豊川から臨む本宮山 



 

93 

第８章 関連文化財群 

表 8-2 関連文化財群①の構成要素一覧 

番号 名称 種別 概 要 

１ 

砥鹿神社奥宮の社叢 県天然記念物 
奥宮には大己貴命が祀られ、『日本文徳天皇実録』に嘉

祥 3（850）年の神階授与の記述がみられる。山頂の奥宮

の南に自然林の社叢が広がり、1月 15日の早朝にその年

の作物の豊凶作を占う粥占祭が行われる。 
粥占祭 市無形民俗 

２ 籰繰神社の社叢 市天然記念物 

社伝によると豊川の水害のため慶長 13（1608）年に現地

へ移ったという。社叢の上層は常緑広葉樹・常緑針葉

樹、中層はクロバイなどの中高木、下層にはマンリョウ

などが見られる。 

３ 
牛の滝とその付近の自

然 
市名勝 

新城市との市境を流れる境川にある滝で、高さ 10ｍ・幅

2ｍ余りの雄滝と、下流の高さ 4ｍ・幅 4ｍの雌滝からな

り、常竜滝や黄牛滝とも呼ばれている。 

４ 宝円寺のシダレザクラ 県天然記念物 
推定樹齢 500 年の老木 1本のほか、昭和 30年代前半の移

植で根付いた若木 1本がある。 

５ 服織神社のツガ 市天然記念物 

服織神社は慶長（1596～1615）の頃に現在地に移転した

とされ、市天然記念物のツガは御神木として保護されて

いる。 

６ 水神平遺跡 市史跡 
弥生時代前期を中心とした遺跡で、「水神平式」土器の

標識遺跡となっている。 

７ 

砥鹿神社里宮  未指定 田遊祭の始まりは中世に遡ると考えられている。 

火舞祭は「火鑽神事」を中心としている。 

ケヤキは境内東側の河岸段丘斜面にあり、県下有数の巨

木として知られ、樹齢は 600年と推定されている。 

田遊祭・火舞祭 市無形民俗 

砥鹿神社のケヤキ 県天然記念物 

８ 豊川洪水破堤跡 未指定 
昭和 44（1969）年の豊川の洪水で堤防が決壊した場所

で、現地（金沢橋の北）に表示板がある。 

９ 
松原用水旧取水口人造

石遺産 
未指定 

明治 2（1869）年に取水口が日下部村（豊津町）から移

転され、現地には人造石を用いた樋門が遺る。 

10 大和の大いちょう 未指定 旧大和小学校の新築記念に植樹されたイチョウ。 

11 麻生田大橋遺跡 未指定 

縄文時代晩期の土器棺墓群を中心とした遺跡で、出土し

た土偶の数は県内最多を誇る。出土遺物は桜ヶ丘ミュー

ジアムにて常設展示している。 

12 玉林寺のクス 市天然記念物 
市域のクスノキでは最大の大きさで、樹齢は 600 年以上

とされている。 

13 花井寺の泉 未指定 
境内に「牛窪記」、「牛窪密談記」に記載のある家康公

出世の泉（花井の泉）跡がある。 

14 神明社本殿 未指定 
寛永 3（1626）年の神明社本殿で、一間切妻、神明造流

板葺。豊川の洪水被害をたびたび受けている。 

15 黄木家住宅と水屋 未指定 

豊川の氾濫対策として石垣の上に建てられた建物で、明

治 27（1894）年建築の水屋と明治 37（1904）年建築の主

屋がある。 

16 霞堤（鎧堤） 未指定 
豊川の氾濫に備えた不連続な堤防跡で、豊川放水路が完

成した昭和 40（1965）年まで使用されていた。 

17 三明寺の泉 未指定 
境内には、かつて豊富な湧水をたたえた「宝飯の泉」跡

がある。 

18 牛久保のナギ 国天然記念物 

樹高 20ｍの雄株で、この地方でこれほど大きくなること

は珍しく、昭和 13（1938）年に国の天然記念物に指定さ

れている。このほか境内には 2本の雌株がある。 

19 
篠束遺跡出土木製品

（一括） 
未指定 

弥生時代中期の遺跡で、豊川放水路建設に伴って調査さ

れ、多量の木製品が出土している。 

20 五社稲荷社 未指定 

文政 13（1830）年に京都伏見稲荷大社より五神を勧請し

たのが始まりとされるが、実際の創立は延享 4（1747）

年以前に遡るとみられる。境内にはかつて湧水があっ

た。 
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番号 名称 種別 概 要 

21 欠山遺跡 未指定 
弥生時代終末期の「欠山式」土器の標識遺跡となってお

り、複数の地点で貝を含む環濠を検出している。 

22 菟足神社貝塚 市史跡 

縄文時代晩期の貝塚遺跡で、ハマグリを主体とした貝層

を確認している。令和 4（2022）年度に菟足神社貝塚公

園として整備、令和 5（2023）年度に開園。 

23 柏木浜 市史跡 

菟足神社の当初の鎮座地と伝えられる場所で、周辺には

古代東海道の渡船場である志香須賀の渡があったとも伝

えられている。 

24 平井稲荷山貝塚 市史跡 
縄文時代晩期の貝塚遺跡で、市域では最も多くの人骨が

発掘されている。 

 

【現状】 

本宮山は本市を代表する名所であり、市域東部の小中学校の校歌としても歌われる故郷の

景観となっています。 

豊川が形成した段丘崖下はかつて、豊富な湧水に恵ま

れていました。社寺の境内林の日常的な管理は、所有者に

よって行われていますが、大和の大いちょうについては

市公園緑地課が管理し、市観光協会によって毎秋にライ

トアップなどのイベントを行っています。 

豊川河口部の菟足神社貝塚については、令和 5（2023）

年度に菟足神社貝塚公園として開園し、説明板を設置し

て見学者の便宜を図っています。 

 

【課題】 

・遺跡への説明板の設置と見学者に向けた情報発信 

・発掘調査の成果や出土遺物の活用 

・巨樹や社寺の境内林の専門的な診断を踏まえた保護 

・菟足神社貝塚公園の市民への周知と活用 

・関連文化財群を活かした魅力的な周遊ルートの検討 

 
 

【方針】 

本市を代表する景観である本宮山や豊川を始めとした自然環境と風土を関連文化財群とし

て活用するために関係者と連携したイベントを開催します。説明板の未設置個所には新設し、

説明板では伝えきれていない発掘調査の成果や出土遺物については、市ホームページに掲載

し、説明板と連携させ活用を図ります。樹木については、県の事業を活用し、専門的な診断

が受けられるようにします。また、菟足神社貝塚公園を地域に親しまれ、学習の場となるよ

うな活用を図ります。 

 

 

図８−5 菟足神社貝塚公園 
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【関連文化財群①に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

①−１ 

説明板の整備 拡充     生 市    

説明板未設置の遺跡に説明板を新設し、合わせて二次元コードを活用し発掘調査の成果や出土遺物を掲

載した市ホームページへ誘導することで、情報提供を図る。 

①−２ 

菟足神社貝塚公園の

周知と活用 
拡充 ○  

学 

地 
 生 市    

地域と連携した美化活動や小中学校の学習の場としての活用を図る。 

①−３ 

とよかわ御朱印巡り

の実施 
継続  〇 観   観    

とよかわ御朱印巡り（砥鹿神社里宮・奥宮・籰繰神社・花井寺・三明寺・五社稲荷社・菟足神社）を通し

て、関連文化財群の周知を図る。 

①−４ 

ふるさと樹木診断の

実施 
継続  〇   

県 

公 
県    

巨樹、名木などのうち、樹勢の衰えているものについて県林務課が行う樹木診断事業を活用し、保護に

取り組む。 

①−５ 

ウォーキングイベン

トの開催 
拡充  〇 

観 
地 
企 

 
生 
商 
保 

市    

様々な取組主体が文化財情報を共有し、文化財を活用したウォーキングイベントを開催する。また、ウ

ォーキングイベントに合わせて所有者が実施する文化財の公開などを支援する。 

①−６ 

出土遺物の活用 継続     
生 
桜 

市    

こざかい葵風館や桜ヶ丘ミュージアムでの出土遺物展示とともに市ホームページなどで写真を公開す

る。 

生：生涯学習課、学：小中学校、地：地域団体、観：観光協会、県：愛知県、公：公園緑地課、企：民間企業、 

商：商工観光課、保：保健センター、桜：桜ヶ丘ミュージアム 
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関連文化財群②  数多く築造された多彩な古墳 

市域には本宮山麓を中心に 430 基以上の古墳が造られ、この中でも八幡町に所在する前方後

円墳の船山古墳（船山第 1 号墳）は三河地域最大級の規模を誇ります。このほかには積石塚古

墳もあり、市域の古墳から出土した遺物は様々な地域との交流を物語ります。 

こうした数多く築造された多彩な古墳というテーマから文化財を抽出すると、表 8—3 のとお

りになります。 

 

 

 

 

図 8-8 関連文化財群②の構成要素の分布 

図８−6 船山古墳（船山第１号墳）全景 図８−7 旗頭山尾根古墳群 
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表 8-3 関連文化財群②の構成要素一覧 

番号 名称 種別 概 要 

１ 
船山古墳（船山第 1号

墳） 
市史跡 

古墳時代中期後葉の前方後円墳で、三河地域最大級の規

模を誇る。過去の調査では、畿内勢力との関係性を示唆

する特殊な土器類が出土している。 

２ 久保古墳 未指定 
直径約 20ｍの古墳時代後期の円墳で、墳頂部には横穴式

石室の天井石が露出している。 

３ 船山古墳 市史跡 
古墳時代後期前葉の前方後円墳で、全長は 37ｍをはか

り、畿内勢力との関係性を示す埴輪が出土している。 

４ 穴観音古墳 市史跡 
古墳時代終末期の円墳で、過去の発掘調査では 3段の外

護列石が確認され、春には桜の名所として知られる。 

５ 観音山古墳 市史跡 
古墳時代終末期の円墳で、発掘調査から直径 23ｍの規模

が復元されている。 

６ 糟塚古墳 市史跡 
五社稲荷社境内に所在する直径 17.5ｍの円墳で、築造時

期など、詳細については明確でない。 

７ 旗頭山尾根古墳群 県指定 
吉祥山から延びる尾根上に 24基の積石塚が現存し、築造

時期は古墳時代後期後葉から終末期と考えられている。 

８ 上野第 1号墳 未指定 
西光寺境内にある直径約 14ｍの円墳で、周辺にはかつて

全部で 9基の古墳が築造されていた。 

９ 円福原第 3号墳 未指定 

かつて 8基で構成された円福原古墳群のうち、現存する

唯一の古墳。小規模な円墳であるが、未調査のため詳細

は明確でない。 

10 炭焼（平）古墳群 県史跡 

古墳時代後期から終末期の計 40基で構成される古墳群

で、現在では全長 16ｍの前方後円墳 1基と円墳 4基が遺

る。 

11 丸塚古墳群 未指定 
円墳 3基からなる古墳群であるが、未調査のため詳細は

明らかでない。 

12 念仏塚 1号墳 市史跡 
全長約 30ｍの前方後円墳で、周辺にはかつて全部で 8基

の古墳が築造されていた。 

13 勝山第 1号墳 未指定 

豊川左岸に所在する古墳時代前期の前方後方墳で、全長

は 44ｍと推定されている。未調査のため詳細は明らかで

ない。 

14 赤塚山第 1号墳 未指定 

古墳時代終末期の円墳で、過去の調査ではガラス小玉約

200 個や金銅装耳環などが出土し、赤塚山公園内に現地

保存している。 

15 海獣葡萄鏡（付鉄刀） 県考古資料 

昭和 35（1960）年に大木町の森月 1 号墳から出土した直

径 13.8 ㎝の海獣葡萄鏡で、桜ヶ丘ミュージアムにて常設

展示している。 

16 鳥鈕蓋付台付壺 県考古資料 
炭焼平 14号墳で出土した鳥形の鈕を持つ装飾須恵器で、

桜ヶ丘ミュージアムにて常設展示している。 

17 
念仏塚 5号墳出土形象埴

輪 
未指定 

力士や胡坐の人物、島田髷の頭部など、多様な人物埴輪

があり、桜ヶ丘ミュージアムにて常設展示している。 

18 
船山古墳（船山第 1号

墳）土層剥ぎ取り 
未指定 

前方部の発掘調査で確認した土層断面について、三河天

平の里資料館にて一部剥ぎ取り展示している。 
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【現状】 

船山古墳（船山第 1 号墳）・炭焼（平）古墳群・丸塚古墳群（2 号墳）・赤塚山第 1 号墳は公

有地化し保存を図っています。 

船山古墳（船山第 1 号墳）では、復元した埴輪棺の現地（豊川信用金庫国府支店上宿出張所）

展示や剥ぎ取り土層断面の三河天平の里資料館での常設展示を実施しています。また、船山古

墳（船山第１号墳）は地元団体により草刈や清掃活動が行われ、地域行事の場として活用され

ています。 

赤塚山公園整備に合わせて発掘調査をした赤塚山第１号墳は園内に保存され、市公園緑地課

が公園の一部として管理しています。このほかの古墳も発掘調査や墳丘測量、出土遺物の調査

によって実態の把握がある程度進んでいます。 

 

【課題】 

・船山古墳公園（仮称）の保存活用における地域との連携 

・説明板の設置と見学者に向けた情報発信 

・関連文化財群を活かした魅力的な周遊ルートの検討 
   

【方針】 

数多く築造された多彩な古墳を関連文化財群として活用するために関係者と協力したイベ

ントを開催します。古墳は古くから地域のシンボルとなっていることから、古墳の保存・活

用については地域と連携して行っていきます。また、市所有地内や市が管理する古墳につい

て、関係各課で協力し、古墳を知ってもらうための説明板の設置を含めた情報発信や活用を

検討します。 

    

図８−9 穴観音古墳 

図８−10 三河天平の里資料館での船山古墳

（船山第１号墳）土層断面展示 
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第８章 関連文化財群 

【関連文化財群②に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

②−１ 

船山古墳公園（仮称）

の保存・活用 
拡充 ○  地  生 市    

船山古墳公園（仮称）の整備に合わせて、地域団体と協働した保存・活用の取組を検討する。 

②−２ 

関連文化財群の活用 新規   観  生 観    

赤塚山公園などの季節のイベントに合わせて、古墳見学など関連文化財群の活用を検討する。 

②−３ 

公有地における未調

査古墳の活用 
新規     生 市    

公有地における未調査古墳の活用に向けた取組を検討する。 

②−４ 

説明板の整備 拡充     生 市    

説明板未設置の遺跡に説明版を新設し、合わせて二次元コードを活用し発掘調査の成果や出土遺物を掲

載した市ホームページへ誘導することで、情報提供を図る。 

②−５ 

ウォーキングイベン

トの開催 
拡充  〇 

観 
地 
企 

 
生 
商 
保 

市    

様々な取組主体が文化財情報を共有し、文化財を活用したウォーキングイベントを開催する。また、ウ

ォーキングイベントに合わせて所有者が実施する文化財の公開などを支援する。 

地：地域団体、生：生涯学習課、観：観光協会、企：民間企業、商：商工観光課、保：保健センター 
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関連文化財群③  市域で形成された大江定基伝承 

平安時代中期に三河国司であった大江定基について、『今昔物語集』には風祭りに関係した説

話があります。そして、江戸時代中期の地誌には定基と市域にまつわる伝承がみられ、いくつ

かの社寺の由来や文化財の伝来と結び付けられて、現在まで伝わっています。 

市域で形成された大江定基伝承というテーマから文化財を抽出すると、表 8—4 のとおりにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 8-12 関連文化財群③の構成要素の分布 

図８−11 長福寺 



 

101 

第８章 関連文化財群 

表 8-4 関連文化財群③の構成要素一覧 

番号 名称 種別 概 要 

１ 三河国二葉松 市歴史資料 
佐野監物により元文 5（1740）年書かれた徳宝院に伝わる

三河の地誌で、市域の定基伝承地を紹介している。 

２ 財賀寺文殊堂 国登録 

廃寺となった舌根寺の文殊堂を財賀寺に移築し、定基が愛

妾力寿の菩提を供養するために恵心僧都に願って彫造した

文殊菩薩を祀る。知恵文殊として今でも信仰が厚く、毎年

3月 25 日の文殊まつりには学問祈願のために多くの参詣者

がある。 

3 

舌根寺跡 未指定 

文殊菩薩の夢のお告げにより、力寿の舌を切り取り陀羅尼

山の峰に埋め、一堂を建てて文殊像を祀り、力寿山舌根寺

と称したと伝わる。 

木造宝冠阿弥陀如来坐像 県彫刻 
舌根寺の旧本尊と伝えられ、現在では財賀寺に所蔵されて

いる。 

力寿の碑 未指定 
安永 5（1776）年に財賀寺住職昶如法印が舌根寺の由来を

伝えるために建立した。 

力寿のサクラ 未指定 
力寿の碑の近くに植えられた桜をいつからか力寿のサクラ

と呼ぶようになった。 

4 

長福寺 未指定 
赤坂の長者宮道弥太次郎長冨が、娘の力寿の菩提を弔うた

めに建立したとされる。 

木造聖観音立像 県彫刻 定基が寄進した恵心僧都作の聖観音菩薩像とされる。 

大江定基木像 未指定 
寺伝では、出家した定基が自ら刻んだ自像を宋の国から送

ってきたとされている。 

上臈石（力寿姫の墓） 未指定 
力寿の遺骸を父宮道弥太次郎長冨が引き取り、裏山に埋葬

したとされる。 

5 関川神社 未指定 

定基の命を受け、赤坂の長者宮道弥太次郎長冨が関川地内

のクスノキのそばに一堂を建て、市杵島媛命を祀ったのが

初めと伝えられる。 

6 

西明寺 未指定 
寺伝によると寺の開基は定基が六光庵を営んだことに始ま

るといい、定基の墓が伝えられている。 

愛染明王像 未指定 
寺伝によると定基が都に帰るときに残していった像とされ

ている。 

7 大社神社 未指定 

社伝によると、定基が三河守として赴任した際、三河国の

安泰を祈念し、出雲国大社より大国主命を勧請し、合わせ

て三河国中の諸社の神々も祀ったとある。 

８ 花井寺 未指定 
豊川の里の長者の娘に、ふない・いわい・はないという美

しい娘がおり、三河国司定基の妻になることを望んでいた

が、父の死や定基の出家により妻となる願いが叶わず、娘

達は世を儚み、尼となったという。はない・ふないの庵の

跡に建てられたのが花井寺、延命寺だと伝えれる。 
9 船井山延命寺 未指定 

10 三明寺の弁財天像 未指定 

定基が在りし日の力寿の面影を偲び、力寿に似せ愛用の琵

琶を抱かせて刻んだ弁財天像と伝えられ、馬方弁天ともい

う。 
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番号 名称 種別 概 要 

11 菟足神社の風祭り 市無形民俗 

『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』には、風祭りで猪を生

贄として生きながら殺す残忍なありさまを見て定基が出家

をしたという逸話がある。 

12 西原館（尼の御所） 未指定 
成徳寺境内に堀と土塁が残存し、定基の妻の館跡と伝えら

れる。 

13 大江定基居館跡 未指定 
『広石村誌』によると、御津山山頂に定基の居館があり、

間取り図が示されている。 

 

【現状】 

大江定基は、三河国司として平安時代の資料にみられる実在の人物ですが、鎌倉時代から市

域との関係を含む逸話が旅人によって拡散され、のちに社寺の由来や文化財の伝来と結び付け

られて現代でも語られています。『愛知県史』や『新編豊川市史』、『音羽町史』でも定基を取り

上げていますが、定基と本市との関わりの周知や文化財と関連した活用は少なく、市観光協会

の「おでかけスポットナビ」にて「力寿姫と定基ロマンスコース」として紹介されていますが、

市域西部のみにとどまっています。 

 

【課題】 

・大江定基についての情報発信 

・大江定基にゆかりのある文化財所有者間の連携 

・関連文化財群を活かした魅力的な周遊ルートや新しいイベントの検討 
   

【方針】 

大江定基にまつわる関連文化財群を活用し、本市が古代の三河国の中心であったことを物

語として周知していきます。 

市観光協会や文化財所有者と連携し、情報発信や社寺の行事に合わせた周遊ルートの設定

やイベント開催を検討します。 

  

図８−13 上臈石（力寿姫の墓） 



 

103 

第８章 関連文化財群 

【関連文化財群③に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

③−１ 

大江定基伝承の情報
発信 

拡充  ○ 観  生 
市 

観 
   

市域の文化財と関連する大江定基伝承を市観光協会のホームページに掲載するとともに、既存の説明板

に二次元コードを追加し、ホームページに誘導することで、情報提供を図る。 

③−２ 

とよかわ御朱印巡り
の実施 

拡充  ○ 観   観    

大江定基にゆかりのある社寺における御朱印巡りを通して、関連文化財群の周知を図る。 

③−３ 

文化財所有者間の連携 新規  ○ 観   観    

大江定基にゆかりのある社寺がそれぞれに取り組む事業について、連携した活用の機会となるように検

討する。 

③−４ 

周遊ルート設定やイ
ベントの検討 

新規  〇 観  生 観    

関連文化財群を巡る周遊ルートの設定や社寺の行事に合わせたイベントを検討する。 

観：観光協会、生：生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８−14 力寿の碑 
図８−15 木造宝冠阿弥陀如来坐像 
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関連文化財群④  近世東海道を中心とした街道交通 

江戸時代、市域には幕府の管轄していた東海道と本坂通が通じ、またこれらと交差して海と

内陸を結ぶ幾筋もの街道もありました。街道は隣接するマチやムラ、さらにそこから先へとつ

ながり、人の交流が文化を育み、物流が富をもたらしました。庶民の旅が盛んになると豊川稲

荷への参詣者も増え、門前町としての活気がもたらされました。 

こうした近世東海道を中心とした街道交通というテーマから文化財を抽出すると、表 8—5 の

とおりになります。 

 

 

図 8-18 関連文化財群④の構成要素の分布 

図８−16 追分常夜灯と秋葉三尺坊道標 図８−17 豊川稲荷本殿 
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第８章 関連文化財群 

表 8-5 関連文化財群④の構成要素一覧 

番号 名称 種別 概要 

1 菟足神社西参道石鳥居 市建造物 

東海道に面した西参道の入口にある鳥居で、元禄 4

（1691）年に吉田城主小笠原長重により奉納され、

市内で最も古い石鳥居。 

2 

芭蕉句碑「唐がらし」 未指定 
昭和 15（1940）年に芭蕉 250回忌で建立された句碑

で、伊奈立場茶屋跡に遺る。 

伊奈立場茶屋跡 未指定 

貞享 4（1687）年に保科正容が将軍の名代（代理）と

して京都に向かうときに建てられたのが始まりで、太

田南畝『改元紀行』や地理学者長久保赤水『長崎行役

日記』などにも記され、咳の薬である良香散が売られ

ていた。 

3 秋葉山常夜灯（国府町） 未指定 寛政 12（1800）年建立の秋葉山常夜灯。 

4 

芭蕉「紅梅」碑 未指定 天保 14（1843）年芭蕉 150 回忌に建立。 

片岡丈右衛門の供養塔 未指定 
赤坂代官国領半兵衛が手代の片岡丈右衛門に指示し

たことにより、国府市が始められたという。 

5 白井家住宅主屋 国登録 
東海道に面して酒造業を営んでいた住宅で、江戸時

代末の建築とされる。 

6 大社神社の臨時大祭 未指定 
7月最終の土日。山車、歌舞伎行列、手筒・大筒・

仕掛・打上煙火が奉納される。 

7 
追分常夜灯と秋葉三尺坊道

標 
未指定 

東海道と本坂通の分岐点に所在し、常夜灯は安政 3

（1856）年、秋葉三尺坊道標は明治 16（1883）年に

秋葉参詣の道案内のために設置された。 

8 豊川社道道標（追分） 未指定 
嘉永 6（1853）年の建立で、かつては石鳥居があっ

た。 

9 御油神社の例大祭 未指定 
8月第一土日。山車、獅子、手筒・大筒・仕掛け・

打上煙火が奉納される。 

10 森家住宅 未指定 
東海道御油宿の飛脚を営んでいた建物で、幕末～明

治の建築とされる。江戸時代の屋号は「竹屋」。 

11 御油宿交通資料（5 点） 市歴史資料 

慶長 5（1600）～7（1602）年までの伝馬に関する資

料で、御油と赤坂宿が併記され当初 2宿で 1宿とさ

れていたことがわかる。（御油連区所蔵） 

12 東林寺 未指定 
嘉永元（1848）年に御油宿内の池で同時に入水した

飯盛女 5人の墓がある。 

13 御油のマツ並木 国天然記念物 
街道整備の一環として植えられた松並木で、江戸時

代を通じ御油宿が中心となり管理されてきた。 

14 芭蕉「夏の月」碑 未指定 

関川神社にある芭蕉の句碑で、旧句碑は宝暦元

（1751）年、新句碑は明治 26（1893）年に建立され

た。 

15 宮道天神社の雨乞い祭り 未指定 8月第三土日。山車と歌舞伎行列が練り歩く。 

16 大橋屋（旧旅籠鯉屋） 市建造物 
文化 6（1809）年の大火以降の東海道赤坂宿の旅籠

屋建物で、復元修理を経て市で公開活用している。 

17 

鰐口（浄泉寺） 市工芸品 
寛文 9（1669）年に赤坂在住の松平喜三郎により寄

進された。 

浄泉寺のソテツ 未指定 
歌川広重の東海道五十三次赤坂宿に描かれたソテツ

といわれる。樹齢は 150 年以上と推定される。 

18 村田五郎左衛門日記 市歴史資料 
赤坂宿の問屋役を務めた村田五郎左衛門の文久 4

（1864）年から明治 14（1881）年までの日記。 
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19 

杉森八幡社の大名行列 未指定 
10月第二土日。明治以前は、宮道天神社の上宮町・

下宮町の余興であった。 

音羽赤坂人形 市有形民俗 
江戸時代、赤坂で祭礼の余興として行われた人形浄

瑠璃で使われたカシラ。 

赤坂の舞台 市有形民俗 
明治 5（1872）年に舞台開きを行った廻り舞台を持

つ農村舞台。 

20 赤坂の高札 市有形民俗 
正徳元（1711）年の幕府の禁令を記し、高札場に掲

示されていた。赤坂宿場資料室にて展示している。 

21 

正法寺 未指定 

中興の祖は、三河守源範頼の長男範円という。万延

元（1860）年に改築された本堂は豊川稲荷と同じ諏

訪和四郎の建築による。 

切支丹禁制の高札 未指定 
赤坂宿の高札場に掲示されたキリシタンを取り締ま

る幕府の高札で、正法寺が所蔵する。 

22 

赤坂旧事記 市歴史資料 寛政 12（1800）年に松平正喬が記した地誌。 

算額 市歴史資料 
文化 12（1815）年赤坂代官所の斉藤為五郎により街

道に掲示された算額。 

23 

三宝赤駅神事集 市歴史資料 
赤坂宿の旅籠屋主人鈴木金四郎が書き記した安永年

間から享和 3（1803）年までの祭礼の記録。 

鈴木金四郎清房一世之記 市歴史資料 
明和元（1764）年生まれの旅籠屋主人鈴木金四郎の

一代記。 

24 芭蕉「かげろう」句碑 市史跡 
寛保 3（1742）年、芭蕉の没後 50年を記念し、芭蕉

の真蹟を元に建立された。 

25 豊川稲荷（妙厳寺）と門前 未指定 

妙厳寺は嘉吉元（1441）年に東海義易禅師により開

創され、天文年間に今川義元が伽藍を配置し、寺領

を寄進したという。稲荷は妙厳寺の鎮守である吒枳

尼真天のことで中世以降信仰され、寺より有名にな

ったのは明暦年間以降と言われ、商売繁盛・家内安

全・福徳開運の神として稲荷信仰が庶民層に広まる

ようになった。 

26 
進雄神社の例大祭 未指定 7月 20日前後の金土日。綱火・手筒・打上・仕掛け

煙火。山車・笹踊りが奉納される。 進雄神社の奉納綱火 県無形民俗 

27 中村家住宅主屋 国登録 
天保 14（1843）年に伊那街道沿いに建てられた農家

住宅。 

28 牛久保の若葉祭 県無形民俗 

永正 2（1505）年、牛久保城主牧野古白が、若宮八

幡宮に参詣したとき今川氏より築城を命じられたこ

とを喜び、村人を城中に引き入れ酒宴を開いたこと

に始まるとされる。 

29 砥鹿神社西参道石鳥居 市建造物 
元は本坂通沿いにあった。豊川海軍工廠の空襲によ

り被爆し、現在の場所に移設された経緯がある。 

30 東上分一番所跡 未指定 
豊川の舟荷と伊那街道の輪送荷物の運上を徴収した

場所。 

31 砥鹿神社道標 未指定 安政 7（1860）年に羽田野敬雄が建立した。 

32 大木の伝馬免許状 市書跡 
慶長年間に信濃筋（伊那街道）に出された伝馬制度

を示す古文書。 

33 東海道一里塚跡（伊奈） 未指定 

街道の一里ごとに設けられた塚で、現地には標柱が

ある。 

34 東海道一里塚跡（国府） 未指定 

35 東海道一里塚跡（長沢） 未指定 

36 本坂通一里塚跡（諏訪） 未指定 

37 本坂通一里塚（三谷原） 未指定 
街道の一里ごとに設けられた塚で、現地には土の高

まりが遺る。 
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【現状】 

市域は古代から現代に続く交通の要衝です。特に近世の東海道は、現代でも東京から京都ま

で 53 次を巡る観光客に親しまれています。 

市域には御油宿と赤坂宿があり、御油のマツ並木を挟んで御油・赤坂宿が近接していること

から、宿場間を手軽に歩くことができる利点を活かし、市生涯学習課や市商工観光課・市観光

協会・地域がそれぞれにウォーキングイベントを開催しています。宿場を案内する施設として

は、御油宿に市商工観光課所管の御油の松並木資料館があり、赤坂宿には江戸時代の建物とし

て復元整備した大橋屋（旧旅籠鯉屋）や赤坂宿場資料室（音羽生涯学習センター内）がありま

す。大橋屋には赤坂宿ボランティアガイドが常駐し、大橋屋や赤坂宿の案内をしています。 

東海道と伊那街道沿いの宿場の名残を遺す建物は少なくなっていますが、街道風情を今に伝

える道標・常夜灯・石仏・句碑などが遺されています。 

しかし、いずれの街道も車道として整備され、当時のルートが分かりにくくなっている箇所

もあり、歩道幅が狭く歩行者の安全を確保することが難しい状況にもあります。 

また、両街道沿いの宿場町や在郷町では、古くから山車まつりなどの街道を彩る伝統芸能が

行われていますが、担い手が減少し伝統の継承が困難な地区もあります。 

 

【課題】 

・徒歩見学者の安全確保やルート案内表示の整備 

・御油・赤坂宿を一体として、それぞれの地域と協力した関連文化財群の活用 

・街道沿いの石造物などの調査 

・伝統芸能の継承のための支援 

 
 

【方針】 

東海道を歩いて見学する観光客への安全に配慮しつつ、当時の面影を楽しんでもらうため

の環境整備や新たなイベントを検討します。また、街道沿いの文化財調査を行い、江戸時代

から遺る石造物などの紹介や御油・赤坂宿の魅力を高める取組を推進します。 

また、街道を通じて伝わってきた伝統芸能の継承を支援していきます。 
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【関連文化財群④に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

④−１ 

観光資源としての 
磨き上げ 

新規     ○ 
市 

県 
   

近世東海道を始めとした街道のルート案内表示、カラー舗装化などを関係部署と検討する。 

④−２ 

御油・赤坂宿の連携 拡充   地  
生 

商 
市    

御油連区・赤坂町内会と市が協働し、文化財活用拠点や御油のマツ並木を活用し、地域住民が文化財に

親しむイベントを開催する。 

④−３ 

御油のマツ並木の維
持管理 

継続   
地 

学 
 

生 

公 

道 

市    

御油松並木愛護会・御油小学校と市が協働し、御油のマツ並木の景観の維持、保護増殖、堤塘の草刈な

どを行う。 

④−４ 

街道の文化財調査 新規   学  生 市    

本坂通（姫街道）・伊那街道・平坂街道沿いの小学校と協力し、関連する文化財の調査を行う。 

④−5 

伝統芸能などの支援 継続     生 市    

赤坂の舞台伝統芸能公演や、東海道・伊那街道沿いの山車まつりなどの支援を行います。 

県：愛知県、地：地域団体、生：生涯学習課、商：商工観光課、学：小中学校、公：公園緑地課、道：道路
河川管理課 

 

  

図８−19 大橋屋での門松作業の様子 図８−20 御油のマツ並木での 

    卒業記念植樹の様子 
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関連文化財群⑤  戦国時代から江戸時代までの支配の変遷を物語る文化財 

戦国時代、市域では牧野氏・本田（多）氏・長沢松平氏などが台頭しましたが、後に今川氏に、

ついで松平（徳川）氏の領国支配に組み込まれました。その後、吉田城主の酒井忠次、そして池

田照政（輝政）の支配を受けました。 

江戸時代には一大名による一元的な支配を受けない非領国地域となりましたが、赤坂には

三河の幕府領の大半を治めた代官所（陣屋）が置かれていました。 

戦国時代から江戸時代までの支配の変遷を物語る文化財というテーマから文化財を抽出す

ると、表 8—6 のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 8-23 関連文化財群⑤の構成要素の分布 

図８−21 岩略寺城跡遠景 図８−22 江戸時代の村々 

      （三州八郡地理之図） 
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表 8-6 関連文化財群⑤の構成要素一覧 

番号 名称 種別 概 要 

１ 茂松城跡 市史跡 

文明・長享の頃、細川勝久が今川義忠に滅ぼされ

た後に牧野成時の六男が入城した。永禄 5

（1562）年に長沢松平氏が御津を領すると、本拠

の城館にしたという。曲輪や井戸跡が遺る。 

２ 竹本城跡 市史跡 

茂松城とともに長沢松平氏の所領支配の拠点であ

った。新宮古城ともいう。長沢松平氏の組衆山田

長門守晴政が居城したとされる。城域を県道が分

断しているが、堀・土塁の一部が遺る。 

３ 大恩寺 

国絵画 

県建造物 

県絵画 

市書跡 

文明 11（1479）年に了暁が新宮山に大運寺を開創

し、その後肇誉上人が御津山へ移した。安城松平

親忠の五男超誉上人が肇誉上人の弟子であったこ 

とから親忠が大檀那として中興に尽力したという。

天文・弘治の頃、寺号が大恩寺に改められる。永

禄・元亀の頃の住職成誉上人は松平清康の三男であ

り、この叔父の寺を家康は手厚く保護した。 

４ 西方古塁跡 市史跡 

天正 18（1590）年、池田照政が吉田城に入ると家

臣森寺忠勝に御津地域の支配を委ねた。西方古塁

跡は、忠勝の屋敷跡とされ、土塁の一部が遺る。 

５ 忠勝寺 未指定 

池田照政の命を受けて、西方の塁を守った森寺忠

勝は、塁の鬼門にあたるこの場所に寺を建てて、

塁の鎮護を念じたとされる。 

６ 佐脇刀祢太夫の墓 市史跡 

佐脇城最後の城主であった佐脇刀祢太夫の墓と伝

えられている。刀祢太夫は藤八兵衛と称し、奥平

九八郎の与力として長篠の戦いで討死した。 

７ 西明寺 
市彫刻 

市書跡 

永禄 5（1562）年の家康の東三河出陣に協力し、

「最明寺」から西明寺と改めたという。 

８ 八幡宮 

国建造物 

県彫刻 

市書跡 

市有形民俗 

創立は、白鳳年中に宇佐八幡宮より勧請したと伝

えらえる。奈良時代に東隣に三河国分寺が建立さ

れると、国分寺の鎮護の神としても崇められた。

中世以降、牧野氏・今川氏・徳川氏などの武家の

尊信を集めた。 

９ 八所神社 国登録 
財賀寺の鎮守であり、文明 3（1471）年の棟札に

は、願主として牧野古白の名がみえる。 

10 財賀寺 

国建造物 

国彫刻 

県彫刻 

市絵画 

市彫刻 

市書跡 

 

初代の三河守護安達盛長によって、観音堂が整備

されたと伝える。応仁年中（1467～69）の兵火に

より諸堂を失ったが、文明 3（1471）年牧野古白

が寺地を現在地に移した。文明 15（1483）年牧野

左京亮守成及び修理進利業が本堂内厨子を造営

し、室町時代末期には今川氏の庇護を受けた。そ

の後、徳川家康によって寺領と周囲の山林を与え

られた。 

11 菟足神社 
市書跡 

市工芸 

武家の尊信が厚く、今川義元、徳川家康の制札を

有し、北条氏綱の刻銘のある鞍を所蔵する。 

12 糟塚砦跡（龍徳院） 未指定 

永禄 7（1564）年吉田・牛久保を攻撃するために

陣所として家康が築いた。龍徳院境内に土塁の一

部が遺る。 
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番号 名称 種別 概 要 

13 医王寺 未指定 

今川義元から所領を与えられ、一時篠束城を居城

とした西郷氏は、後に家康に加担した。境内に西

郷弾正の墓といわれる「松風碑」がある。 

14 足山田城 未指定 

城主は武田方の秋山新九郎と伝えらえられる。家

康に攻略され、家臣の秋山六郎だけが生き残り、

長山の地に隠れ住んだという。曲輪・堀・土塁が

遺る。 

15 砥鹿神社 未指定 
永正 13（1516）年 11月に牧野田三が本殿を造営

し、庶子左衛門大夫をそのまま神職にした。 

16 牧野成定公廟 市史跡 

今川方に属し最後まで戦った牧野成定が、家康に

従ったことにより、家康の三河統一が完成した。

大垣城主戸田采女に嫁いだ成定の子孫によって建

てられた墓。 

17 上善寺 未指定 長篠合戦時には家康の陣所となった。 

18 けさがけ地蔵（善光庵） 未指定 
野武士に襲われた牧野保成の家臣渡辺太郎左の身

代わりとなって切られた伝説が残る。 

19 熊野神社 未指定 
牧野氏の尊崇が厚く、改修時の棟札に牧野成勝の

名がある。 

20 牛久保城跡 未指定 

一色城主牧野成勝が今橋城主牧野信成に命じられ

享禄 2（1529）年に築いたとされる。本坂通と伊

那街道を抑える重要な位置にあることから今川家

臣が直接支配した。家康の関東移封後は吉田城に

入った池田照政の家臣荒尾平左衛門が置かれた。

現状では遺構はない。 

21 牛久保の若葉祭 県無形民俗 

永正 2（1505）年、牛久保城主牧野古白が、今川

氏より築城を命じられたことを喜び、村人を城中

に引き入れ酒宴を開いたことに始まるとされる。 

22 三明寺 

国建造物 

県建造物 

市書跡 

三重塔の建立は室町時代で、本堂内の宮殿は駿河

の住人吉田城代伊東元実を旦那として建てられ

た。今川義元・氏真や家康の安堵状が伝わる。 

23 大聖寺（今川義元公墓所） 市史跡 
一色氏の菩提寺。桶狭間の戦いで義元が討ち死に

すると、家臣がここに胴のみを葬ったとされる。 

24 花井寺 市書跡 今川義元の寄進状と安堵状が伝わる。 

25 牧野城跡 市史跡 

応永年間（1394～1428）讃岐から牧野村に来住

し、城を構えたと伝えられる。発掘調査により方

形単郭の平城であることがわかり、土塁の一部が

遺る。 

26 瀬木城跡 未指定 
城主は牧野古白と伝えられる。瀬木神社境内周辺

に土塁・堀が遺る。 

27 讃岐屋敷 未指定 
牧野城廃城後に城主牧野能成が居住したと伝えら

れる。 

28 一色城跡 未指定 

永享 11（1439）年一色刑部少輔（時家）が築き、

文明 9（1477）年家臣の波多野全慶が奪い、明応

2（1493）年、牧野成時が全慶を破り、城主とな

る。大永 2（1522）年成勝が牛窪城と改め、享禄

2（1529）年に新しい牛久保城ができると廃城と

なり、現状では土塁の一部が遺る。 
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番号 名称 種別 概 要 

29 霞堤 未指定 

吉田城主池田照政が領域の豊川沿いの低地におけ

る水害の影響を抑えるために不連続堤防を築いた

のが始まりとされる。 

30 伊奈城跡（伊奈城趾公園） 市史跡 

15世紀半ばに本多定忠が築いたとされる。一時牧

野氏の城となっていたが今川氏の進出に伴い本多

氏に復帰した。発掘調査結果をもとに伊奈城趾公

園として整備した。 

31 花ヶ池（花ヶ池公園） 市史跡 

享禄 2（1529）本多正忠は吉田城攻めの帰りに松

平清康を伊奈城に迎え、水葵（ジュンサイ）の葉

に肴を持って出したところ清康は大層喜んだ。こ

れが、三ツ葉葵の発祥のきっかけになったとい

う。花ヶ池公園として整備した。 

32 東漸寺 市歴史資料 

明応元（1492）本多正時（泰次）が堂宇を建て、

本多家先祖累代の菩提寺とした。境内には舞々辻

で出土した墓碑を修復し、祀られている。 

33 若宮八幡宮 

市建造物・ 

歴史資料・ 

天然記念物 

本多定忠が伊奈城を築いて以降、歴代城主に崇敬

された。泰次の代に社殿を再建し、宝鐘を奉納し

ている。 

34 お松見 市史跡 
本多氏の墓所であり、忠俊・忠次ら 4基の墓があ

るが、江戸時代に一斉に建立されたと思われる。 

35 舞々辻 未指定 

伊奈城主の累代の本多家の墓所。大正時代までは

四方に土塁が巡り中央に小高い塚が残っていた

が、開墾により五輪塔は東漸寺に移された。 

36 岩略寺城跡 市史跡 

北東に東海道を見下ろす御城山山頂に築かれた山

城。30ｍ四方の方形の主郭（本曲輪）を取り巻い

て大小 20以上の曲輪を尾根筋に配置し、天正期

の初め頃（1570 年代）の姿をとどめている。 

37 登屋ケ根城跡 未指定 

室町時代の初めに今川経国によって築かれたとい

う。永禄 4（1561）年今川方の糟谷善兵衛と小原

藤五郎の守る本城を家康が落城させたという。現

状では土塁と堀が良好に遺る。 

38 長沢城跡 未指定 

長沢松平の居城とされる。国道 1号によって分断

されているが絵図では方形の主郭を中心に二重の

堀と土塁に囲まれた城であったことがわかる。遺

構はほとんどない。 

39 関口一族の墓 未指定 

登屋ケ根城落城のときに炎上した関口氏の菩提所

長寛寺の跡と伝えらえる。関口一族の墓という五

輪塔がある。 

40 一宮砦跡 市史跡 

家康が今川氏に対抗するために築かせたという。

家康自らがわずか 3千の兵を率い、孤立した一宮

砦の救援に成功した戦は「一宮の退口（御詰）」

として語られている。主郭の枡形虎口が良好に遺

る。 

41 赤坂代官所跡 A 未指定 
明治 2（1869）～5（1872）年。屋敷地・井戸・稲

荷社が遺る。 

42 赤坂代官所跡 B 未指定 
元禄 2（1689）～明治 2（1869）年。屋敷地が遺

る。 
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【現状】 

有形の指定文化財の大部分が戦国時代から江戸時代の市域の支配者に関連するものです。無

形の指定文化財の牛久保の若葉祭も牧野古白の今橋築城に由来すると伝えられ、赤坂の祭礼行

事にも当時の代官に関わる記録が残されています。また、牛久保ではかつての主君のための一

色祭・牧野祭・今川祭が現在でも毎年執り行われています。 

本市では伊奈城跡・岩略寺城跡・牧野城跡・瀬木城跡を公有地化し、保護しています。伊奈

城跡と花ケ池は公園として整備し、伊奈史跡保存会によりガイドや草刈りなどの管理が行われ、

鉄道会社によるウォーキングイベントが開催されています。岩略寺城跡も令和 5（2023）年度

から長沢町内会によって下草刈りが行われています。 

 

【課題】 

・支配の変遷を示す資料の整理 

・公有地化した城跡の活用 
   

【方針】 

戦国時代から江戸時代の支配の変遷を示す古文書や村絵図などの資料を整理し、市域に点

在する文化財と関連付けることで、わかりやすく伝えていきます。また、公有地化した城跡

を安全に楽しんで見学できる環境整備や情報発信に努めます。 

 

 

 

【関連文化財群⑤に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

⑤−１ 

伊奈城趾・花ヶ池公園
の活用 

新規 ○  
地 

観 
 

生 

商 

市 

観 
   

伊奈史跡保存会や地域と協働し、地域に親しまれる史跡公園の活用を検討する。 

⑤−２ 

岩略寺城跡の整備 新規 ○  地 ○ 生 市    

岩略寺城跡の見学ルートを地域と協働で整備し、見学者への便宜を図るとともに、地域住民によるボラ

ンティアガイドの養成に取り組む。 

⑤−３ 

古文書や村絵図の整理 新規  〇   生 市    

古文書や村絵図などを整理し、データ化する。 
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No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

⑤−4 

城情報の発信 拡充   観  生 観    

城の既存の調査成果を提供し、市観光協会のホームページの充実を図る。 

⑤−5 

とよかわ御城印巡り
の実施 

新規   観   観    

城跡を始め、戦国時代から江戸時代にかけての市域の支配者に関連する御城印巡りを実施する。 

地：地域団体、観：観光協会、生：生涯学習課、商：商工観光課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８−25 岩略寺城での長沢小学校

児童による清掃活動の様子 
図８−24 伊奈城趾公園での小学生の見学の様子 
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第８章 関連文化財群 

関連文化財群⑥  豊川海軍工廠と豊川市 

本市は、豊川海軍工廠の建設を契機として市制を施行しました。そして、現在でも使用して

いる道路や鉄道路線、水道施設などのインフラは海軍工廠の設置に伴い整備されたものです。 

戦後は空襲被害をのがれた工廠関係の施設や広大な敷地を利用したまちづくりに取り組み、

現在の本市の姿があります。 

豊川海軍工廠と豊川市というテーマから文化財を抽出すると、表 8—7 のとおりになります。 

 

 

図 8-28 関連文化財群⑥の構成要素の分布 

 

図８−26 ケヤキ並木 図８−27 豊川海軍工廠平和公園 



 

116 

表 8-7 関連文化財群⑥の構成要素一覧 

番号 名称 種別 概要 

１ 

豊川海軍工廠平和公園 未指定 
豊川海軍工廠跡のうち 3ha を公園として整備し、戦

争の悲惨さと平和の尊さを伝えている。 

豊川海軍工廠遺跡 

旧第一火薬庫 

旧第三信管置場 

市史跡 

豊川海軍工廠平和公園内の残存遺構で、旧第一火薬

庫は鉄筋コンクリートの構造体を土で覆う。旧第三

信管置場は、鉄筋コンクリート造の躯体に小屋組み

のみ木造とし、周囲に土塁が巡る。 

2 供養塔 未指定 

妙厳寺（豊川稲荷）境内地西側に昭和 21（1946）年

に建立された工廠戦没者の供養塔で、台座には犠牲

者の名前が刻まれている。 

3 妙厳寺の梵鐘 未指定 
戦争で供出して無くなった梵鐘を工廠跡の金属を使

い金屋の中尾十郎鋳造工場で鋳造したという。 

4 平和の像 未指定 

石川県出身の工廠に動員された女子挺身隊犠牲者を

慰霊する「殉難おとめの像（金沢市）」の建立関係

者の提唱により昭和 40（1965）年 8月 7日に建立さ

れた。 

5 
長栄寺 器材部鋳造工場慰

霊碑と西国三十三観音 
未指定 

工廠器材部鋳造工場の生存者らにより昭和 26（1951） 

年 8月 7日に建立された慰霊碑で、同工場の犠牲者

の氏名などが刻まれている。西国三十三観音は空襲

の被害を残す石仏。 

6 諏訪墓地 未指定 

工廠第二工員養成所の跡地にあり、遺族や各職域、

学徒動員に関係した学校などが建立したいくつかの

慰霊碑が立つ。 

7 
正門（現日本車輌製造㈱豊

川製作所内） 
未指定 

かつての工廠正門は、現在でも日本車輌製造㈱豊川

製作所の門として修復を経て使用され続けている。 

8 
名古屋大学豊川フィールド

内の残存遺構 
未指定 約 9ha の敷地内に工廠火工部の遺構が残存する。 

9 機銃部図庫跡 未指定 

旭メタルズ㈱内にある鉄筋コンクリート・ラーメン

構造 2階建ての工廠残存遺構で、外壁に被弾痕が多

数ある。 

10 ケヤキ並木 未指定 
かつての正門から南に延びる道路両側に並ぶケヤキ

並木は、工廠開庁記念の植樹を契機としている。 

11 桜トンネル 未指定 
豊川公園や市役所周辺に並ぶ通称桜トンネルは、工

廠時代の植樹を契機としている。 

12 海軍工廠の境界杭 未指定 

工廠の敷地境に設置された境界杭が市中心部に 2基

残るほか、工廠用水道の水源であった大和水源地に

も多数あり、「海軍用地」と刻まれている。 

13 大和水源 未指定 

豊川河川敷の 3本の集水井にて伏流水を取水し、浄

水場を経由し、千両の配水場まで鋳鉄管で送水し、

そこから工廠に供給されていた。 

14 佐奈川と佐奈川堤のサクラ 未指定 

工廠の建設を契機に流路改修が進められ、昭和 28

（1953）年の工事終了後に植樹された佐奈川堤のサ

クラは市域のサクラの名所の 1つである。 

15 
工廠引込み線、佐奈川橋

梁、旧路線ゲート門柱 
未指定 

工廠引込み線は昭和 17（1942）年 5月に工員や物資

の輸送のため、現在の飯田線から分岐敷設された。

佐奈川橋梁は当時建設されたもので、この橋梁から

200ｍ西には旧線路ゲートの門柱が 2箇所に遺され

ている。 

16 土塁と排水路 未指定 
工廠の敷地縁には土塁が巡り、その外周には排水路

が掘られ、現在でも各所に遺されている。 
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番号 名称 種別 概要 

17 諏訪神社の狛犬 未指定 
製作年代は不明なものの、空襲の被害を残す狛犬 2

基が境内にある。 

18 砥鹿神社西参道石鳥居 市建造物 

現在では砥鹿神社西参道に移築されているが、かつ

て諏訪神社参道入口西側にあった鳥居で、空襲の被

害を遺している。 

19 千両配水場の配水池 未指定 
工廠時代の半地下式の配水池のほか、当時の制水弁

などが遺されている。 

20 大恩寺砲台跡 未指定 

工廠防衛のために昭和 18（1943）年 11月頃に完成

した砲台で、現在は埋め立てられコンクリートや生

垣の輪郭で当時の大きさが把握できる。 

21 
桜ヶ丘ミュージアム収蔵資

料一式 
未指定 

工廠に関する資料約 2,000 点を桜ヶ丘ミュージアム

で収蔵している。 

 

【現状】 

本市では、戦後 50 周年を迎えた平成７（1995）年 8 月 7 日に平和都市宣言を行いました。

そして、これを契機に毎年、平和祈念式典を開催しています。また、市平和都市推進協議会に

よって豊川海軍工廠での被爆体験者を派遣する語りべ活動などが行われてきました。 

平成 30（2018）年度に豊川海軍工廠の跡地の一部を豊川海軍工廠平和公園として整備し、園

内の「旧第一火薬庫」、「旧第三信管置場」を史跡指定し、保存しています。また、開園に合わせ

て豊川海軍工廠語り継ぎボランティアを養成し、園内ガイドや市内小学校 6 年生の見学事業の

ガイド活動をしています。毎年 8 月 7 日前後の期間で「折り鶴に平和の祈りを」を行い、桜ヶ

丘ミュージアムでは「豊川海軍工廠展」を開催しています。 

現在、豊川海軍工廠跡地の大部分は穂ノ原工業団地として整備されていますが、工業団地内

の民間企業や名古屋大学豊川フィールド内にも当時の施設が遺っています。 

 

【課題】 

・豊川海軍工廠の残存遺構の保存と活用 

・豊川海軍工廠での出来事を次世代へ伝えるための手法の検討 

・穂ノ原工業団地の民間企業と協働した取組 

・残存遺構のメンテナンスや安全対策の検討 

・残存遺構の周知 

 
 

【方針】 

残存遺構に関する調査・分析を継続し、説明板の設置や情報発信を図ります。 

豊川海軍工廠での出来事について、実際の体験者がいなくなる近い将来に向け、どのように伝

えるのか、語り継ぎボランティアや関係団体、穂ノ原工業団地内の企業、また庁内関係部署とも

連携して検討を進めます。 

市外の小中高等学校の豊川海軍工廠平和公園見学を促進するため、情報発信に取り組みます。 

経年劣化の進む残存遺構について、適切なメンテナンスや安全対策を検討します。 
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【関連文化財群⑥に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

⑥−1 

ボランティアとの協
同調査 

拡充  ○ ボ ○ 生 市    

豊川海軍工廠語り継ぎボランティアと協同で海軍工廠に関する情報の整理・分析を進める。 

⑥−2 

説明板の整備 新規  ○   
生 

桜 
市    

所有者の同意が得られた残存遺構に説明板の設置を進め、桜ヶ丘ミュージアムで長年収集している体験

画などを活用し、海軍工廠での出来事を多くの人に周知する。 

⑥−3 

あいち県民の日・あい
ちウィーク・ラーケー
ションの日に伴う事
業 

新規     生 市    

市内小学校 6 年生を対象として実施している見学事業を広く PR し、市外の小中高校生へ拡大する。 

⑥−4 

民間企業と連携した
取組 

新規  ○ 企  生 企    

穂ノ原工業団地内の民間企業に社員研修での豊川海軍工廠平和公園を推奨し、市民の平和に関する意識

の醸成を図る。 

⑥−5 

「折り鶴に平和の祈
りを」の充実 

拡充   ボ  

生 
秘 
行 

桜 

市    

8 月 7 日の豊川海軍工廠空襲に合わせ実施している豊川海軍工廠平和公園での「折り鶴に平和の祈りを」

の充実を図るとともに、終戦 80 年に向けて関係団体とも協力した取組を検討する。 

⑥−6 

豊川海軍工廠平和公
園の維持管理 

継続     
生 

公 
市    

草刈などを定期的に行い、公園の景観を維持する。 

⑥−7 

残存遺構の維持 新規  ○  ○ 生 市    

保存を必要とする工廠残存遺構について、保存修理や安全対策を検討する。 

 
ボ：ボランティア、生：生涯学習課、桜：桜ヶ丘ミュージアム、秘：秘書課、行：行政課、企：民間企業、
公：公園緑地課 
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１．文化財保存活用区域の目的 

文化財保存活用区域とは、文化財が特定の地域に集中する場合、周辺の環境も含めて文化財

を核とした文化的な空間を創出するための区域のことをいいます。区域内の様々な文化財の保

存・活用を通し、総体的なかたちで文化財の魅力向上を図ることを目的とします。 

 

２．文化財保存活用区域の設定の考え方 

本市では、昭和 63（1988）年に策定した『史跡三河国分寺跡・三河国分尼寺跡保存管理計

画』の中で、「豊川風土記の里」構想を示し、平成 8（1996）年の『史跡三河国分尼寺跡保存整

備基本計画』にてこの構想の具体的な整備方針などを策定しています。この中では、「古代三河

に焦点をあて、かつての三河国の中心地であることを語るにふさわしい地域として、具体的に

は三河国分寺跡・同国分尼寺跡や白鳥遺跡、及びこれらに関連する赤塚山古窯跡などを含む地

域とする。」としています。 

文化財保存活用区域はこの構想を踏襲し、名称を「古代三河国の首府」と設定し、重点的に

保存・活用を推進します。 

 

３．文化財保存活用区域 

「古代三河国の首府」に設定した区域は、八幡町・白鳥町・市田町・野口町の 4 町にまたが

り、ここには主な文化財などとして表 9—1 に示した 23 件があります。代表的な文化財として

は史跡三河国分寺・国分尼寺跡、史跡三河国府跡、八幡宮本殿、船山古墳（船山第 1 号墳）な

どが挙げられ、主に奈良・平安時代といった古代の文化財が多く所在していますが、中世や近

世、近代の文化財も数多くあると言えます。 

このほか、「豊川風土記の里」構想には含んでいませんでしたが、豊川西部土地区画整理事業

に伴って西古瀬川沿いに植樹された河津桜や白川のホタルなども新たな名所として加えてい

ます。 
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図 9-1 文化財保存活用区域に所在する文化財等の分布 

 

表 9-1 文化財保存活用区域の文化財等一覧 

番号 名 称 種 別 概 要 

１ 三河国分寺跡 国史跡 
奈良時代中頃に建立された官営の僧寺で、180ｍ四方の寺

域に塔・金堂などが造営された。 

２ 三河国分尼寺跡 国史跡 
奈良時代中頃に建立された官営の尼寺で、150ｍ四方の寺

域に金堂・講堂跡が直線的に造営された。 

３ 三河国府跡 国史跡 
平安時代に存続した国庁跡のほか、周辺でも多様な遺構・

遺物が検出されている。 

４ 
船山古墳 

（船山第１号墳） 
市史跡 

5世紀後葉に築造された前方後円墳で、全長は約 95ｍを測

る。造り出しでは特殊な土器・土製品が出土した。 

５ 上ノ蔵遺跡 未指定 
12 世紀初頭には築造された堤防状の盛り土遺構で、道路

機能を有していた可能性も想定されている。 

６ 本郷遺跡 未指定 
国分寺跡にほぼ重複する遺跡で、主に弥生時代と中世の遺

構・遺物が検出されている。 

７ 国分寺北遺跡 未指定 
国分寺跡の北側に広がる遺跡で、国分寺・尼寺の維持・経

営に関係した寺院地として機能した。 

８ 八幡砦跡 未指定 
国分寺の北西に 16 世紀代に築造された砦とされ、土塁や

堀、掘立柱建物などが検出されている。 

９ 伊知多神社遺跡 未指定 
昭和の擁壁工事の際に発見され、多量の瓦や仏像刻印陶片

が出土し、8世紀前半頃創建の寺院跡とみられている。 

10 久保古墳 未指定 古墳時代後期に築造された円墳で、直径は約 20ｍを測る。 

11 野口城跡 未指定 
城山と呼ばれる低い小山に築かれた山城で、曲輪・土塁・

堀切などが良好な状態で遺る。 
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番号 名 称 種 別 概 要 

12 三河総社 未指定 
三河国内の諸社を集めた神社で、その創立は 10 世紀頃と

されている。 

13 八幡宮 

国建造物 

県彫刻・工芸品 

市書跡 

国分寺の守護神として崇められ、本殿は国建造物に指定さ

れている。県指定の木造狛犬や木彫天宇受売命面、市指定

の中世文書が伝わる。 

14 伊知多神社 市彫刻 
鎌倉時代には存在した古刹で、市指定の木彫翁面・福面が

所蔵されている。 

15 西明寺 市彫刻・書跡 

寛和年間（985～987）に三河国司の大江定基が六光寺を開

いたのが始まりとされ、市指定の木造阿弥陀如来坐像と西

明寺文書（一括）がある。 

16 国分寺 
国工芸品 

県彫刻 

16 世紀初頭に再興された曹洞宗寺院で、国指定の銅鐘の

ほか、県指定の木造薬師如来坐像がある。 

17 法雲寺 市彫刻 
市指定の木造阿弥陀如来坐像と木造延命地蔵菩薩半跏像

があり、東海道赤坂宿の本陣の門を移設した山門が建つ。 

18 芭蕉「かげろう」句碑 市史跡 
寛保 3（1743）年に地元の俳人が建てた東三河で最古の芭

蕉句碑。 

19 旧豊川電話装荷線輪用櫓 国登録 

我が国最初の長距離市外電話用ケーブル施設として使用

された鉄筋コンクリート製の電話の音声電流増幅用機器

（装荷線輪）を設置していた櫓。 

20 鳥居強右衛門生誕地 未指定 

市田村は天正 3（1575）年の長篠合戦で活躍し磔にされた

鳥居強右衛門生誕地で、松永寺境内に生誕地の石碑のほ

か、大正 13（1914）年に製作された木造磔像がある。 

21 赤塚山公園 未指定 

平成 5（1993）年 7 月に市制施行 50 周年記念事業として

整備した総合公園で、淡水魚水族館「ぎょぎょランド」や

花しょうぶ園、梅園、サッカー場などがある。また、赤塚

山第１号墳・赤塚山東池古墳、赤塚山古窯跡が所在する。 

22 西古瀬川の河津桜 未指定 
区画整理事業に伴って西古瀬川沿いに植樹された河津桜

で、地域住民により保護活動が行われている。 

23 白川のホタル 未指定 ゲンジホタルの生息地で、例年 5 月下旬から観察できる。 

  

図９−2 久保古墳  図９−3 三河総社 

図９−4 旧豊川電話装荷線輪用櫓 図９−5 西古瀬川の河津桜 
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第９章 文化財保存活用区域 

【現状】 

文化財保存活用区域には、国史跡として史跡三河国分寺・国分尼寺跡、そして三河国府跡と

いう古代の主要遺跡 3 点セットが所在しています。このうち、三河国分寺・国分尼寺跡は昭和

63（1988）年度に『史跡三河国分寺跡・三河国分尼寺跡保存管理計画』を策定し、国分寺跡で

は昭和 60（1985）年度から令和 3（2021）年度まで公有地化事業を実施しました。平成 20

（2008）年度には『史跡三河国分寺跡整備基本構想』も策定し、今後は令和元（2019）年度か

ら令和 5（2023）年度にかけて実施した確認調査を踏まえ、史跡整備に取り組んでいく予定で

す。 

三河国分寺跡については、日常管理の一部を地元団体に委託しています。平成 23（2011）年

度に説明板を設置し、小学校 6年生の見学事業の際にはボランティアガイドが案内しています。 

三河国分尼寺跡では、平成 7（1995）年度以降に整備基本計画策定や公有地化、史跡整備に

伴う確認調査に取り組み、平成 11（1999）年度から平成 17（2005）年度にかけて史跡整備を

実施しました。平成 17（2005）年 11 月 13 日に三河国分尼寺跡史跡公園として開園し、開園

に合わせてボランティアガイドを養成しています。平成 18（2006）年度からは市内全小学校 6

年生の見学事業や、園内に市民の手作りの万灯を並べる「天平ロマンの夕べ」を地元町内会と

協力して開催しています。しかし、開園から 20 年近くが経過し、施設各所の劣化に伴う修繕

の必要性やボランティアガイドの高齢化が顕在化しつつあります。 

また、令和 5（2023）年度に国史跡に指定された三河国府跡の公有地化や、令和 7（2025）

年度に船山古墳公園（仮称）の供用開始を予定しています。 

 

【課題】 

・三河国府跡の公有地化の計画的な推進 

・三河国分寺跡・三河国府跡の保存活用計画の策定 

・三河国分尼寺跡史跡公園の計画的な修繕とボランティアガイドの定期的な養成 

・区域内の文化財の一体的な活用における関係者との調整 

 

【方針】 

三河国府跡の公有地化や史跡ごとの保存活用計画を策定することで確実な保存に努めま

す。既存の三河国分尼寺跡史跡公園の営繕を計画的に進めるとともに、区域内を重点的に整

備することで、観光資源としての魅力を高めます。加えて、ボランティアガイドの定期的な

養成に取り組み、十分な人材の確保に努めます。 

また、関係部署や所有者と協力し、区域内の文化財のより効果的な活用を検討します。 
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【文化財保存活用区域に関する措置】 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

(2031～2033) 

活－１ 

史跡の保存活用計画
の策定 

新規 ○  地 
専

委 
生 

市 

国 
   

学識者だけでなく、地域住民の意見も反映し、三河国分寺跡・三河国府跡の保存活用計画を策定し、計

画的な史跡整備を推進する。 

活－２ 

三河国府跡の公有地化 新規  ○   生 
市 

国 
   

三河国府跡の指定地内の公有地化を地権者の同意のもとに計画的に進める。 

活－３ 

三河国分尼寺跡史跡
公園営繕計画の策定 

新規     生 市    

三河国分尼寺跡史跡公園内の三河天平の里資料館は、区域内の文化財の展示解説のための活用拠点とし

て機能しており、計画的な施設の維持管理を実行するための計画を策定する。 

活－４ 

所有者と連携した新
たな事業の検討 

新規  〇 地  
生 

公 
市    

赤塚山公園や文化財所有者、地域と連携し、一体的に活用するイベントなどを検討する。 

活－５ 

周遊ルート観光の促進 新規   企  〇 

市 
企 

国 
   

集客施設などへのレンタルサイクルの設置や自転車道の整備を関係者と検討する。 

活－６ 

区域内の情報発信 拡充   観  生 
観 

市 
   

保存活用区域を巡るガイドマップを作成し、市観光協会のホームページなどで掲載するとともに、既存

の説明板に二次元コードを追加し、ガイドマップのページへ誘導する。 

活－７ 

ボランティア養成講
座の開催 

拡充     生 市    

三河国分尼寺跡史跡公園を拠点として、「古代三河国の首府」を案内するボランティアガイドを養成する。 

活－８ 

史跡公園の活用 拡充   観  生 市    

三河国分尼寺跡で開催している「天平ロマンの夕べ」について、三河国分寺跡の整備を見据え、両寺跡

を活用するためのイベントのリニューアルを関係者と検討する。 

地：地域団体、専：専門家、委：整備委員会、生：生涯学習課、公：公園緑地課、企：民間企業、 

道：道路河川管理課、商：商工観光課、観：観光協会 
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１．民俗知・地域知を防災に活かす 

本市では、令和 5（2023）年 6 月 2 日に 24 時間雨

量が 400 ㎜を超える記録的な大雨により土砂崩れや

中小河川の越水、内水氾濫などが発生しました。幸い

人的被害はなかったものの、住宅の全壊 2 棟、床上浸

水 273 棟、床下浸水 276 棟（令和 5 年 11 月 6 日現

在）ほか、多数の車両水没や農業施設の被害など、市

域各所で甚大な被害がありました。 

こうした災害を教訓として、自助・共助・公助の取

組を進めていくには、市民一人一人が、防災を他人事とせず我が事として、「自分や家族の命、

個人や地域の財産を守る」ための備えを行うことが大切で、自分が住んでいる土地の成り立ち

や過去の災害を知ることが必要と言えます。 

防災センターのホームページに掲載している『災害に学ぶ－とよかわ防災史話－』、『とよか

わの地名から防災を考える－地名に隠された災害情報』の中では、市域の災害史や防災対策の

あゆみ、地名に隠された防災情報などを紹介しています。私たちの祖先は、自ら住む地域でど

のような災害が起こるのかを経験的に知っていました。災害や生活に関わる経験知は、信仰や

年中行事、伝説、記念碑、古文書などの形をとりながら世代を超えて継承され、それら「民俗

知」や「地域知」が防災・減災に役立ってきました。 

具体的には、市域の土
ど

筒
どう

町・当古
と う ご

町といった豊川右岸における出水時の水屋や母屋 2 階への

避難は、現代における避難情報のレベル 5「緊急安全確保」が発令された際の垂直避難や、タイ

ムラインに沿った事前避難に通じる豊川右岸下流域の「民俗知」、「地域知」の一例に挙げられ

ます。また、地名も小字名などに出てくる「欠」、「岸」、「崩」、「窪」などは土砂災害危険地域と

重なる場合も多く、地名も防災情報の一つと捉え、大雨や台風の際には早めの避難や垂直避難

を心掛けることが大切と言えます。 

こうした本市特有の「民俗知」、「地域知」については、

その存在を広く市民に周知し、文化財の防災・減災対策に

も活かしていく必要があります。また津波や山崩れで流失

した仏像を祀ったことを縁起とする東漸寺（伊奈町）や

栄善寺
えいぜんじ

（長沢町）の縁起譚
えんぎたん

にみられる災害伝承や、明治 22

（1889）年の高潮被害で死者 11 人を数えた御津町大草
おおくさ

地

区の水死者追弔碑、昭和 28（1953）年の台風 13 号の御

津地区における高潮被害の復興記念に愛知県が建立した

海岸復興記念碑も、地域防災を考える上で大切であり、後

世に伝えていくべきものと言えます。 

図 10-２ 黄木家の水屋（蔵） 

図 10-１ 令和５年６月２日の大雨被害の状況 
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第 10 章 文化財の防災・防犯 

２．防災・防犯に関する現状と課題 

【現状】 

本市における大きな文化財被災としては、平成 6（1994）

年 8 月 9 日の国重要文化財大恩寺念仏堂附
ねんぶつどうつけたり

厨子
ず し

の焼失、平

成 30（2018）年 2 月 25 日の正覚寺
しょうかくじ

本堂の焼失に伴う市指定

文化財木造延命地蔵菩薩半跏像の焼損があります。このほか、

市域河川の出水や台風に伴う高潮でも過去に文化財の被害が

あったことが伝わっています。 

市消防本部では、火災による文化財被害を未然に防ぐとと

もに、所有者の防災意識向上のため、毎年 1 月 26 日の文化財

防火デーに合わせた文化財の防火点検のほか、消火訓練の実

施などに取り組んでいます。また、地元消防団と協働して独

自に消火訓練を実施している所有者もいますが、地域防災

の担い手である消防団員の確保が困難な地域もあります。 

愛知県の事業として平成 10（1998）年度から文化財防災

台帳を整備しましたが、令和 2（2020）年に新たに示された愛知県文化財保存活用大綱に基づ

く文化財レスキュー台帳への対応はできていません。 

文化財の盗難としては、過去に県指定の千両の銅鐸、市指定の御津神社の大般若経が被害に

遭い、後者は現在も行方不明のままです。盗難防止の観点からも、指定の有形文化財を桜ヶ丘

ミュージアムなどの公的施設へ寄託することを以前から実施しています。 

近年では高齢化や社寺の無居住化、氏子や檀家数の減少が進み、文化財所有者・管理者の管

理体制の維持が難しくなってきています。そのため、文化財の防災や防犯面での日常的なリス

クが高まっています。防災設備の面では、国指定文化財以外は整備が進んでおらず、市生涯学

習課と所有者・管理者との連絡・通報体制も十分とは言えません。実際、所有者へのアンケー

トでは、「防犯・防災に不安がある」、「継承や管理などの人材が不足している」という回答が多

くありました。防犯に関する取組として、国・県指定文化財については愛知県が文化財保護指

導委員制度を設け、定期的な巡視・巡回活動を行っています。 

 

【課題】 

・地域の文化財の幅広い情報発信と防災意識の向上 

・文化財が損失したことを想定した復旧や保存方法の検討 

・災害時の情報共有や初動対応のための連絡体制と大災害を想定した広域的な連携体制の構築 

  

図 10-３  

桜ヶ丘ミュージアムで受託・展示 

している財賀寺の木造阿弥陀如来坐像 



 

128 

３．防災・防犯に関する方針 

 

 

  

（方針４）防災・防犯への備え 

防災・防火対策への支援 

文化財の基礎データを所有者と関係機関で共有し、連携体制の強化に努め、文化財を地域みん

なで守る機運を醸成します。災害に備え、適切に文化財を守ることのできる施設・設備の充実が

図られるよう所有者や管理者へ各種支援を行います。また、滅失などの被害を受けた時の備えと

して次世代への継承方法を検討します。 

このほか、有事の際には広域的な連携が図れるよう、国立文化財機構文化財防災センターや専

門機関との連携体制の構築に努めます。 

 

防犯対策への支援 

文化財の所在を所有者と関係機関で共有し、平時の連絡や緊急時の迅速な初動体制を整えま

す。また、盗難予防のための寄託制度を充実し、防犯設備への支援や市文化財の定期的な巡視活

動などの新たな制度を検討します。 
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第 10 章 文化財の防災・防犯 

４．防災・防犯に関する措置 

方針４.防災・防犯への備え 

 

No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

（2031～2033） 

52 

文化財の防災意識
の向上 

継続 ○ ○   
生 
消 

市 
  

 

市域各所に所在する文化財について、市で把握している情報や価値を消防関係機関とともに広く情報
発信することで、文化財の防災意識の向上に努める。 

53 

防火・防災体制の
構築 

拡充 ○ ○   
生 
消 

市 
   

所有者、地域住民、市及び消防関係機関と協力し、災害発生時の緊急連絡先を年度当初に確認し、連絡
体制を整える。 

54 

防火設備設置の推
進 

継続  ○   
生 
消 

市 
県 
国 

  
 

文化庁が定めた防火対策ガイドラインに基づき、自動火災報知設備や消火器具などの設置を促しつつ、
適正な修理指導の支援を行う。 

55 

文化財のアーカイ
ブ化 

新規  ○   生 市 
   

災害発生に伴う被害に備え、所有者の協力を得ながらアーカイブ化による記録保存を進め、市ホームペ
ージでの公開も検討する。 

56 

文化財レスキュー
台帳の作成 

新規  ○   生 市 
   

既存の文化財防災台帳を愛知県文化財保護大綱に基づいた項目に改め、文化財レスキュー台帳とする。
また、文化財の保存（保管）状況の更新に努めるとともに関係者との情報共有を図る。 

57 

寄託制度の継続 継続  ○   
生 
桜 

市 
   

災害による被害が懸念される文化財について、特に重要なものについて所有者へ寄託制度を案内する。 

58 

広域的な連携体制
の構築 

新規  ○  〇 生 市 
   

大規模災害時には愛知県を通じ、国立文化財機構文化財防災センターへ要請する。また、そのほかの専
門機関からの助言を得るための連携体制を構築する。 

生：生涯学習課、消：消防関係機関、桜：桜ヶ丘ミュージアム 

  

防災・防火対策への支援 措置⑦ 
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No 事業名 

新規 

継続 

拡充 

取組主体 財
源 

取組年度 

市
民 

所
有
者 

団
体 

学
識
者 

行
政 R6~R9 

(2024～2027) 

R10~R12 

(2028～2030) 

R13~R15 

（2031～2033） 

59 

防犯体制の構築 新規 ○ ○   
生 

警 
市    

所有者、地域住民、市、警察署と連携を図り、防犯体制を構築する。また、所有者には、文化庁が刊行
する『文化財防犯の手引き』などのパンフレットを配布し、防犯意識の向上に努める。 

60 

防犯設備への補助
制度の新設 

新規  ○   生 市    

防犯灯や防犯カメラ、防犯性能の高い錠への付け替えなどの防犯に関する補助制度を新たに検討する。 

61 

定期的な巡視活動
の実施 

新規  ○ 巡  生 市    

県の文化財保護指導員制度にならい、市文化財の定期的な巡視活動を検討する。 

62 

寄託制度の継続 継続     
生 

桜 
市    

盗難による被害が懸念される文化財について、特に重要なものについて所有者へ寄託制度を案内する。 

生：生涯学習課、警：警察署、巡：巡視員、桜：桜ヶ丘ミュージアム 

 

防犯対策への支援 措置⑧ 
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第 11 章 
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推進体制 
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１．推進体制のイメージ 

第 5 章で示した、本市の文化財の保存と活用に関する将来像「歴史文化資源をみんなでつな

ぐ 輝くとよかわ」の推進には、豊川市に愛着を持った市民一人ひとりが中心となって、所有

者・保存団体・地域・ボランティア・学校・企業等・観光協会・文化協会等と連携しつつ、今後

も継続的な取組を行っていくことが大切です。 

そして、それぞれが本市の歴史文化資源を将来につなぐ担い手としての認識を持ち、いきい

きと主体的かつ積極的に取り組める体制を醸成するため、豊川市が協力・支援しながら本計画

に示した各種措置を実行していきます。また、文化庁を始めとする関係機関とも連携・協力し

ていきます。 

 

図 11-1 推進体制のイメージ図 

 

２．市の体制 

現在、本市の各課で取り組む業務を歴史文化資源の保存と活用の推進に向けた措置に結び付

け展開していくため、市生涯学習課が中心となり庁内の関係部署と連携していきます。また、

そのためには人事異動による職員交流を促進することも重要であり、適所への職員配置に配慮

します。 

現在、本市では多くの部署で職員の世代交代や人員不足が顕在化しつつあり、これは文化財

行政を担う市生涯学習課も同様です。計画的な専門職員の採用や職員を補助する会計年度任用

豊 川 市 

協力・支援 

 
文化庁 愛知県 

連携・協力 

所有者・保存団体 地域（ボランティア） 

 

観光協会・文化協会等 

 

学校、企業等   

 
 

市民 

豊川市文化財 

保護審議会 

専門家・研究機関・

他市町村 

連携・協力 

連携・協力 

（様々な取組主体） 

国立文化財機構 

文化財防災センター 
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第 1１章 文化財の保存と活用の推進体制 

職員の確保に取り組むとともに、的確な育成にも努めます。 

また、職員研修などを通じ、文化財部局の専門職員だけでなく多くの職員に本市で培われて

きた歴史文化資源の知識を深め、市全体で文化財の保存活用に取り組む体制を整えます。 

なお、序章に示したように毎年、庁内関係部署と連携して前年度の自己評価を実施し、計画

の進捗状況の把握に努めます。加えて、市文化財保護審議会での確認・評価を受け、PDCA サ

イクルによる業務改善につなげていきます。 

 

３．各主体との連携体制 

市域には、歴史文化資源の所有者を始め、保存・活用・学習に取り組む団体、歴史文化資源

を紹介するボランティア組織などが数多くあります。ただ、近年では会員の減少や高齢化に加

え、新型コロナウイルス感染症による活動自粛もあり、その存続が危ぶまれる団体もあります。

随時、活動状況や動向の把握に努め、支援や連携について検討します。 

これら各主体の連携や協働が図られるよう本計画に沿って体制づくりを進めるとともに、歴

史文化資源の価値付けや確実な保存のため専門家や大学などの研究機関とも連携していきます。 

また、各種文化財の保護を推進する上で市文化財保護審議会との連携、文化庁と県文化財室

との連携・協力、さらには他市町村との情報交換も図り、本市に根付く歴史文化資源の保存と

活用に取り組んでいきます。 

 
 

表 11-1 文化財の保存・活用に係る体制 

取組主体 主な役割 

市民 歴史文化の担い手 

所有者 文化財保存・活用 

団体（関連機関）  

豊川市観光協会 観光支援、観光宣伝、観光ボランティアガイド 

豊川文化協会 文化事業の実施、文化芸術活動の支援、機関紙『豊川文化』の発行 

豊川商工会議所 商工業支援、イベント開催 

一宮・音羽・御津町・小坂井商工会 商工業支援、イベント開催 

豊川警察署 防犯 

東三河ジオ資源活用推進連絡会 東三河地域の地質資源などの調査・活用 

全国史跡整備市町村協議会 加盟市町村による史跡などの整備の調査研究・具体的方策の推進 

全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会 加盟市町村による史跡などの整備の調査研究・具体的方策の推進 

愛知県史跡整備市町村協議会 記念物及び埋蔵文化財の調査・保存・整備についての情報交換や研修 

あいち山車まつり日本一協議会 加盟保存団体に向けた研修会及び支援 

小中学校 ふるさと教育の推進 

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会 国登録有形文化財建造物の保存・活用 

愛知県重要文化財所有者連絡協議会 国指定文化財の保存と活用のための諸対策の協議、情報交換など 
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団体（地域）  

御油松並木愛護会 天然記念物御油のマツ並木の保護 

伊奈史跡保存会 伊奈城趾・花ヶ池公園の除草・清掃活動・ガイド活動 

旗頭山尾根古墳群保存会 県史跡旗頭山尾根古墳群の除草・清掃作業 

宮路山どうだんあいご会 宮路山遊歩道の草刈り、階段補修 

ツツジの会 冨士神社のコバノミツバツツジ自生地の保護活動 

ボランティア本宮山の会 本宮山登山道の管理 

大和の大いちょうお助け隊 大和の大いちょうの保全 

町内会 地域における様々な問題解決 

団体（ボランティア）  

三河国分尼寺跡史跡公園ボランティアガイド 三河国分尼寺跡史跡公園におけるガイド活動 

豊川海軍工廠語り継ぎボランティア 豊川海軍工廠平和公園におけるガイドなど 

東海道赤坂宿ボランティアガイド 豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋）におけるガイド活動 

学識者 主な役割 

豊川市文化財保護審議会 文化財の保存・活用に関する重要事項の調査・審議・建議 

愛知県県民文化局文化芸術課文化財室 愛知県の文化財保護行政についての市町村への助言 

大学 高等教育機関 

愛知大学 綜合郷土研究所 東海地方の地域研究のために設立された機関 

特定非営利活動法人あいちヘリテージ協議会 歴史的建造物の調査と登録文化財への登録の助言、建造物修理・保存の

アドバイスなど 

行政（豊川市）  

教育委員会 

生涯学習課（文化財係） 文化財の調査・保存・活用、史跡の管理運営、・地域調べ学習の推進、文

化財保護審議会事務局 

 豊川市文化財センター 発掘調査報告書の作成、民俗資料の管理・保管 

三河国分尼寺跡史跡公園 

（三河天平の里資料館） 

国分尼寺、国分寺、国府などに関する資料展示 

豊川海軍工廠平和公園（豊川市平和交流館） 豊川海軍工廠の遺構展示 

豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋） 江戸時代の旅籠屋を復元した公開施設 

赤坂宿場資料室（音羽生涯学習センター内） 東海道赤坂宿資料の展示 

危機管理課 

危機管理課 防災対策 

企画部 

秘書課 広報とよかわの発刊、市政情報の発信、平和祈念式典、市ホームページ 

企画政策課 市政全体の重要施策の企画、総合計画の進行管理 

元気なとよかわ発信課 シティセールス（SNS・広報大使） 

      



 

135 

第 1１章 文化財の保存と活用の推進体制 

 
総務部 

行政課 平和都市推進協議会 

人事課 職員の人材育成、研修 

子ども健康部 

保健センター 健康づくり、ウォーキングイベント 

市民部 

市民協働国際課 連区・町内会、ボランティア・市民協働団体、とよかわボラとの連携 

文化振興課 文化振興 

 桜ヶ丘ミュージアム 歴史文化資源を用いた展覧会の企画開催 

産業環境部 

商工観光課 観光振興、産業振興 

 御油の松並木資料館 御油のマツ並木や東海道御油宿に関係した資料の展示 

建設部  

道路河川管理課 街路樹管理、河川の草刈、護岸の修繕 

都市整備部 

都市計画課 都市整備計画、まちづくり 

市街地整備課 公共駐車場の管理運営、公共交通（鉄道・バス・タクシー） 

公園緑地課 都市公園・緑地などの維持管理及び整備、緑化推進 

 豊川海軍工廠平和公園 公園の維持管理 

 ぎょぎょランド 豊川水系の魚類の飼育展示 

上下水道部 

水道整備課 大和第１水源・千両配水池の維持管理 

消防本部 

予防課 火災予防、防火 

各消防署 消火・救急・救助 

教育委員会 

学校教育課 小中学校との連携、地域調べ学習など 

生涯学習課（生涯学習係） 生涯学習の推進 

中央図書館 図書の貸出、図書館の利用促進、地域情報ライブラリー、映像記録作成 

行政（愛知県） 主な役割 

愛知県県民文化局文化芸術課文化財室 愛知県の文化財保護行政全般 
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表 11-2 豊川市教育委員会生涯学習課のうち文化財に関わる職員構成 
                                      （令和 5 年度現在） 

1 生涯学習課 
正規職員     6 人 

（うち専門職員 4 人） 

2 文化財センター 
会計年度任用職員 6 人 

（うち専門職員 1 人） 

3 三河天平の里資料館 
会計年度任用職員 4 人 

（うち専門職員 0 人） 

4 豊川海軍工廠平和交流館 
会計年度任用職員 6 人 

（うち専門職員 1 人） 

5 大橋屋（旅籠鯉屋） 
会計年度任用職員 5 人 

（うち専門職員 0 人） 

 

 

 

 

図 11-2 三河国分尼寺跡での 

小学生の見学事業の様子 
図 11-3 豊川海軍工廠跡地見学会の様子 
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資料編 

 

資料編 
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１．作成経緯と体制 

(1)作成体制 

平成 30（2018）年の文化財保護法改正（平成 31（2019）年 4 月 1 日施行）を踏まえ、本市

では計画の作成に関する事項について審議する豊川市文化財保存活用地域計画協議会を設置し、

全 5 回の審議を行いました。また、市文化財保護審議会における審議や意見聴取を行うなどの

経過を経て、作成に至っています。 

 

(2)作成経緯 

本計画に係る作成経過の概要は以下のとおりです。 

開催日程 実施概要 

令和 4 年度 6 月 30 日（木） 令和 4 年度第 1 回豊川市文化財保護審議会 

・豊川市文化財保存活用地域計画策定について 

8 月 24 日（水） 第 1 回豊川市文化財保存活用地域計画協議会 開催 

(1)会長及び副会長の選出について 

(2)豊川市文化財保存活用地域計画について 

(3)豊川市文化財保存活用地域計画作成スケジュールについて 

(4)豊川市の文化財や歴史的な資産に関するアンケートについて 

11 月 14 日（月） 令和 4 年度第 2 回豊川市文化財保護審議会 

・豊川市文化財保存活用地域計画の構成、アンケート（案）

について 

令和 5 年 3 月 8 日（水） 令和 4 年度第 3 回豊川市文化財保護審議会 

・豊川市文化財保存活用地域計画のアンケート結果について 

3 月 29 日（水） 第 2 回豊川市文化財保存活用地域計画協議会 開催 

(1)豊川市の文化財や歴史的な資産に関するアンケート調査

について 

(2)文化財保存活用地域計画策定案について 

(3)その他 

令和 5 年度 6 月 28 日（水） 令和 5 年度第 1 回豊川市文化財保護審議会 

・豊川市文化財保存活用地域計画（序章～第 3 章）について 

7 月 7 日（金） 第 3 回豊川市文化財保存活用地域計画協議会 開催 

(1)豊川市文化財保存活用地域計画（序章～第 4 章）について 

(2)豊川市文化財保存活用地域計画（現状と課題の整理）について 

(3)その他 

9 月 8 日（金） 令和 5 年度第 2 回豊川市文化財保護審議会 

・豊川市文化財保存活用地域計画（序章～第 5 章）について 

10 月 23 日（月） 第 4 回豊川市文化財保存活用地域計画協議会 開催 

11 月 10 日（金） 令和 5 年度第 3 回豊川市文化財保護審議会 

2 月 7 日（水）～ 

3 月 7 日（木） 

パブリックコメント 

3 月 26 日（火） 第 5 回豊川市文化財保存活用地域計画協議会 開催 

3 月 29 日（金） 令和 5 年度第 4 回豊川市文化財保護審議会 
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資料編 

 

豊川市文化財保存活用地域計画協議会 委員名簿 

所属 氏名 備考 

豊川市文化財保護審議会会長 片山 洋  

愛知大学教授 山田 邦明  

豊橋技術科学大学教授 浅野 純一郎  

御油松並木愛護会長（御油松並木保存愛護団体） 天野 保幸  

八幡町内会長 

（三河国分寺跡・国分尼寺跡史跡公園管理支援団体） 
伊藤 民雄 令和 4 年度 

  〃 五味 靖仁 令和 5 年度 

財賀寺住職（国県指定・国登録文化財所有者） 西本 全秀  

豊川市観光協会専務理事兼事務局長 平賀 菜由美  

豊川商工会議所事務局次長 佐原 圭子  

愛知県県民文化局文化部文化芸術科文化財室主査 浅岡 宏司  

豊川市市民部長 須川 勝以 令和 4 年度 

  〃 鈴木 智彦 令和 5 年度 

豊川市産業環境部長 森下 保 令和 4 年度 

  〃 増田 孝道 令和 5 年度 

豊川市都市整備部長 増田 孝道 令和 4 年度 

  〃 山本 英樹 令和 5 年度 

豊川市教育部長 前田 清彦  

 

文化財保護審議会 委員名簿 

職歴・前歴など 氏名 備考 

元小中学校教員 片山 洋 会長 

元県立高校教員 天野 武弘 職務代理者 

元県立高校教員 駒木 正清  

元小中学校教員 天野 保幸  

名古屋女子大学名誉教授 竹尾 利夫  

元豊橋技術科学大学准教授 泉田 英雄  

愛知大学教授 神谷 智  

元名古屋市教育委員会・文化財保護室学芸員 野澤 則幸  

中部大学民族資料博物館学芸員 原田 千夏子  
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２．文化財リスト（指定） 

【国指定】 

種別 文化財名 所在 時代 

建造物 財賀寺仁王門・本堂内厨子 財賀町 中世 

建造物 三明寺三重塔 豊川町 中世 

建造物 三明寺本堂内宮殿 豊川町 中世 

建造物 八幡宮本殿 八幡町 中世 

絵画 絹本著色王宮曼荼羅図 御津町広石 中世 

彫刻 木造金剛力士像 財賀町 古代 

彫刻 木造千手観音立像 御津町赤根 古代 

彫刻 木造地蔵菩薩立像 豊川町 中世 

工芸品 銅鐘 八幡町 古代 

工芸品 菊花文三耳壺 丹波 愛知県陶磁美術館 中世 

書跡 大般若経 小坂井町 古代 

史跡 三河国分尼寺跡 八幡町 古代 

史跡 三河国分寺跡 八幡町 古代 

天然記念物 牛久保のナギ 下長山町  

天然記念物 御油のマツ並木 御油町  

 

【県指定】 

種別 文化財名 所在 時代 

建造物 三明寺本堂 豊川町 近世 

建造物 大恩寺山門 御津町広石 近世 

建造物 黒門 萩町 近世 

絵画 絹本著色釈迦如来像 赤坂町 中世 

絵画 阿弥陀廿五菩薩来迎図 御津町広石 中世 

絵画 蓮の図 御津町広石 中世 

彫刻 木造狛犬附神社古記録第 1 号 下長山町 中世 

彫刻 木造薬師如来坐像 八幡町 古代 

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 個人蔵 中世 

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 財賀町 古代 

彫刻 木造宝冠阿弥陀如来坐像 財賀町 中世 
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種別 文化財名 所在 時代 

彫刻 木造聖観音立像 赤坂町 古代 

彫刻 木造狛犬 八幡町 中世 

彫刻 木造宗鼎仲易肖像 萩町 中世 

工芸品 梵鐘 小坂井町 中世 

工芸品 木彫天宇受売命面 八幡町 中世 

工芸品 柱杖 萩町 中世 

考古資料 千両の銅鐸 千両町 原始 

考古資料 広石の銅鐸 個人蔵 原始 

考古資料 田峰の銅鐸 一宮町 原始 

考古資料 鳥鈕蓋付台付壺 桜ヶ丘ミュージアム 原始 

考古資料 海獣葡萄鏡（付鉄刀） 桜ヶ丘ミュージアム 古代 

有形民俗 菟足神社祭礼古面 小坂井町 近世 

有形民俗 算額 御津町御馬 近世 

無形民俗 菟足神社の田祭り 小坂井町 近世以前 

無形民俗 進雄神社の奉納綱火 豊川西町 近世 

無形民俗 牛久保の若葉祭 牛久保町 中世 

史跡 旗頭山尾根古墳群 金沢町 原始 

史跡 炭焼古墳群 東上町 原始 

天然記念物 宝円寺のシダレザクラ 上長山町  

天然記念物 砥鹿神社奥宮（本宮山）の社叢 上長山町  

天然記念物 砥鹿神社のケヤキ 一宮町  

 

【市指定】 

種別 文化財名 所在 時代 

建造物 菟足神社西参道石鳥居 小坂井町 近世 

建造物 佐脇神社摂社五社宮本殿 御津町下佐脇 近世 

建造物 砥鹿神社西参道石鳥居 一宮町 近世 

建造物 大橋屋（旧旅籠鯉屋） 赤坂町 近世 

建造物 星野神社本殿 平尾町 近世 

建造物 妙劉寺の本堂内陣 東上町 近世 

建造物 伊奈天神社社殿 伊奈町 近世 

絵画 敬円寺の方便法身尊形図 御津町御馬 中世 
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種別 文化財名 所在 時代 

絵画 不動明王画像 財賀町 中世 

絵画 不動明王三尊画像 財賀町 中世 

絵画 下佐脇村梅藪村の蛤取場諍論の論所絵図 御津町下佐脇 近世 

絵画 阿弥陀三尊来迎之図 赤坂町 中世 

絵画 関白草紙 赤坂町 近世 

絵画 十三仏古画像 赤坂町 中世 

絵画 十三仏唐画 赤坂町 中世 

絵画 業平涅槃之図 赤坂町 近世 

絵画 不動尊画像 赤坂町 中世 

絵画 阿弥陀三尊画像 西豊町 中世 

絵画 羅漢画像 西豊町 中世 

絵画 阿弥陀三尊画像 御油町 中世 

絵画 来迎阿弥陀三尊画像 御油町 中世 

絵画 加藤元白筆 東光寺の絵画 橋尾町 近世 

絵画 松源院の孤雲懐弉像 上長山町 中世 

絵画 妙劉寺の涅槃図 東上町 近世 

絵画 釈迦出山之図 萩町 中世 

彫刻 木彫翁面・福面 市田町 中世 

彫刻 木造十一面観音菩薩立像 東豊町 古代 

彫刻 木造観音二十八部衆 財賀町 中世 

彫刻 木造五大明王像 財賀町 中世 

彫刻 木造地蔵菩薩立像 財賀町 中世 

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 八幡町 中世 

彫刻 薬師如来坐像 赤坂町 中世 

彫刻 観音立像 赤坂町 中世 

彫刻 聖徳太子立像 赤坂町 近世 

彫刻 馬頭観音坐像 萩町 － 

彫刻 木造聖観音菩薩立像 南大通 中世 

彫刻 木造阿弥陀如来立像 白鳥町 中世 

彫刻 観音立像 赤坂町 中世 

彫刻 木造薬師如来坐像 牛久保町 中世 

彫刻 西漸寺の菩薩像 大木町 古代 

彫刻 木造摩利支天騎像 牛久保町 中世 
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種別 文化財名 所在 時代 

彫刻 木造韋駄天立像 花井町 中世 

彫刻 木造地蔵菩薩立像 花井町 古代 

彫刻 木造毘沙門天立像 花井町 中世 

彫刻 木造来迎阿弥陀如来立像 西豊町 中世 

彫刻 木造青面金剛立像 御油町 中世 

彫刻 木造阿弥陀如来立像 御油町 中世 

彫刻 木造毘沙門天立像 御油町 古代 

彫刻 木造阿弥陀如来立像 牛久保町 中世 

彫刻 木造延命地蔵菩薩半跏像 白鳥町 中世 

彫刻 法幢院の地蔵菩薩像 江島町 中世 

工芸品 梵鐘 森６丁目 中世 

工芸品 稲荷神社の鰐口 江島町 近世 

工芸品 唐花唐草螺鈿鞍 小坂井町 中世 

工芸品 鰐口 下長山町 中世 

工芸品 木造百万塔 花井町 古代 

工芸品 佐脇神社の鰐口 御津町上佐脇 近世 

工芸品 鰐口 赤坂町 近世 

工芸品 網代団扇 赤坂町 近世 

工芸品 木蘭地袈裟 赤坂町 近世 

工芸品 鰐口 正岡町 中世 

工芸品 能面 豊川西町 近世 

工芸品 青銅造弥勒仏頭 南大通 近世 

工芸品 砥鹿神社の和鞍 一宮町 中世 

工芸品 仲仙寺の梵鐘 御津町金野 中世 

工芸品 木造百万塔 個人蔵 古代 

工芸品 引馬神社の鰐口 御津町御馬 近世 

工芸品 報恩寺の鰐口 小坂井町 中世 

工芸品 松源院の二十五条袈裟 上長山町 中世 

工芸品 松源院の拄杖 上長山町 中世 

工芸品 銅鐘 国府町 中世 

工芸品 御津神社の梵鐘 御津町広石 中世 

工芸品 御津神社の鰐口 御津町広石 近世 

工芸品 御津神社の鰐口 御津町広石 近世 
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種別 文化財名 所在 時代 

工芸品 御津神社の鰐口 御津町広石 近世 

書跡 家康制札の写札 小坂井町 近世 

書跡 家康の制札 小坂井町 中世 

書跡 今川氏真禁制 小坂井町 中世 

書跡 今川義元禁制 小坂井町 中世 

書跡 松平甚太郎の制札 小坂井町 中世 

書跡 大木の伝馬免許状 大木町 近世 

書跡 今川氏真安堵状：永禄 3 年 財賀町 中世 

書跡 今川氏真安堵状：永禄 4 年 財賀町 中世 

書跡 今川義元安堵状 豊川町 中世 

書跡 今川義元安堵状：白山先達 財賀町 中世 

書跡 今川義元安堵状：寺領安堵 財賀町 中世 

書跡 西明寺文書（一括） 八幡町 近世 

書跡 切支丹訴人制札 御津町上佐脇 近世 

書跡 今川氏真安堵状 牛久保町 中世 

書跡 今川義元安堵状 八幡町 中世 

書跡 徳川家康安堵状 豊川町 中世 

書跡 九字名号：蓮如筆 赤坂町 中世 

書跡 六字名号：伝親鸞筆 赤坂町 中世 

書跡 六字名号：伝蓮如筆 赤坂町 中世 

書跡 大般若経とその収納箱 大木町 中世 

書跡 大恩寺文書 御津町広石 中世・近世 

書跡 今川氏真安堵状 八幡町 中世 

書跡 渡辺富秋文書 御津町広石 近世 

書跡 今川氏真安堵状 豊川町 中世 

書跡 今川氏真制札 八幡町 中世 

書跡 今川義元安堵状 財賀町 中世 

書跡 信近寄進状 八幡町 中世 

書跡 牧野三郎次郎寄進状 八幡町 中世 

書跡 牧野田平信成寄進状 八幡町 中世 

書跡 牧野成敏寄進状 八幡町 中世 

書跡 牧野成敏寄進状 八幡町 中世 

書跡 牧野民部丞平成勝寄進状 八幡町 中世 
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種別 文化財名 所在 時代 

書跡 今川義元安堵状 花井町 中世 

書跡 今川義元寄進状 花井町 中世 

書跡 仮名書金剛般若波羅蜜経 花井町 中世 

書跡 法住寺文書 御津町赤根 中世・近世 

書跡 御津神社の大般若経 御津町広石 中世 

書跡 妙劉寺寺領寄進状 東上町 近世 

考古資料 渥美刻文壺 御津町広石 中世 

歴史資料 江島の村絵図と古文書 江島町 近世 

歴史資料 赤坂旧事記 個人蔵 近世 

歴史資料 算額 個人蔵 近世 

歴史資料 三宝赤駅神事集 個人蔵 近世 

歴史資料 鈴木金四郎清房一世之記 個人蔵 近世 

歴史資料 村田五郎左衛門日記 個人蔵 近世 

歴史資料 御油宿交通資料（一括） 御油町 近世 

歴史資料 三河国二葉松 下長山町 近世 

歴史資料 西原の山論絵図と古文書 西原町 近世 

歴史資料 伊奈城之図 伊奈町 近世 

歴史資料 報恩寺の絵馬 小坂井町 近世 

歴史資料 報恩寺の俳諧奉納額 小坂井町 近世 

歴史資料 宇治川先陣争図（絵馬） 赤坂町 近世 

歴史資料 本多家の面頬 伊奈町 近世 

有形民俗 菟足神社祭礼古面 小坂井町 近世 

有形民俗 長沢「フロノ下」の猪垣 長沢町 近世 

有形民俗 長沢三尊種子板碑 長沢町 中世 

有形民俗 赤坂の高札 赤坂町 近世 

有形民俗 赤坂の舞台 赤坂町 近代 

有形民俗 音羽赤坂人形 赤坂町 近世 

有形民俗 八幡宮祭礼用具 八幡町 中世・近世 

有形民俗 引馬神社八幡社の笹踊りの衣装 御津町御馬 近世 

有形民俗 龍源寺の板碑 萩町 近世 

有形民俗 龍源寺の梆 萩町 近世 

無形民俗 菟足神社の風祭り 小坂井町  

無形民俗 はんにゃさま 大木町 近世 
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種別 文化財名 所在 時代 

無形民俗 躍山境おどり 八幡町 近世 

無形民俗 金沢歌舞伎 金沢町 近世 

無形民俗 お田植祭 財賀町 中世 

無形民俗 三河一宮地搗唄 一宮町  

無形民俗 粥占祭 一宮町  

無形民俗 田遊祭 一宮町  

無形民俗 火舞祭 一宮町  

無形民俗 長松寺のどんき 御津町下佐脇  

無形民俗 萩原神社祭礼の獅子舞神楽 御津町赤根 近世 

無形民俗 引馬神社八幡社の祭礼笹踊り七福神踊り 御津町御馬 中世 

史跡 穴観音古墳 御津町豊沢 原始 

史跡 糟塚古墳 小坂井町 原始 

史跡 観音山古墳 小坂井町 原始 

史跡 五社稲荷古墳 小坂井町 原始 

史跡 河原田遺跡 御津町上佐脇 原始 

史跡 茂松城跡 御津町広石 中世 

史跡 持統上皇行在所伝承地 御津町下佐脇 古代 

史跡 竹本城跡 御津町広石 中世 

史跡 丹野城跡 御津町金野 中世 

史跡 一宮砦跡 一宮町 中世 

史跡 西方古塁跡 御津町西方 中世 

史跡 弥勒寺跡 御津町豊沢 古代 

史跡 横穴古墳群 御津町金野 原始 

史跡 芭蕉句碑 八幡町 近世 

史跡 佐脇刀祢太夫の墓 御津町下佐脇 中世 

史跡 今川義元公墓所 牛久保町 中世 

史跡 牧野城跡 牧野町 中世 

史跡 菟足神社貝塚 小坂井町 原始 

史跡 御馬城跡 御津町御馬 中世 

史跡 御馬湊 付御城米積立場跡 御津町御馬 近世 

史跡 長床遺跡 付出土土器 御津町御馬 原始 

史跡 豊川海軍工廠遺跡 旧第一火薬庫・旧第三

信管置場 

穂ノ原三丁目 近代 

史跡 船山古墳 八幡町 原始 
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種別 文化財名 所在 時代 

史跡 岩略寺城跡 長沢町 中世 

史跡 水神平遺跡 上長山町 原始 

史跡 伊奈城跡 伊奈町 中世 

史跡 花ヶ池 伊奈町 中世 

史跡 山本勘助の墓 牛久保町 中世 

史跡 牧野成定公廟 千歳通４ 近世 

史跡 お松見 伊奈町 近世 

史跡 万葉地名引馬野伝承地 御津町御馬 古代 

史跡 柏木浜 平井町 古代 

史跡 平井稲荷山貝塚・平井遺跡 平井町 原始 

史跡 念仏塚 1 号墳 大木町 原始 

史跡 船山古墳 御津町広石 原始 

名勝 牛の滝とその付近の自然 東上町  

天然記念物 江島神社のクスノキ 江島町  

天然記念物 帯川のホタル 大木町  

天然記念物 観音寺の大クス 御津町上佐脇  

天然記念物 熊野神社のフジ 御津町金野  

天然記念物 灰野のヤブニッケイ 御津町金野  

天然記念物 財賀寺のツガ 財賀町  

天然記念物 財賀寺のヒメハルゼミと生息地 財賀町  

天然記念物 西明寺のモッコク 八幡町  

天然記念物 正法寺のイヌマキ 赤坂町  

天然記念物 正法寺のワビスケ 赤坂町  

天然記念物 杉森八幡社のクスノキ 赤坂町  

天然記念物 関川神社のクスノキ 赤坂町  

天然記念物 善住寺のヤマモモ 萩町  

天然記念物 玉林寺のクス 麻生田町  

天然記念物 長福寺のヤマザクラ 赤坂町  

天然記念物 御津山のヒメハルゼミの棲息地 御津町広石  

天然記念物 宮路山コアブラツツジ自生地 赤坂町  

天然記念物 東漸寺のタブノキ 伊奈町  
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天然記念物 広幡神社のヤマモモ 御津町西方  

天然記念物 服織神社のツガ 足山田町  

天然記念物 冨士神社のコバノミツバツツジ自生地 萩町  

天然記念物 松沢寺のヤマザクラ 御津町金野  

天然記念物 御津神社のクスノキ 御津町広石  

天然記念物 若宮八幡社のイヌマキ 伊奈町  

天然記念物 長草素盞嗚神社のクスノキ 長草町  

天然記念物 籰繰神社の社叢 東上町  

 

【国登録】 

文化財名 所在 時代 

トヨテック本社社屋（旧豊川電話中継所本屋） 西豊町 近代 

トヨテック本社倉庫（旧豊川電話中継所倉庫） 西豊町 近代 

白井家住宅主屋 国府町 近世 

中村家住宅主屋 篠束町 近世 

旧今泉医院診療棟 御津町御馬 近代 

旧今泉医院病室棟 御津町御馬 近代 

旧今泉医院手洗い場 御津町御馬 近代 

旧豊川電話装荷線輪用櫓 野口町 近代 

大谷家住宅主屋 足山田町 近代 

大谷家住宅土蔵 足山田町 近代 

大谷家住宅米蔵 足山田町 近代 

大谷家住宅渡廊下 足山田町 近代 

財賀寺三十三観音堂 財賀町 近世 

財賀寺本堂 財賀町 近世 

財賀寺文殊堂 財賀町 近世 

八所神社拝殿 財賀町 近世 

八所神社本殿 財賀町 近世 
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３．文献リスト 

【文化財関係刊行物一覧】 

豊川市 『天然記念物御油ノ松並木保存管理計画』 S54（1979） 

〃 『図録－豊川の文化財－』 S57（1982） 

〃 『豊川市の社寺林と太い木』 H5（1993） 

〃 『豊川の歴史散歩』 〃 

〃 『豊川市の昆虫（トンボ・チョウ）』 H6（1994） 

〃 『豊川市の植物（種子植物）』 H7（1995） 

〃 『豊川市埋蔵文化財地図』 H8（1996） 

〃 『御油 中田家住宅』 H13（2001） 

〃 『国指定天然記念物御油のマツ並木環境調査報告書』 H16（2004） 

〃 『御油のマツ並木保存管理計画』 H17（2005） 

〃 『よみがえる天平の遺産』 H18（2006） 

一宮町 『のびゆく一宮町』 S42（1967） 

 『一宮町文化財シリーズ 1 県・町指定文化財』 S52（1977） 

〃 『一宮町文化財シリーズ 2 仏像（1）』 S53（1978） 

〃 『一宮町文化財シリーズ 3 仏像（2）』 S54（1979） 

〃 『一宮町文化財シリーズ 4 縄文・弥生時代 土器・石器』 S55（1980） 

〃 『一宮町の文化財シリーズ 5 古墳時代 出土遺物』 S56（1981） 

〃 『一宮町の文化財シリーズ 6 古墳時代～歴史時代 出土遺物』 S57（1982） 

〃 『一宮の文化財』 S63（1988） 

〃 『一宮町遺跡・文化財地図』 H2（1990） 

〃 『ふるさとの伝説 昔のはなし』 H3（1991） 

〃 『三河一宮 神社散歩』 H8（1996） 

〃 『Historical Guide Map vol.1 一宮の古墳時代』 H13（2001） 

〃 『Historical Guide Map vol.2 一宮の中世城館』 H15（2003） 

〃 『Historical Guide Map vol.3 一宮のいしぶみ』 H16（2004） 

〃 『遠州国学最後の偉人 国学者草鹿砥宣隆』 H17（2005） 

〃 『一宮町歴史民俗資料館所蔵 近代文書目録』 〃 

〃 『Guide Map 一宮の文化財』 〃 

音羽町 『おとわの文化財』 S52（1977） 

〃 『史跡岩畧寺城』 S55（1980） 

〃 『音羽町の自然』 S63（1988） 

〃 『史跡岩略寺城跡』 H3（1991） 

〃 『音羽の文化財』 H5（1993） 

〃 『音羽にすむ魚』 H8（1996） 

〃 『音羽の自然シリーズ 2 音羽にすむ哺乳類』 H10（1998） 

〃 『音羽赤坂人形調査報告書』 〃 
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〃 『音羽の自然シリーズ 3 音羽の野鳥』 H11（1999） 

〃 『戦国の城』 〃 

〃 『赤坂宿』 〃 

〃 『音羽の自然シリーズ 4 音羽の昆虫Ⅰ（甲虫）』 H12（2000） 

〃 『音羽の自然シリーズ 5 音羽の蝶』 H13（2001） 

〃 『音羽の歴史を訪ねて』 〃 

〃 『音羽の自然シリーズ 6 音羽の巨木・銘木』 H14（2002） 

〃 『音羽の自然シリーズ 7 音羽の草花』 H16（2004） 

御津町 『文化財のしおり』 S53（1978） 

〃 『御津町制 50 年記念誌』 S58（1983） 

〃 『みと歴史散歩』 H12（2000） 

小坂井町 
『文学博士 是沢恭三先生 重要文化財菟足神社の大般若経解説－

附・同図録－』 
S48（1973） 

〃 『小坂井のむかし話』 S57（1982） 

〃 『小坂井のさんぽみち』 S58（1983） 

〃 『小坂井の自然観察』 S63（1988） 

〃 『町に緑の風－小坂井町の樹木－』 H8（1996） 

〃 『小坂井町の史跡と文化財』 H12（2000） 

〃 『三州伊奈本多家関係史料』 H15（2003） 

豊川市 『新版 豊川の歴史散歩』 H25（2013） 

〃 『曽田梅太郎ものがたり』 R4（2022） 
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【発掘調査報告書一覧】 

豊川市教育委員会 『国府古墳群第 1 号墳調査報告書』 S31（1956） 

〃 『上野古墳群発掘調査報告書』 S39（1964） 

〃 『豊川市古墳調査概報 昭和 40 年』 S40（1965） 

〃 『麻生田大橋遺跡範囲確認調査報告』 S53（1978） 

〃 『麻生田大橋遺跡第 2・第 3 次調査概報』 S55（1980） 

〃 『麻生田大橋遺跡第 4 次調査概報』 S56（1981） 

〃 『久保古墳』 S57（1982） 

〃 『史跡三河国分寺跡発掘調査概報１』 S58（1983） 

〃 『麻生田大橋遺跡第 5・第 6 次調査概報』 S60（1985） 

〃 『山ノ入遺跡発掘調査報告書』 〃 

〃 『麻生田大橋遺跡第 7・8・9 次調査概報』 S61（1986） 

〃 『為当条理遺跡発掘調査報告書』 S62（1987） 

〃 『石坪・郷中・雨谷遺跡』 S63（1988） 

〃 『山西遺跡』 〃 

〃 『郷中・雨谷』 H1（1989） 

〃 『船山第 1 号墳発掘調査報告書』 〃 

〃 『三河国分寺跡』 〃 

〃 『史跡三河国分寺跡・三河国分尼寺跡保存管理計画』 〃 

〃 『前通遺跡』 H3（1991） 

〃 『三河国分尼寺跡』 〃 

〃 『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅰ』 H4（1992） 

〃 『麻生田大橋遺跡発掘調査報告書』 H5（1993） 

〃 『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅱ』 〃 

〃 『赤塚山』 H6（1994） 

〃 『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅲ』 〃 

〃 『牧野城跡発掘調査報告書』 〃 

〃 『天間遺跡』 H7（1995） 

〃 『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅳ』 〃 

〃 『駒場遺跡』 H8（1996） 

〃 『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅴ』 〃 

〃 『史跡三河国分尼寺跡保存整備基本計画』 〃 

〃 

『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅵ 三河国府跡第 8次調査 豊川

西部土地区画整理地区内確認調査 下西之谷遺跡試掘調査 

行明遺跡試掘調査』 

H9（1997） 

〃 
『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅶ 三河国府跡第 9次調査 豊川

西部土地区画整理地区内確認調査 三河国分尼寺跡緊急調査』 
H10（1998） 

〃 『史跡三河国分尼寺跡保存整備事業実施計画』 〃 

〃 
『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅷ 豊川国府岡本土地区画整理

事業地区内確認調査』 
H11（1999） 
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三ノ輪山第１号墳調査会 『三ノ輪山第 1 号墳発掘調査報告書』 〃 

豊川市教育委員会 『白鳥遺跡緊急調査発掘調査報告書Ⅰ』 H12（2000） 

白鳥遺跡調査会 

豊川市教育委員会 
『白鳥遺跡緊急調査発掘調査Ⅱ』 〃 

天間遺跡調査会 

豊川市教育委員会 
『天間遺跡Ⅱ』 〃 

豊川市教育委員会 『三河国府跡確認調査報告書』 H15（2003） 

麻生田当貝津遺跡調査会 

豊川市教育委員会 
『麻生田当貝津遺跡発掘調査報告書』 〃 

豊川市教育委員会 『上ノ蔵遺跡』 H17（2005） 

〃 『麻生田当貝津遺跡発掘調査報告書Ⅱ』 H18（2006） 

〃 『史跡三河国分尼寺跡保存整備事業報告書』 〃 

〃 
『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅸ 三河国府跡第 12 次・13 次調

査』 
〃 

〃 『白鳥前遺跡』 H19（2007） 

〃 『山ノ奥遺跡』 H20（2008） 

〃 『下手大屋敷遺跡』 〃 

〃 
『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅹ 史跡三河国分寺跡整備基本

構想策定に伴う発掘調査概報』 
〃 

〃 『史跡三河国分寺跡整備基本構想』 H21（2009） 

〃 『天井平遺跡』 〃 

〃 
『豊川市内遺跡発掘調査概報Ⅺ 史跡三河国分寺跡整備基本

構想策定に伴う発掘調査概報』 
〃 

〃 『三河国分寺跡Ⅱ』 H22（2010） 

〃 『国分寺北遺跡Ⅰ』 H23（2011） 

〃 『旧豊川海軍工廠近代遺跡調査報告書 第 1・2分冊』 〃 

〃 『東赤土遺跡』 H24（2012） 

〃 『下六光寺遺跡』 H25（2013） 

〃 『史跡三河国分尼寺跡保存整備事業報告書』 H27（2015） 

〃 『豊川海軍工廠跡発掘調査』 H30（2018） 

〃 『豊川海軍工廠平和公園内残存遺構保存整備事業報告書』 H31（2019） 

〃 『白鳥遺跡（三河国府跡）緊急発掘調査報告書Ⅲ』 R3（2021） 

〃 『白鳥遺跡（三河国府跡）発掘調査報告書』 R4（2022） 

〃 
『菟足神社貝塚－菟足神社貝塚確認調査の成果と過去の出土

遺物－』 
R6（2024） 

一宮町教育委員会 『勝川遺跡調査概報』 S53（1978） 

〃 『旗頭山尾根古墳群・大入山古墳群発掘報告書』 S55（1980） 

〃 『赤羽根遺跡調査概報』 S56（1981） 

〃 『天王遺跡発掘調査報告書』 S59（1984） 

〃 『炭焼平第 37・38・39号墳発掘調査報告書』 S60（1985） 
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〃 『御薗遺跡発掘調査報告書』 S61（1986） 

〃 『一宮東部地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財報告書』 S62（1987） 

〃 『柴崎第 1号墳発掘調査報告書』 S62（1987） 

〃 『一宮東部地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財報告書Ⅱ』 S63（1988） 

〃 『宮沢遺跡』 H1（1989） 

〃 『段林遺跡 試掘調査報告書』 H3（1991） 

〃 
『城山 キャッスルヒルカントリークラブ建設工事に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書』 
H7（1995） 

〃 『舟山 4号墳』 H8（1996） 

〃 
『手取古墳群 一宮町健康福祉センター建設工事に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書』 
H12（2000） 

〃 『炭焼平古墳群』 H15（2003） 

音羽町教育委員会 『史跡岩略寺城整備基本計画』 H9（1997） 

御津町教育委員会 
『長床遺跡確認調査報告書－宝飯郡御津町立南部小学校グラ

ンド拡張整備に伴う確認調査－』 
H1（1989） 

小坂井町教育委員会 『篠束』 S36（1961） 

〃 『欠山遺跡』 H3（1991） 

〃 『平井稲荷山』 H4（1992） 

〃 『欠山遺跡』 H6（1994） 

〃 『伊奈城趾』 H7（1995） 

〃 『篠束遺跡群』 H10（1998） 

〃 『平井遺跡群』 H14（2002） 

〃 
『菟足神社貝塚群（社務所地点・樫王地点・宮脇地点）欠山遺

跡（第 11 地点・第 12 地点）』 
H18（2006） 

〃 『坂地遺跡 若宮遺跡』 H21（2009） 

重要文化財国分寺銅鐘

防災施設改築委員会 
『重要文化財国分寺銅鐘 防災施設（収蔵庫）改築工事報告書』 S40（1965） 

愛知県教育委員会 『東名高速道路関係遺跡第 1 次第 2 次調査概報』 S40（1965） 

〃 『豊川用水路関係遺跡調査報告』 S40（1965） 

〃 『東名高速道路関係埋蔵文化財調査報告』 S42（1967） 

〃 『史跡 三河国分尼寺跡発掘調査図集』 S43（1968） 

〃 『重要遺跡指定促進調査報告－地形測量調査の概要－』 S49（1974） 

財団法人愛知県埋蔵文

化財センター 

『財団法人 愛知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 第 1

集 石堂野遺跡』 
S62（1987） 

〃 
『愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第 21 集 麻生田大

橋遺跡』 
H3（1991） 

〃 
『愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第 22 集 森岡遺跡 

淡洲神社北遺跡』 
H3（1991） 

財団法人愛知県教育サー

ビスセンター 

愛知県埋蔵文化財セン

ター 

『愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第 114 集 石堂野 B

遺跡』 
H15（2003） 
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財団法人愛知県教育・スポー

ツ振興財団 

愛知県埋蔵文化財セン

ター 

『愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第 143 集 高坂遺跡』 H20（2008） 

〃 『愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第 166 集 羽根遺跡』 H22（2010） 

 

【図録一覧】 

豊川市 『第 5 回特別展 豊川の絵図』 S60（1985） 

〃 『第 8 回特別展 豊川の遺跡－新出土品を中心として－』 S62（1987） 

〃 『特別展 戦国に生きた牧野一族』 〃 

〃 『豊川の絵馬』 H1（1989） 

〃 『豊川の鋳物師』 H2（1990） 

〃 『豊川海軍工廠展』 H7（1995） 

〃 『飯田線展 三遠南信を結ぶレイルロードヒストリー』 H15（2003） 

〃 『豊川海軍工廠 終戦 60 年後の記録』 H17（2005） 

〃 『絵はがき・錦絵にみる郷土の風景』 H18（2006） 

一宮町 『一宮地域に残る 論諍裁許絵図』 S61（1986） 

〃 『第 3 回特別展 豊川鉄道と長山遊園地』 S62（1987） 

〃 『第4回特別展 一宮の文化財 －町内所在県・町指定文化財展－』 H 元（1989） 

〃 『第 5 回特別展 遺跡と発掘調査 －新出土品展－』 〃 

〃 『第 6 回特別展 川とくらし －豊川の諸相－』 H2（1990） 

〃 『第 7 回特別展 昭和を代表する俳人 富安風生』 H3（1991） 

〃 『開館 10 周年特別展 古墳発掘 －記録と遺物の語るもの－』 H6（1994） 

〃 『教科書でみる初等教育のあゆみ』 H11（1999） 

〃 『平成 12 年度特別展 21 世紀へ残したい郷土の自然』 H12（2000） 

〃 『平成 13 年度特別展 懐かしいお金』 H13（2001） 

〃 『特別展 国学者 草鹿砥宣隆』 H14（2002） 

〃 『平成 15 年度特別展 家庭電化とくらし』 H15（2003） 

御津町 『渡辺富秋展』 H12（2000） 

〃 『御津神社展』 H13（2001） 

〃 『御津の絵馬 献額 さまざま』 H14（2002） 

豊川市 『三河国一宮砥鹿神社 その歴史とゆかりの品々展』 H19（2007） 

〃 『姫街道展－御油から磐田へ由緒ある古道をゆく－』 H20（2008） 

〃 『三河に興りし牧野一族 戦国から幕末への軌跡』 H21（2009） 

〃 『新・豊川市の文化財展』 H22（2010） 

〃 『豊川の人物誌展－ふるさとの歴史を彩った人々－』 H23（2011） 

〃 『豊川海軍工廠展図録』 〃 

〃 『豊川の美術家たち豊川の美術史』 H24（2012） 

〃 『弥生人の造形美－とよかわの北と南で－』 〃 

〃 『こだい鳥エンナーレ』 H27（2015） 
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資料編 

〃 『「豊川海軍工廠展の絵」作品集』 〃 

〃 『人びとのくらしと災害展－古文書・古記録にみる豊川災害史－』 H28（2016） 

〃 『まぼろしの国府人形展』 H29（2017） 

〃 『大岡越前守忠相と豊川』 H30（2018） 

〃 『三河で初めての中学校 宝飯中学校』 R1（2019） 

〃 『いにしえの響き』 R2（2020） 

〃 
『村絵図へのいざない－佐奈川と帯川が実はつながっていなかった

という展覧会－』 
R3（2021） 

〃 『元祖 豊川のブランドマーク！？－とよかわ紋・藩ワールド－』 R4（2022） 

〃 『神殿狛犬の魅力』 R5（2023） 

豊川市教育委員会 『私たちの学び舎の歴史展』 H27（2015） 
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４．現在の豊川市成立までの変遷 
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５．豊川市の町名 
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